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法学部便覧 
 

 

◆学生ポータルサイト「Kaede-i」へのアクセス方法 

① ＰＣからのアクセス  https://kaedei.kokushikan.ac.jp/ 

  または、大学ホームページから「在学生の方へ」→「学生ポータルサイト（Kaede-i）」をクリック 

 

② 携帯電話からのアクセス  https://kaedei.kokushikan.ac.jp/m 

   ※携帯電話からのＭｙ時間割確認はできない。 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

この学部便覧は、みなさんが学業を進めていく上で必要不可欠で、学部の基本的な事項

を収録したものです。 

ただし、日程、金額、その他については変更する場合があります。 

 

※ 再交付は行っておりませんので、紛失に注意し、学籍番号、氏名を記入して、卒業まで

大切に使用してください。 
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大学の歴史と教育・研究の理念 

 
国士舘は、大正6（1917）年、柴田徳次郎によって私塾として設立された。以来、高等部、専門学校、新制高等

学校、短期大学等の教育組織を順次拡充し、昭和33（1958）年には体育学部より成る大学を設置した。その後大
学は、政経学部一部、工学部、政経学部二部、法学部、文学部を開設、昭和40（1965）年以降には、高等教育の
完成を目指して大学院研究科の充実に着手し、これらの学部で博士課程（博士後期課程）を備えるに至っている。 
 設立に当たって示された『国士館設立趣旨』には「物質文明の弊日に甚だしく、人は唯だ科学智を重んじて、
徳性涵養を忘る今日に於て教育とは唯だ科学智の売買たるのみ此の如きは唯だ物質文明に終る、精神文明なくし
て国家豈一日の安きを得んや、蓋し精神文明は物質文明を統一指導するものなり、（中略）吾人は精神文明と精
神教育とを此際に唱道して国家の柱石たる真智識を養成せん事を期す。（以下略）」（原文は一部旧字体）と述
べられている。物質文明を超えたところにある人間の崇高な精神文明、すなわち個人にあっては人間としての気
高さ、社会にあっては倫理道徳をなによりも重視し教育研究をしようとする国士舘の建学の理念がここにある。 
また、大正15（1926）年に柴田徳次郎言行録・講演集として発刊された『國士館と教育』では、「國家が教育

を施す目的は、人を作り、國を興すにある」が、「今日の実際は人を殺し、國を滅している」という認識から、
国士舘が新しい教育を展開して人々を甦らせ、国家を活き返らせることこそ、国士舘の教育の目的であると述べ
ている。そして、昭和27（1952）年の『国士館再建趣意書』には「国士館は深く日本の将来を考え、国の常識に
基づいて役に立つ人間を作りたい」とし、設立以来伝統を培ってきた「武道教育」については「文武は鳥の両翼、
車の両輪、文なき武の想像されざる如く、武なき文をもっては徳性の完成を期し得ない」と述べている。体育学
部をもって大学を設置した意図はここにあった。 
 こうした国士舘設立時の理念・目的は、各時代の影響を受け、またそのときの担い手の思想に導かれて発現形
態を異にしてきた。現在、『学校法人国士舘寄附行為』の第３条において、「この法人は、教育基本法および学
校教育法に従い、聖人至徳を志し、不断の読書、体験、反省により、誠意・勤労・見識・気魄を涵養し、もって
道義日本を建設し、世界の平和と進運とに貢献する有為の人材を養成する教育を行うことを目的とする」と定め
ている。 
 顧みるならば、人類文化の歴史は、人間が織りなす各時代の深刻な危機や地球規模の環境激変に直面し、その
時々の人々の、現状に対する危機回避に投下された不断の精神的営み、すなわち「物質文明を指導する精神文明」
によって綴られてきたものである。設立以来、まさにこの点を理念として、国士舘と国士舘大学はこうした能力
の開発と、それを具備した実社会の第一線を担い得る人材の育成を設置の目的としてきた。教育が時代の趨勢に
安易におもねる結果、「人を殺し、國を亡ぼす」ことに至らないように、「人を生かし、国を活かす」道を一貫
して模索してきたのである。国士舘が掲げてきた精神文明の構築のためには、人間関係の根底に常に「誠意」が
あるべきであり、あらゆる人間社会構築の真の源泉は「勤労」であり、危機回避への不屈の精神力と未来に対す
る透徹した洞察力・想像力を「見識」として、その実現には、深遠な静寂から醸成される心底からの「気魄」を
伴って初めて実現されるものである。武道の精神を尊重するのもこうした確信によるものであり、我が国の伝統
的な精神文化の象徴ともいえる禅の心や武道、茶・華道等の「伝統諸道」を重視するのも、ここに、東洋の文化
に通底したその精神が、現代まで脈々と一貫した精神文化として継承されてきている、とする信念によるもので
ある。 

 

 

法学部学生諸君へ 

 
国際化・情報化が進む現代の社会では、従来の法制度では解決しきれない問題が多数発生しています。カリキ

ュラムにしたがって勉強するにしても、それだけで充分ではありません。法律専門分野の勉強ばかりではなく大
学生として最低限の教養を身につけなければなりません。また、コミュニケーションの手段としての会話能力や
情報時代のITテクニックを身につけることも必要です。卒業することだけであるなら可能でしょうが、加えて、
司法試験やロースクール進学、各種資格試験や公務員試験等の受験も視野にいれるなら、４年間はかなりハード
なものになります。卒業近くなって、身動きできなくならないようにするためにも、できる限り早めに卒業後の
方針を決め、余裕ある勉強・研究の計画を立てることを期待します。 
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法学部教育研究上の目的・方針 

 

○ 教育研究上の目的 

 法学部は、建学の精神に基づき、法学を通じて豊かな人間性を確立し、主体的に個人の徳性の修

養に取り組ませ、国家・社会に貢献する人材を育成することを目指している。 

変わりゆく時代の要請に応えるために、学生が、公共の精神を養い、基礎知識および識見を身につ

けた健全な社会人、とりわけ専門の法知識およびリーガルマインド（法的思考力）を備えた職業人と

なるための教育を行う。 

 

○ 入学者受入の方針(アドミッション・ポリシー) 

① 知識・理解 

 国語、外国語、地理歴史、公民など、高等学校または中等教育学校で学修する範囲の知識を有し、

それらの基本的内容を理解している。 

② 思考・判断 

 社会の諸問題を理解し、さまざまな立場から考えることができる。 

③ 関心・意欲 

 法にかかわる諸問題について関心をもち、その原因を追究していこうという意欲を有している。 

④ 態度 

 社会の諸問題を発見し理解するため、積極的に学習に取り組むことができる。 

⑤ 技能・表現 

 自分が考えたことを、他者に対してわかりやすく表現することができる。 

 

○ 教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー) 

① 基礎科目として憲法・民法・刑法、契約法・企業法等を設け、その他多彩な応用科目を配置して

いるため、各学科の目標に対応した専門科目を履修することができる。 

② 各学科の基礎となる入門科目を学習したうえで、専門応用科目を段階的に履修することができ

る。 それぞれの専門分野ごとに、体系的に履修科目を配置している。 

③ 基礎となる講義・演習（ゼミ）科目は必修とし、応用科目は選択科目としている。演習（ゼミ）

制度は、創設以来必修として、少人数による対話（報告・発表・討論）教育を行っている。 

④ 各学年ごとに、無理のない効果的な学習ができるように履修上限単位を設けている。 

⑤ シラバスに示した成績評価の判定基準を厳格に適用している。また、基礎科目は履修しやすい時

間帯に配当している。 資格試験や公務員試験を目指す人のために法研指導という資格対応科目

を設けている。 

 

○ 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー) 

① 知識・理解 

  法律学に関する基本的知識を習得している。 

② 思考・判断 

  法的諸問題を理解して課題を発見し、論理的に分析し考察する力を身に付けている。 

③ 関心・意欲 

  社会に生起する法的諸問題を自らのこととして捉え、積極的な関心を持ち続けることができる。 

④ 態度 

  自主的な学習を通じて、社会人としての自覚を持ち責任を果たすことができる。 

⑤ 技能・表現 

  法的諸問題の解決に必要な情報を収集・分析・検討・整理・統合する力を身に付けている。 

自らの思考・判断のプロセスを明確に説明し、文章で表現する力を修得している。 
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国士舘大学法学会 

 

 「国士舘大学法学会」は、教員、学生間の親睦を深め学生の教養に資するために、教員、学生、大学院生がそ

の構成員となって「法律学の研究および発表」を目的に様々な活動を展開している組織である。国士舘大学法学

会の運営は、本学法学部の学生により納入される学費の一部によって支えられており、法学部の学生は全員がこ

の法学会の会員となる。 

 入学後、リーガルマインドを得て「熱く法律トークをしてみたい！」「司法の現場に行ってみたい！」と思っ

ても、なかなか一人では行動をおこしにくいものである。法学会ではそのような人たちの支援も含め、研究活動

の成果を発表するための各種出版物の発行、各種学術講演会や研究会の開催など、様々な活動をしている。今後

は、内外の研究者、卒業生を含んだ幅広い組織とすることも視野に入れた、法学会全体の発展が期待されている。 

 会員である学生諸君には、当法学会の活動を理解してもらうとともに、積極的な参加を強く望みたい。 

 

１．法学会の行事・活動 

 法学会では年間を通じて、法学部に所属する学生、大学院生、教員を対象に、様々な行事を開催している。そ

の中には学生が「実行委員会」を組織し、担当教員の指導のもと、企画・立案・運営される重要な行事もある。 

（１）学術講演会 

   法学会および諸研究所の企画・運営により様々な学術講演会が開催される。 

（２）模擬裁判・法律討論会 

  昭和 43 年来継続されてきた、法学部伝統の行事で、「模擬裁判」と「法律討論会」が隔年開催されてい

る。毎回学生による「実行委員会」が組織され、担当教員の指導のもとに具体的な準備が進められ、最終的

に学生全体の参加のもとに実行される。 

（３）「なんでも相談会」 

楓門祭（学園祭）における法学部の企画として「なんでも相談会」が開催され、弁護士をはじめ、社会で

活躍される先輩諸氏が種々の相談にこたえてくれる。 

（４）大学院における様々な研究活動 

①「法学研究科」は、専門的な法理論や実務理論の研究を通して、法的業務に従事する高度な職業人を養

成する。 

②「総合知的財産法学研究科」は、理論と実務を踏まえた「法学教育」を基礎に、「経営学」と、「工学」

を融合させたカリキュラムにより、知財法の最先端の専門家を養成する。 

 

２．法学会の研究所・研修室 

 本学における法学研究の充実と発展を目指し、国士舘大学法学会は、以下の研究所・研修室を運営している。 

（１）「比較法制研究所」と「最先端技術関連法研究所」 

   法学部の教員が会員となり、毎年様々な学術講演会を開催、また各種機関誌の発行を行っている。 

（２）「法学研修室」と「知財研修室」 

   学生による主体的な法学研修をサポートするために、「法学研修室」ならびに「知財研修室」が設けられ

ている。これらの研修室の運営を土台として、学生による専門研究の充実を目指している。例年実施される

夏季の合宿等を通じて、専門の教員による直接指導のもと、法学・知財の専門研究を深めている。 

 

３．法学会の出版物 

 法学会では、専門の研究者はもちろん、法学研究の端緒にある本学部生をも視野に入れた定期刊行物、出版物

を多数発行している。 

 法学会による発行誌として『國士舘法學』が、また各研究所発行の『比較法制研究』および『最先端技術関連

法研究』がある。これらは主として専門研究者による学術論文集として年１回発行されている。 

 また本学部生に対しては、学部開設時より発行されていた『國士舘法学會誌』を源とする学生雑誌『SLJ（Student 

Law Journal）』が毎年発行され、配布されている。４年生が作成した「卒業論文要旨」や、学術講演会の記録な

どが主要な内容であるが、学部内で実施される一部定期試験の「過去問」も掲載される。 
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国士舘・法学部関連年表 

大正 6 (1917) １１月４日私塾「国士舘」を創立（現・港区青山）

8 (1919) 財団法人「國士館」創立（現在地･世田谷），「國士館高等部」開校(昭和５年廃止)

12 (1923) 中等部開校(大正１４年廃止)

14 (1925) 中学校設置・開校(昭和２４年廃止)

15 (1926) 商業学校（夜間）設置･開校(昭和２４年廃止)

昭和 4 (1929) 専門学校設置（弓道科・興亜科･国漢柔道科･国漢剣道科）開校（昭和３０年廃止）

5 (1930) 高等拓植学校設置(９年廃止)

17 (1942) 高等拓殖学校設置(２０年廃止)

21 (1946) （終戦により）法人名を「至徳学園」に変更

26 (1951) 財団法人から学校法人となる

28 (1953) 法人名を「國士舘」に戻し，柴田徳次郎理事長・校長に就任，国士舘短期大学設置（この

際に「國士舘」を「国士舘」とした）

33 (1958) 国士舘大学設置，体育学部（体育学科）開設

36 (1961) 政経学部設置

38 (1963) 工学部設置

40 (1965) 大学院設置，政治学研究科・経済学研究科（各修士・博士）開設，政経学部二部設置（平成１９年廃止）

41 (1966) 法学部（法律学科）設置，文学部設置，鶴川校地開設，第１回法律討論会開催

42 (1967) 明治祭（学園祭）にて法律相談室を開設，東 季彦教授法学部代表教授に委嘱

43 (1968) 国士舘大学法学会発足，法学部研修室開設（第１回研修生９名），第１回模擬裁判開廷

44 (1969) 「国士舘法学会誌」創刊号発行，「国士舘法學」創刊号発行

45 (1970) 第１期生１４１名卒業

47 (1972) 第１回鶴川法律討論会開催

48 (1973) 柴田徳次郎総長逝去（享年８３才），近代化委員会発足（委員長 中村宗雄法学部 教授）

49 (1974) 中村宗雄教授初代法学部長に就任，比較法制研究所設置（所長：小泉英一教授），教養部

設置（平成８年廃止）

50 (1975) 中村宗雄初代法学部長逝去（享年８１才）「中村先生を偲ぶ会」主催：法学部「國士舘法學」

学術刊行物指定認定

51 (1976) 故中村宗雄奨学基金規程設置，第１０回法律討論会開催，「比較法制研究」創刊号発行

52 (1977) 法学部１０周年記念講演会（元西独大使 曽野　明氏）

54 (1979) 第１０回模擬裁判開廷

56 (1981) 法学部１５周年記念講演会（元法学部長 浜口　金一郎教授）

平成 4 (1992) 多摩校地開設・体育学部移転

6 (1994) 国士舘中学校・高等学校男女共学制導入（新校舎開設），第２０回法律討論会開催

7 (1995) 法学研究科設置，国士舘大学福祉専門学校設置（平成１９年度廃止）

8 (1996) 法学部創設３０周年記念行事（記念講演会：さわやか福祉財団理事長・弁理士 堀田　力氏）

9 (1997) 国士舘創立８０周年，経営学研究科設置

10 (1998) 国士舘大学中央図書館開館，体育・武道館完成

11 (1999) 大学院法学研究科に博士課程開設，第２０回模擬裁判開廷

12 (2000) 体育学部に武道学科・スポーツ医科学科増設，高等学校に通信制課程増設

13 (2001) 法学部に現代ビジネス法学科増設，スポーツシステム研究科，人文科学研究科設置

工学部電気工学科を電気電子工学科に名称変更

14 (2002) ２１世紀アジア学部設置，工学部機械工学科を機械情報工学科，土木工学科を都市システム

工学科，建築学科を建築デザイン工学科に名称変更

15 (2003) 政経学部をフレックス制に改組

18 (2006) 総合知的財産法学研究科，グローバルアジア研究科設置

法学部創設４０周年記念行事（記念講演会：富田敬一教授・菊地定信教授）

19 (2007) 工学部を理工学部（１学科６学系）に改組

20 (2008) 政経学部がフレックス制から昼夜学部に改組，体育学部にこどもスポーツ教育学科を設置

３４号館（梅ヶ丘校舎）完成

21 (2009) 鶴川キャンパスを町田キャンパスに名称変更

22 (2010) 救急システム研究科設置

23 (2011) 経営学部経営学科設置

24 (2012) メイプルセンチュリーホール完成
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1．学籍番号 

 

学籍番号は、入学年度ごとに学生個々に付与される識別番号であり、次の７桁で構成される。 

原則として、転部の場合を除いては、在学期間中の変更はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2．主な学籍の変更に関する手続き 

 
 
休学（復学）、退学（再入学）等を希望する場合、すみやかに学部事務課に届け出なければならな

い。細部については各規程を参照すること。 

  

学則第１８条、学籍管理規程第７条、同規程施行細則第３条、納入金規程第６～７条参照。 

 

 
 
 学則第１９条、学籍管理規程第８条、同規程施行細則第４条、納入金規程第８～９条参照。 

 

 

 

 学則第２０条、学籍管理規程第９条、同規程施行細則第５条、納入金規程第１１条参照。 

 
 
 
 
 
 

休  学 復  学 

退  学 再入学 

復  籍 除  籍 

Ⅰ  学籍・学生証 
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3．学生証の取扱い 

 

イ）学生証の持つ意味 

学生証は本学学生としての身分を証明するものであり、常に携帯し請求があったときにはいつで

も提示できるようにする。 

特に次の場合は学生証が必要です。 

① 履修登録科目の受講       ② 定期試験の受験 

③ 通学定期券の購入       ④ 各種証明書の発行 

⑤ 学割証の発行         ⑥  図書館の入館および図書の貸出し 

⑦ 教室等の貸出し 

ロ）学生証の交付と返還 

学生証は入学時に交付され有効期間は卒業日までである。学生は卒業・退学・除籍時には大学へ

返還する。 

ハ）学生証記載内容の確認 

交付された学生証の「写真」「学籍番号」「氏名（フリガナを含む）」の記載内容を確認し、間

違いがあった場合は学部事務課へ申し出る。 

ニ）学生住所・通学区間証明書 

学部事務課に用意されている。学生住所・通学区間証明書は、毎年度更新するので必ず新年度開

始日に当該年度の証明書と交換しなければならない。 

ホ）学生証の再発行 

学生証を紛失した場合は、証明書自動発行機により学生証再発行手数料（2,000円）を納入し、発

行された「学生証再発行願」に必要事項を記入し、教務課へ届け出る。 

へ）学生証の携帯について 

  学生証には情報を記憶させるＩＣチップが内蔵されているため、カードに急激な力を加えたり、

曲げたりするとＩＣチップが破損する場合がある。破損した場合は再発行の対象となるので、携

帯する際は注意を払わなければならない。 

 

 

4．通学定期券の購入要領 

 

 

イ）定期券を発売している駅で申込書に必要事項を記入し、学生証と学生住所・通学区間証明書を提

示する。 

学生住所・通学区間証明書の「通学定期乗車券発行控」の記入欄が足りなくなった場合は、教務

課もしくは法学部事務課へ申し出ること。 

ロ）世田谷、町田、多摩キャンパスへ通学する学生の特例 

履修等の関係で、各キャンパスに通学する学生のうち、交付された学生証に記載された大学所在

地のままでは必要な区間の通学定期券が購入できない場合、「通学キャンパスの証明」が必要と

なる。 

該当者は、法学部事務課にある「通学キャンパスの証明」用紙に必要事項を記入し、担当学生係

の印を受け、さらに教務課で学生住所・通学区間証明書の「通学校舎」欄に証明印を受けること。 

ハ）学生住所・通学区間証明書は学生証の一部である。不正に使用をすると通学定期券の発行は受け

られなくなる。また、紛失した際は、直ちに学部事務課または教務課へ申し出ること。 
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◆休学の日付と納入金額について 

 

休学する場合（連続２年・通算４年を限度とする）、手続きの日付により納入金額が異 

なります。 

新学期開始後１月以内に年間休学を許可された者は、休学費を納入し、当該年度の学費等

を納入する必要がありません。 

また、５月１日から秋期開始後１月以内（１０月１５日まで）に休学を許可された場合

は、休学費を納入し、後期学費等を納入する必要はありません。 

ただし、１０月１６日以降に願い出た場合はこの制度は適用されません。（納入金規程

第６条第１項） 

            
 
 
 
 
 
   

   
 

ア 前期学費等： 

学費の内、授業料、施設設備費、教材費のそれぞれ半額と実験実習費および諸費の内、

研究費、学会費、新聞広報費、通信費のそれぞれ半額と健康管理費、学生保険料、研修

旅行費。 

イ 後期学費等： 

学費の内、授業料、施設設備費、教材費のそれぞれ半額および諸費の内、研究費、学会

費、新聞広報費、通信費のそれぞれ半額。 

ウ 秋期入学者は、上表と一部異なりますので学部事務課にお尋ねください。 

 

 
 
 

 

 

1．納入方法 

 

学費は原則として 1年分を５月１日（新入生等を除く）までに一括納入する。 

ただし、事情により期日までに一括納入することができない場合、前期学費等を５月１日までに、

後期学費等を１０月 1日までに分納することができる。 

振込用紙については新入生の場合、合格通知に 1 年分および前期分・後期分の振込用紙を同封して

ある。また在学生の場合、年度末（３月中旬から３月下旬まで）に学費納入者あてに 1 年分および前

期分の振込用紙を郵送する。前期分納者には８月下旬頃、学費納入者あてに後期分の振込用紙を郵送

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 学費納入と学籍 

休学願の提出日 学費等の納入・免除 休学費

１ ４月１日～４月３０日 全額免除

２ ５月１日～１０月１５日 後期学費等免除

３ １０月１６日以後 全額納入

２０，０００円
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◆退学の日付と納入金額について 

 

退学する場合、手続きの日付により納入金額が異なります。 

新学期開始後１月以内（４月１日から４月３０日）に退学を願い出た場合は、（新入学生、再

入学生、復籍者及び当該年度に編・転入学、転部等した者を除く）当該年度の学費等を納入する

必要がありません。また、５月１日から秋期開始後１月以内（１０月１５日まで）に願い出た場

合は、後期学費等を納入する必要がありません。１０月１６日以降に願い出た場合は、学費等の

全額が納入されていないと「退学」ではなく「未納除籍」の取り扱いとなります。 

なお、退学・除籍いずれの場合においても、修得した単位は大学に記録されていますので、復

籍（除籍後２ヶ月以内）もしくは再入学（除籍後２ヶ月を経過した場合・入学金を納入する必要

有り）を申請することができます。（ただし、退学・除籍の理由、修学の意思等が教授会で審議

されますので、必ず申請が認められるとは限りません。） 

細部については便覧巻末の次の規程を参照にして下さい。 

     
   「国士舘大学学則」第１８・１９・２０条 

「国士舘大学学籍管理規程」第７・８・９条 

「国士舘大学納入金規程」第２・６・８条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※秋期入学者は一部異なりますので法学部事務課にお尋ね下さい。 

退学願提出日 学費等の納入・免除

1 ４月１日～４月３０日 全額免除

2 ５月１日～１０月１５日 後期学費等免除

3 １０月１６日以降 全額納入
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2．学費延納と未納者の学籍の取扱いについて 

 

学費の納入を春期および秋期において、それぞれ２カ月間延納することができる。 

手続きは、「学費延納願」を学部事務課で受領し、必要事項を記入のうえ、前期分は５月１日、後期

分は１０月１日までに学部事務課へ提出し、学長の許可を得るものとする。期限後の願い出は受理さ

れないので注意すること。 

学費延納願の有・無に基づく納入期限および期限までに納入がない場合の学籍の取扱いは、原則とし

て次のとおりとする。 

 

 

◆学費納入期限および納入がない場合の学籍の取扱 

 

◇復籍について  

 除籍された者が復籍を願い出る場合は、除籍が決議された日から２カ月以内に未納学費を納入し、

復籍願（別に定める様式）を提出するものとする。許可された者は学業を継続することができる。  

 除籍後、２カ月以上経過した学生の願い出については、「再入学（４月）」の取扱いとし、許可さ

れた場合は、指定された期日までに入学金及び再入学する年度の当該学費を納入するものとする。 

この場合、前年度までに修得した単位は有効であり、未修得分の単位を継続して履修することになる。  

  

 

細部については便覧巻末の次の規程を参照すること。    

・「国士舘大学学則」第２０条 

  ・「国士舘大学学籍管理規程」第９条   

 ・「国士舘大学納入金規程」第２・５・１０・１１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学費区分 学費延納願 納入期限 納入がない場合の学籍の取扱い

提出なし
５月１日

（滞納期間は２週間を
限度とする）

除籍が決議されるまでの間、仮除籍とする。
滞納期間に未納額を納入した場合は仮除籍を取り消す。
滞納期間を過ぎて未納の場合は除籍とする。

５／１までに提出 ７月１日
除籍とする。
除籍の日付は、納入期日の翌日とする。

提出なし
１０月１日

（滞納期間は２週間を
限度とする）

除籍が決議されるまでの間、仮除籍とする。
滞納期間に未納額を納入した場合は仮除籍を取り消す。
滞納期間を過ぎて未納の場合は除籍とする。

１０／１までに提出 １２月１日
除籍とする。
除籍の日付は、納入期日の翌日とする。

前期学費等

後期学費等
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法学部では、学生と密接に関わりのある役職として、法律学科、現代ビジネス法学科の各学年に「学

年担任」と「学生係」が配置され、学生生活全般にわたり指導・助言を行っているので、科目の履修

をはじめ就学上の諸問題、その他日常生活における様々な不安等に直面した場合、担当の学年担任も

相談してほしい。 

法学部事務課は、世田谷キャンパス・世田谷校舎の５号館１階に配置されている。 

 
 
 
【法学部事務課配置図】 

世田谷校舎 5号館 1階                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◆法学部事務課の事務取扱時間について 
 

  ◆ 受付時間：9：00～17：00 

 ◆ 電話番号：03-5481-3322 

 ◆ FAX番号：03-5481-5329 

文学部事務課

文学部事務課

女

子

Ｗ

Ｃ

法学部事務課

政経学部事務課教務部

授業支援課

理工学部事務課
倉

庫

玄関ホール

男

子

Ｗ

Ｃ

経営学部事務課

Ⅲ 法学部修学サポート 
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1. 法学部のポータルサイトによる修学支援 

大学卒業後、社会において真に活躍できる人間になることは、就職活動時の単なるスキルの習得だ 

けでは実現できません。学生生活を通じ、幅広い知識を習得し、論理的な思考力を身につけ、さらに 

社会に出てからの課題解決力などを幅広く学び、いわゆる社会人基礎力を養っておくことが必要とな 

ります。そこで、法学部では、インターネットを活用した独自のポータルサイトを用意しています。   

こうしたシステムを利用して次のようなことが可能となります。 

１．コミュニティーの形成     ２．教員からの連絡用 

３．レポート作成時における参考資料の閲覧  ４．各自のレポート等を保存し蓄積する 

などがあります。具体的な内容や詳しい情報は、随時 manaba （マナバ ）上で案内します。 

 

2．法学部教員の「オフィスアワー」について 

 法学部専属の各教員には、世田谷キャンパスのなかに「研究室」が割り振られている。法学部では

「オフィスアワー」として、各教員が自らの研究室において学生の相談を受け付ける時間を設けてい

る。学習や研究上の疑問、科目履修等の問題、生活全般に関する悩み、またその他興味のある話題な

どについて、教員と直接話をしたいと考える学生の訪問を受け付けているので、「オフィスアワー」

の制度を積極的に活用してほしい。 

◆「オフィスアワー」については、次の２点に注意すること。 

１．教員が研究室にて学生の訪問を受け付ける時間については、原則として教員ごとに指定されて

いる。詳細については掲示するので確認すること。 

２． 教員のやむを得ない事情により、指定された時間に学生の訪問を受けられない場合もあるので、

可能な範囲で事前に連絡を取ることが望ましい。 

◆各教員研究室について 

※ １０で始まる研究室は世田谷校舎１０号館３階 

※ ３４Ａで始まる研究室は梅ヶ丘校舎Ａ棟８階または９階 

 

氏    名 研究室 E-mailアドレスまたはTel 氏    名 研究室 E-mailアドレスまたはTel

入澤　　充 １０２４ irisawa@kokushikan.ac.jp 飯田　昭夫 ３４Ａ８０１ aiida@kokushikan.ac.jp

貝瀬　英夫 ３４Ａ８０５ kaise@kokushikan.ac.jp 飯塚　　真 １０５８ iizuka@kokushikan.ac.jp

片山　　等 １０２２ katayama@kokushikan.ac.jp 大淵　知直 ３４Ａ９０７ toobuchi@kokushikan.ac.jp

宍倉　悠太 ３４Ａ８１８ yshishi@kokushikan.ac.jp 小橋　　昇 １０５５ nkobashi@kokushikan.ac.jp

篠原　敏雄 １００８ 03-5481-5360 加藤　直隆 ３４Ａ８２９ naotaka@kokushikan.ac.jp

関　　葉子 １０６２  yseki@kokushikan.ac.jp 五島　京子 １０６１ kgoto@kokushikan.ac.jp

田岡絵理子 １０６０ etaoka@kokushikan.ac.jp 小林　成光 １０１１ skoba@kokushikan.ac.jp

髙野　敏春 １０２５ takano@kokushikan.ac.jp 斉木　秀憲 １０５９ hsaiki@kokushikan.ac.jp

髙橋　　敏 １０１０ tsatoshi@kokushikan.ac.jp 鈴木　裕之 ３４Ａ８０３ suzukihi@kokushikan.ac.jp

滝井伊佐武 １０１５ takii@kokushikan.ac.jp 鷹取　政信 ３４Ａ８０４ mtakator@kokushikan.ac.jp

辰野　文理 １０１４ tatsuno@kokushikan.ac.jp 利根　有紀 ３４A９２４ yu-u-ki@kokushikan.ac.jp

中島　　徹 ３４Ａ９２６ torunaka@kokushikan.ac.jp 中村　達也 １０１２ nakamura@kokushikan.ac.jp

永田　　均 １０２３ nagata@kokushikan.ac.jp 滿井　美江 １０５７ ymitsui@kokushikan.ac.jp

西本　靖宏 １００６ nisimoto@kokushikan.ac.jp 三浦　正広 ３４Ａ８２８ mmiura@kokushikan.ac.jp

福永　清貴 １０１３ fukunaga@kokushikan.ac.jp 本山　雅弘 ３４Ａ８１７ motoyama@kokushikan.ac.jp

森田　悦史 １０２０ morita@kokushikan.ac.jp 山口　康夫 １０２１ yyama@kokushikan.ac.jp

山本　浩美 １００７ yamahiro@kokushikan.ac.jp 武田　典浩 １００９ takedano@kokushikan.ac.jp

矢田　陽一 １０５６ yaday@kokushikan.ac.jp 和田　義浩 ３４Ａ９０６ ywada@kokushikan.ac.jp

吉開　多一 １０１７ yoshik@kokushikan.ac.jp 渡邉　昭成 １０１８ awatanab@kokushikan.ac.jp

鷲巣由美子 ３４Ａ９１２ washi@kokushikan.ac.jp

渡辺　　中 １０１９ tadashi@kokushikan.ac.jp

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
法
学
科

法
律
学
科
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1．掲示板 

大学（学部）からの各種の連絡は、掲示板への掲示により行われるものがある。学生は常に掲示に注意し、

特に法学部掲示板は登校時に必ず目を通すこと。 

法学部掲示板に掲示物の貼り出しを希望する場合は、掲示物を法学部事務課に持参し承認印を受ける（課

外活動に関する掲示については、学生・厚生課の承認も必要）。掲示期間は１週間を基準とし、掲示者がこ

れを撤去すること。 

 

 

◆主な掲示板の掲示内容と掲示場所 

 

 

 

 

 

 

 

梅ヶ丘校舎

法学部掲示板 教室変更、試験等 １０号館２階

８号館前 ３４号館１階

　　（校舎外） 　　学生・厚生課前　

５号館１階フロア ３４号館ブリッジ入口横

８号館前（校舎外） ３４号館３階学生・厚生課前

１号館１階

６号館・８号館踊り場

教職、首都圏西部大学 ５号館１階フロア

単位互換等 ８号館前（校舎外）

８号館前（校舎外）　　　　

７号館１階廊下

大講堂５号館側（校舎外）　　

７号館１階廊下

保健体育掲示板 体育授業関係 ﾒｰﾌﾟﾙｾﾝﾁｭﾘｰﾎｰﾙ入口

８号館前（校舎外）

１０号館２階フロア

大講堂７号館側

８号館１階コーナー

３４号館１階学生・厚生課前

３４号館A棟１階

３４号館地下１階

掲示内容等 世田谷校舎

奨学金

アルバイト、学生旅行、
自動車免許、文化活動

国際交流センター
掲示板

海外研修、留学情報

留学生関係

課外活動、注意事項等

教務課掲示板

学生・厚生課掲示板

キャリア形成支援
センター掲示板

就職行事

求人、セミナー案内等

３４号館A棟１・２階

Ⅳ 学内連絡 
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2．関係施設窓口案内 

月～金 土・授業休講日

政経学部事務課 世田谷 5号館1階 03-5481-3151 9：00～21：00 9：00～17：00

理工学部事務課 世田谷 5号館1階 03-5481-3251 9：00～17：00 9：00～17：00

法学部事務課 世田谷 5号館1階 03-5481-3311 9：00～21：00 9：00～17：00

文学部事務課 世田谷 5号館1階 03-5481-3231 9：00～17：00 9：00～17：00

経営学部事務課 世田谷 5号館1階 03-5481-3146 9：00～17：00 9：00～17：00

21世紀アジア学部事務課 町田 30号館1階 042-736-1050 9：00～17：00 9：00～17：00

体育学部
こどもスポーツ教育学科事務課

町田 14号館1階 042-736-2330 9：00～17：00 9：00～17：00

体育学部事務課 多摩 教室・管理棟（A棟）1階 042-339-7202 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 5号館2階 03-5481-3203 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 鶴川メイプルホール１階 042-736-2331 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 34号館Ａ棟１階 03-5451-8114 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 仮設教室棟（ｸﾗﾌﾞA棟前）１階 042-736-2316 9：00～17：00 9：00～17：00

多摩 教室・管理棟（A棟）1階 042-339-7225 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 34号館Ａ棟１階 03-5451-8116

町田 11号館１階 042-736-5498

多摩 教室・管理棟（A棟）２階 042-339-7365

世田谷 7号館1階 03-5481-3206 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 仮設教室棟（ｸﾗﾌﾞA棟前）１階 042-736-2317 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 8号館1階 03-5481-3308 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 13号館1階 042-736-2318 9：00～17：00 9：00～17：00

多摩 教室・管理棟（A棟）2階 042-339-7230 9：00～17：00 9：00～17：00

世田谷 34号館Ａ棟１階 03-5451-8115 9：00～21：00 9：00～19：00

町田 １１号館１階 042-736-2319 9：00～18：00 9：00～17：00

多摩 教室・研究棟（B棟）1階 042-339-7206 9：00～18：00 9：00～17：00

世田谷 中央図書館1～5階 03-5481-3216 8：30～22：30 8：30～22：30

町田 鶴川メイプルホール2～4階 042-736-2341 8：30～20：00 8：30～20：00

多摩 教室・管理棟（A棟）1階 042-339-7204 8：30～20：00 8：30～20：00

世田谷
梅ヶ丘校舎
地域交流文化センター１階

03-5451-1921 9：00～17：00 9：00～17：00

町田 鶴川メイプルホール１階 042-736-2327
10：00～17：00
（月・火・水・木）

10：00～17：00

多摩 教室・管理棟（A棟）２階 042-339-7372
10：00～17：00
（月・火・木・金）

10：00～17：00

※受付時間は、大学行事開催日等は閉室または時間が変更となる場合があります。
※詳しい内容は、各部署まで直接お問い合わせいただくか、各部署発行のパンフレット等をご覧ください。

校医や看護師等を配置して、応急処置
や健康相談、健康診断証明書の発行、
健康情報の発信等を行っています。な
お、校医の健康相談や診察を希望する
場合は、各キャンパスの健康管理室に
お問い合わせください。

健康管理室

ホームページ http://www.kokushikan.ac.jp/education/libraly/

生涯学習センター
学生のスキルアップと就職のための資
格講座を実施しています。

ホームページ http://www.kokushikan.ac.jp/research/LLC/

図書館・
情報メディアセンター

蔵書はもちろん、学外情報検索のため
の各種データベースや電子デバイス等
の設備、視聴覚や閲覧・学習施設等が
完備されています。蔵書は３キャンパス
どこでも貸出・返却ができます。なお、図
書館入館の際には学生証が必要です。

※カウンセラーの在室日は

学生相談室入口の掲示板で

お知らせします。確認の上、

相談に来てください。

原則として閉室

career@kokushikan.ac.jpEメールアドレス（全ｷｬﾝﾊﾟｽ共通）

キャリア形成
支援センター

学生の進路に関する各種支援を行って
います。業種別企業ファイルや就職情報
誌等の資料を自由に閲覧できるほか、
求人票及び各種セミナーの案内等を
行っています。また、就職活動における
悩みを相談できるスタッフも常時待機し
ています。

ホームページ http://www.kokushikan.ac.jp/research/IC/

ホームページ http://www.kokushikan.ac.jp/career/

学生相談室

教職員、家族、友人等に相談しにくい問
題など、専門のカウンセラーが直接相談
に応じます。電話での相談や家族から
の相談も受け付けています。

国際交流センター

海外研修や交換留学など、海外へ留学
を希望する学生へのアドバイスや外国人
留学生への留学生サポートを行っていま
す。

受付内容

教職課程、介護等体験、単位互換、学
生証に関すること、学費等納入依頼書
再発行、教室貸出などの手続き、相談
等を行っています。

受付時間

教務課

学生・厚生課

場所 電話窓口

学生生活全般をサポートする手続、指
導、相談等を行っています。
課外活動、奨学金（奨学生制度）、遺失
物・拾得物、アルバイト情報、学生保
険、掲示、学生寮、アパート関係　など

修学に関する各種届出、申込、手続き
や履修等に関する相談などを行っていま
す。
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３. 学生ポータルサイト「Ｋａｅｄｅ-ｉ」 
 

Kaede-i にアクセスすることで、大学からのお知らせ・Ｍｙ時間割（履修科目一覧）・休講情報・補講情

報などの確認および本人・保証人・学費納入者の住所変更・証明書等発行機のパスワードを変更することが

できる。 
 また、個人の E-mail アドレスを登録することで、大学からのお知らせや休講情報等をメールで受信する

ことが可能となる。（メールの受信にかかる通信料は個人負担。） 
ただし、情報の閲覧には Kaede-i のＩＤ及びパスワードが必要となるので、入学後のオリエンテーショ

ン（情報リテラシー教育等）に出席すること。なお、ＩＤと大学が発行した E-mail アドレスは卒業するま

での間、原則として変わらない。 
 
 
◆学生ポータルサイト「Kaede-i」へのアクセス方法 
① ＰＣからのアクセス  https://kaedei.kokushikan.ac.jp/ 
 【アクセス方法】 
  大学ホームページから「在学生の方へ」→「学生ポータルサイト（Kaede-i）」をクリック 
 
② 携帯電話からのアクセス  https://kaedei.kokushikan.ac.jp/m 
    ※なお、携帯電話からは、Ｍｙ時間割は確認できない。 
                                      
 

 
ＱＱＲコード（Kaede-i） 

③ インフォボード（Ｗｅｂ型情報端末機）のアクセス 
 大学内に設置されている。画面をタッチし、Kaede-i のパスワードを入力してログインする。 
  ※なお、インフォボードからは、住所やパスワードの変更はできない。 
  ※休講情報一覧のみ、ＩＤとパスワードを入力せずに確認することができる。 
 
◆連絡先（住所等）の変更 
 学生ポータルサイト「Kaede-i」ＴＯＰページから「プロファイル」→「プロファイル（学生情報）」 
欄の「確認・変更する」をクリック。変更箇所を修正し、最後に「登録」ボタンをクリック。 
 
 
◆E-mail アドレスの登録 
 学生ポータルサイト「Kaede-i」ＴＯＰページから「プロファイル」→「メールアドレス」欄の「確定・ 
変更する」をクリック。メールアドレスを入力し、「通知を受け取る」を選択し、「登録」ボタンをク 
リック。 
 なお、メール配信に関する詳細やＱ＆Ａは、図書館・情報メディアセンター  情報システム課のホーム 
ページ（http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/）にも記載がある。 
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◆各種届出手続一覧                                                   平成２８年度                        

注意 ※1.●は、多摩キャンパスの場合「体育学部事務課」に読み替える。 
 ※2.「体育施設の使用」 

 ① 世田谷キャンパスの体育館等は「高等学校体育教官室」と調整後、教務課、学生・厚生課、総務課の順で許可を得ること。 

       ② 町田キャンパスの体育館等は「町田校舎事務課」、サッカーグラウンドは「サッカー部」、野球場は「野球部」と調整後、学生・ 

厚生課、町田校舎事務課の順で許可を得ること。 

 ※3.「教室等の使用」の場合、事前に使用希望教室を管理している部署（学部等事務課又は教務課等）と調整の上、学生・厚生課、教

務課、総務課で許可を得ること。 

 ※4. 学費をＡＴＭ及びインターネットバンキングを利用して納入する場合は、振込依頼人名に納入依頼書に記載されている「識別番号」 

「学生氏名」の順で必ず入力すること。 

1 学費納入方法等 納入依頼書 納入依頼書に明記 本学指定の納入依頼書を使用。ATMも使用可※4

2 学費納入依頼書再発行 随　時 ○

3 学費の延納 学費延納願 納入期限まで ○
※1

●

5 再　入　学 再入学願・再入学手続書 １月末 ○

6 復　　籍 復籍願 除籍後2ヶ月以内 ○ ○ 学費未納による除籍からの復籍は、教務課へ提出。

7 休　　学 休学願 随　時 ○ 病気による場合は、診断書を添付する。

8 復　　学 復学願 ○ 病気による場合は、診断書を添付する。

9 退　　学 退学願 随　時 ○

10 欠　　席 欠席届 欠席の前後１週間以内 ○ 病気による場合は、診断書を添付する。

11 公　　欠 公欠願 随　時 ○ 事前に提出する。

12 学生氏名の変更・修正 学生氏名変更届 随　時 ○

13 本籍地の変更・修正 本籍地変更届 随　時 ○

14 学生の住所等変更

15 保証人の住所等変更

16 納入者の氏名・住所等変更

17 保証人の氏名・続柄変更 保証人氏名変更届 随　時 ○

18 履修科目の登録 （履修登録用紙） 指定期間 指定されたＷeb上で登録。

19 科目等履修生を希望 ○ 履歴書は、本学指定のものを使用する。

20 学内聴講等 履修登録終了日 ○

21 追試験の受験 追試験受験願 学部事務課から指示 ○

※1

●
※1

●
※1

●
※1

●

26 大講堂の使用 大講堂使用願 事　前 総務課へ依頼する。

27 諸行事の開催 諸行事開催願 事　前 ○ 行事・催物開催計画書を添付する。

28 大会等への参加 大会参加願 事　前 ○ 大会の案内等を添付する。

29 学内での掲示 掲示許可願 事　前 ○ 掲示物の現物を添付する。

30 学内での印刷物配布 印刷物配布許可願 事　前 ○ 配布する印刷物の見本を添付する。

31 各種育英会等の採用希望 奨学生採用願 学生・厚生課から指示 ○ 家計の収入に関する証明書を添付する。

32 遺失物・拾得物の届出 随　時 ○ 遺失物の受け取りに限り学生証を提示する。

33 アパート等の紹介 随　時 ○

34 アルバイトの紹介 随　時 ○

35 本学学生寮への入寮希望 入寮願 随　時 ○

※1

●

4 各種手数料の払い戻し 各申請書等 随　時

随　時 指定されたＷeb上で登録。

発行した証明書は、払い戻ししない。

通学区間の変更 随　時

Ｗeb入力

学生住所・通学区間証明書を交換する

23 他キャンパスへの通学 通学キャンパスの証明 事　前

22

24 ※2体育施設の使用 体育施設使用願 事　前

25 ※3教室等の使用 教室使用願 事　前 ○

願書①・②

学部等の証明及び学生証を提示する

町田キャンパスの場合は町田校舎事務課

○

○

36 紛失時の学生証再発行 学生証再発行願 随　時 発行手数料2,000円
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1．各種届出手続の受付時間 

 

各種届出手続の受付窓口は下表のとおりである。それぞれの提出期限に従って下記の受付時間内に手

続を行うこと。 

 

 

2．証明書等発行機による交付 

 

次の証明書については、学生証を「証明書等発行機」のカードリーダーにかざし、画面の指示に従い証明書

の種類・必要枚数を入力、必要金額（学割は無料）を投入することにより発行される。 

①在籍証明書……………………全学年     ⑤卒業見込証明書…………………………４年生のみ 

②健康診断証明書………………全学年     ⑥成績・卒業見込証明書…………………４年生のみ 

③成績証明書 …………… １～４年生          ⑦成績・卒業見込・健康診断証明書……４年生のみ 

④学割……全学年（片道 101キロ以上の切符を購入する場合に限り適用される。一人当たり 1日 4枚を上限に発行。） 

 

※ 授業休止期間中など、稼働時間に変更のある場合は、別途知らせる。 

 

3．郵送による証明書の交付 

 

帰省等により遠方にいる場合は、郵送により証明書を請求することができる。この場合、 

次のイ）～ニ）を同封し、「法学部事務課証明書係」へ郵送する。 

 

イ）証明書料金分の定額小為替証書（郵便局で購入） 

（料金は次頁の「各種手数料および証明書料一覧」参照） 

ロ）切手を貼った長３（23.5×12）の封筒（宛先を明記） 

（８２円で２通まで、９２円で４通まで） 

ハ）証明書名・部数、生年月日、住所（返送先）、学籍番号、氏名（ふりがな）、 

を明記した申請書（様式自由） 

ニ）発行を必要とされる本人の確認ができるもの（学生証・免許証または保険証等のコピー） 

 

 

受付窓口 受付時間

法学部事務課 世田谷 ５号館１階 　          　９：００～１７：００

教務課 世田谷 ５号館２階 　　　　　　　９：００～１７：００

学生・厚生課 梅ヶ丘 ３４号館A棟１階 　　　　　　　９：００～１７：００

経理課 世田谷 １号館２階 　　　　　　　９：００～１２：００，１３：００～１７：００

場　　所

世田谷 ５号館１階 月～土曜日 ９：００～２１：３０

梅ヶ丘 ３４号館A棟１階 月～土曜日 ８：００～２１：３０

場　　　所 稼働時間
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4．各種手数料および証明書発行料一覧表 

平成 2８年度 

区分 種　　別 単　位 金額 (円)

科目等履修料 １単位 ２０，０００

学内聴講

１単位

一般聴講

１単位

補講料 １科目 ２，０００

１３，５００
政経・理工・法・文・21世紀
アジア・経営及び体育学部
（こどもスポーツ教育学科）

１６，５００
体育学部（体育・武道・ス
ポーツ医科学科）

１０，０００ 中学校・高校実習

２０，０００ 中学校・高校実習

１７，０００ 小学校実習

５，０００ 中学校・高校実習

１２，０００ 中学校・高校実習

１７，０００ 幼稚園・小学校実習

養護実習費 １実習 ２０，０００

教員免許状申請料 １種類 ３，５００

測量士補実習費 １実習 １０，０００

博物館学芸員実習費 １実習 １５，０００

学校図書館司書教諭申請料 １申請 １，５００

学生証再発行手数料 １　回 ２，０００

在籍証明書 １　通 ２００

卒業（修了）見込証明書 １　通 ２００

卒業（修了）証明書 １　通 ２００

成績証明書 １　通 ２００

成績･卒業見込証明書 １　通 ２００

成績･卒業見込･健康診断証明書 １　通 ３００

成績･卒業証明書 １　通 ２００

単位修得（見込）証明書 １　通 ２００

基礎資格及び学力に関する（見込）証明書 １　通 ２００

教員免許状取得見込証明書 １　通 ２００

人物証明書 １　通 ２００

調査書 １　通 ２００

推薦書 １　通 ２００

健康診断証明書 １　通 ２００

その他の証明書 1　通 ２００

証
　
　
明
　
　
書
　
　
等

英文５００円

　注意
　　１．「※１」は、英文証明書を除き証明書等自動発行機から、直接発行されます。
　　２．「※２」は、企業等で指定された健康診断証明書の様式がある場合は、証明書等自動発行機で、「申請書」の「健康診断
　　　　証明書発行願　　（定形外・用紙持込）」を購入し、健康管理室へ提出して下さい。
　　３．「※１」、「※２」以外の手数料や、各種セミナー等の受講料及び高学年生の実験実習費等は、証明書等自動発行機で、
　　　　各「申請書」を購入し、申請書に指定されている事務課等へ提出して下さい。

適　　　　用

聴
講
・
試
験
・
履
修

研究科、学部（本学卒業生は半額）

聴講料

５，０００ 研究科（教職・資格は除く）、学部

５，０００ 学外者（本学卒業生は半額）

体育学部（スポーツ医科学科のみ）、文学部（教育学専攻のみ）

文学部（初等教育専攻を除く）

教
　
　
　
　
職

資
格

文学部（地理・環境専攻のみ）

文学部

教員免許状取得見込者（養護教諭は除く）

教育実習費 １実習

文学部（初等教育専攻のみ）

体育学部

理工学部

英文５００円

学生証再発行願　　※1

英文３００円　　　※１（英文も含む）

英文３００円　　　※１

英文３００円

英文５００円　　　※１

※１

※１

英文３００円※１、※２

介護等体験費 １体験

資格用

教職用

※1

小学校及び中学校の免許状取得希望者のみ

体育学部（こどもスポーツ教育学科のみ）

政経学部・法学部・21世紀アジア学部・経営学部
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1.喫煙 

教室・体育館等での喫煙および歩行中の喫煙は禁止されている。火災予防や嫌煙者を考慮し、タ 

バコは必ず指定場所で喫煙し、吸い殻は必ず火を消して備え付けの灰皿に捨てること。 

 

2.飲酒 
コンパや合宿のシーズンは、飲酒に伴う事故が起こりがちである。周囲の人々および自分自身の 

ためにも、自覚を持った飲酒を心掛けること。 

(1) コンパや合宿での飲酒強要の禁止 

(2) 一気飲みの禁止 

(3) 店舗内での飲酒における他のお客とのトラブル注意 

 

3.授業中の飲食 
教室等での授業中の飲食は禁止されている。また、構内で昼休みや空き時間帯の飲食後は、各自 

後始末を行うこと。 

 

4.携帯電話の使用 
授業中は私語を慎み、携帯電話はマナーモードに設定して、授業を妨げることがないようにする 

こと。 

 

5.電話による呼出し・照会 
電話による学生の呼出し、問い合わせは、特別の事情がある場合以外は応じられない。また、学 

生からの休講確認、学生・教職員の身上、成績等の照会にも一切応じられない。 

 

6.遺失物・拾得物 
学内での遺失物、拾得物は学生・厚生課に届け出るとともに、備え付けの台帳に必要事項を記入 

する。届出のあった拾得物のうち、持ち主が判明したものについては直接または各学部事務課を 

通じて本人に連絡する。 

なお、通学途中の交通機関利用時の遺失物・拾得物等は、各交通機関もしくは警察署へ届け出る 

こと。 

 

7.自動車・二輪車（自動二輪車・原動機付自転車・自転車）通学について  
本学は自動車、オートバイによる通学を禁止している。 

ただし、町田キャンパス、多摩キャンパスへの二輪車（自動二輪車・原動機付自転車・自転車） 

通学は、学生・厚生課への届出により許可される。 

 

8.ＳＮＳの使い方 
ＳＮＳ（Facebook，Twitter，Line等）は、常に誰かに見られているということを意識し、マナー

を守って活用すること。不審なメールに不用意に返事を出さない。返信すると相手にメールアド

レスを知らせることになる。 

 

9.マルチ商法（連鎖販売取引）・キャッチセールス・振り込め詐欺について 
  マルチ商法や高額な契約・クレジット契約等、学生をターゲットにした事件（投資用ＤＶＤなど）

が多く発生している。被害者や加害者にならないよう自分の行動に責任を持つこと。 

 

10.宗教勧誘や危険ドラッグについて 
  宗教勧誘や危険ドラッグは、自分が思っている以上に、身近な問題になってきている。 

  バイト先やクラブの先輩等親しい人に誘われても毅然とした態度ではっきり断り、巻き込まれな

いよう注意すること。 
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セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為は、重大な人権侵害である。法学部では、その防止

に努め、万が一にもセクハラ行為やストーカー行為が発生した場合には厳正かつ適正に対処すること

を目的として、「セクシュアル・ハラスメント等の防止に関する内規」を定め、セクハラ等の防止と

対策に当たる「対策委員会」を設けている。 

 

■相談窓口 

＜法学部 セクシュアル・ハラスメント対策委員会＞ 

※対策委員会は各学科の学年担任により構成されています。         
                                    平成 28年度学年担任     

 

 

 

＜学生相談室＞ 

梅ヶ丘校舎：34号館 A棟 1階  学生相談室  03-5451-8116（直通・FAX併用） 

                       03-5451-8117（直通） 

 ※相談曜日・時間については、学生相談室入口に掲示 

※女性相談員もいますので、電話等で確認してください。 

 

■相談方法 

1. 電話をかける…………上記から相談窓口を選んで直接電話をかける 

2. 手紙を出す……………「法学部セクハラ対策委員会」または「学生相談室」宛に郵送する 

〒154-8515世田谷区世田谷 4-28-1 

3. 窓口を訪ねる…………上記から相談窓口を選んで直接訪問する 

 

 

 

 

 

委員 研究室 E-mailアドレス

１年担当 鷲巣由美子 03-5481-3320 washi@kokushikan.ac.jp

２年担当 滝井伊佐武 03-5481-5140 takii@kokushikan.ac.jp

３年担当 吉開　多一 03-5481-5359 yoshik@kokushikan.ac.jp

４年担当 入澤　　充 03-5451-8172 irisawa@kokushikan.ac.jp

１年担当 和田　義浩 03-5451-8147 ywada@kokushikan.ac.jp

２年担当 渡邉　昭成 03-5451-8167 awatanab@kokushikan.ac.jp

３年担当 大淵　知直 03-5481-5139 toobuchi@kokushikan.ac.jp

４年担当 五島　京子 03-5451-8166 kgoto@kokushikan.ac.jp

法
律
学
科

学
年
担
任

現
代
ビ
ジ
ネ
ス

法
学
科
学
年
担
任

学科・学年
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Ｑ＆Ａ 

 Ｑ１：内規の「ハラスメント等」って、どういう行為をいうのですか？ 

 Ａ１：「ハラスメント等」とは、セクシュアル・ハラスメント（相手の意に反する性的な 

言動）、ストーカー行為（相手につきまとう行為などにより不安感、不快感、恐 

怖感を与える行為）等を意味します。例えば、こちらは冗談のつもりでも、相手 

が不快、いやだと感じればセクハラに当たります。こうした行為は相手の人権を 

侵害するばかりでなく、教育・研究環境、就学・就労環境を悪化させる言動です。 

内規では、こうした行為を防止するのは教職員・学生の責務であると考えていま 

す。 

Ｑ２：内規では、学生間のセクハラやストーカー行為だけを対象としているのですか？ 

Ａ２：内規では、学生間の行為だけでなく、学生・教員間、学生・職員間、教員間の行為も

対象となります。つまり、教職員・学生にとって、自分たちの人権を侵害する行為、

性差別的な言動、教育・研究環境、就学、就労環境を悪化させる言動が対象となりま

す。 

Ｑ３：被害にあったり、目撃したら、どうすればいいですか？ 

Ａ３：実際に被害にあったとき、「やめてください」と言うことはなかなか難しいものです。 

   でも、そういう行為に対して何もアクションを起こさなかったら、それを容認したこ

とになってしまいます。勇気をもって、信頼できる人に相談してください。国士舘大

学でも、直接相談できる窓口、電話・メール・ファックスでの相談方法を設置してい

ます。 

    また、セクハラやストーカー行為を目撃したり、相談を受けたら、被害者の立場、

視点に立って発言したり行動して欲しいと思います。安易に、「君も悪いんじゃない

の」などと発言するのは、被害者をさらに傷つけてしまいます。被害を目撃したり、

相談を受けたら、そうした行為が行われた日時・場所・行為・傍にいた人などを記録

し、相談窓口へ来てください。 

Ｑ４：相談したり、苦情を言ったりして、不利になったりすることはないでしょうか？ 

Ａ４：被害を受けても、相談したりするのに勇気が要るものです。でも、さらに深刻な事態

になるのを避けるために、勇気を出して相談して欲しいと思います。相談したり、苦

情を申し立てたりしたことで不利益な扱いをすることを、内規は厳しく禁じています

ので、安心してください。  

Ｑ５：相談したり、苦情を申し立てたりしても、私のプライバシーや秘密は守られますか？ 

Ａ５：内規では、相談者や協力者の名誉やプライバシーの保護に最大の配慮をしています。

事件の処理に当たる関係者が、職務上知ることができた他人のプライバシーや秘密事

項を正当な理由もなく他に漏らしたり、私事に利用することを厳しく禁じています。

また、事件処理に当たる人の数を多くしない、手続きを複雑にしないことも、個人の

プライバシーを保護することにもつながると考え、できるだけ手続きを簡素化し、迅

速な処理を目指しています。 

Ｑ６：セクハラやストーカー行為の加害者には、どんな処分が科せられるのですか？ 

Ａ６：それは、行為や事案の状況ごとに異なります。ただ、内規では、セクハラ行為やスト

ーカー行為は当事者の意識のズレやコミュニケーションの不足に原因がある場合も多

いと考えられるので、「直ちに制裁・懲戒を科す」ということではなく、できるだけ

当事者の人間関係を調整したり、修復したりすることに努めるようにという趣旨を込

めています。また、そうした行為が発生しないようにするため、教職員・学生の意識

を啓発し、注意を喚起するように努めることも規定しているのです。 
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Ⅰ 単位制・学位 
 

 
大学における授業科目の履修は、「単位制」によって行われる。 

単位制とは、一定の基準により単位を付与された各授業科目を履修要領にしたがって履修し、所

定の春期・秋期の試験（またはこれに代わるもの）に合格することによって単位を修得していく制

度である。 

授業科目の履修は、すべて単位制による。卒業は、休学期間を除いて４年以上８年まで在学し、 

１２４単位以上を修得することによって認められる。卒業により、学士（法学）の学位が授与され

る。（学則第５２条）。 

 

 

１．授業日数と単位算定の基準 
 
 

授業科目は、各科目とも１週間に１時限（継続９０分）が配当されている。 

１年（４月～翌年３月まで）は、春期１５週（１５時限）、秋期１５週（１５時限）に区分さ

れ、春期または秋期の１５週（１５時限）実施される「セメスター科目」と、１年を通して３０

週（３０時限）実施される「通年科目」がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆単位算定の基準 

授業は、「講義」・「実習」・「実技」等の方法で行われ、各科目には単位が付与されて

います。 

大学において、「１単位」と計算される学修時間は４５時間であり、この時間数は教室に

おける授業時間だけでなく、各自が行う自習（予習・復習）時間を含めて計算されます。

各科目には次の基準により単位が付与されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（＊）：時間割上の１時限は 90 分ですが、制度上 2 時間とみなされています。 

授業時間
授業時間外に
必要な学修

単位数

計６時間×３０週÷４５時間＝４単位

毎週１時限
２時間（＊）×３０週

１時間×１５週

１時間×３０週

計３時間×１５週÷４５時間＝１単位

計３時間×３０週÷４５時間＝２単位

４時間×１５週 計６時間×１５週÷４５時間＝２単位

通年科目 ４時間×３０週
毎週１時限

２時間（＊）×３０週

講義科目
および

演習科目

セメスター科目
毎週１時限

２時間（＊）×１５週

実技科目等
体育実技、実験及び実習については、学修はすべて体育館及び実験室等で行
われるものとし、３０時間または４５時間の授業をもって１単位とします。

外国語科目
セメスター科目

通年科目

毎週１時限
２時間（＊）×１５週
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◆「セメスター科目」について 

 セメスター科目とは、１年（４月～翌年３月まで）を春期（１５週）・秋期（１５週）の 

２期に分け、学期（春期または秋期）単位で科目を履修するカリキュラムをいいます。 

   

 

 

 

【履修要項】 

（１）セメスター科目  

  原則として、同じ科目名の春期科目と秋期科目を連続して履修します。成績は、セメス

ターごとに、それぞれ春期試験、秋期試験等により評価されます。 

 

 
 

ア 政治学Ａ（２単位）                   政治学Ｂ（２単位）  
 

 

 

 

 
イ 英語１（１単位）                    英語２（１単位） 

 

 

 

 

 
 

（２）通年科目 

  年間を通して科目を履修し、成績は、春期試験、秋期試験等を総合して学年末に評価

されます。 
 

 

 体育実習（２単位） 

 

 

 

 

 

 

春期 
 

 

秋期 

 
春期 

 
秋期 

春期 
試験 

春期 
試験 

秋期 
試験 

秋期 
試験 

 
通年 春期 

試験 
秋期 
試験 
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◆履修上の注意事項 
 

１．上級年次配当の科目履修について 

   下級学年に配当されている科目は履修できるが、上級学年に配当されている科目を履修する

ことはできない。 
 
２．科目の重複履修および二度履修について 

   各学年に同じ科目が複数配当されている場合があるが、この場合同じ科目を重複して履修す

ることはできない。また、２年次以降において、すでに単位を修得した科目を再度履修するこ

ともできない。 
 
３．世田谷と町田・多摩両キャンパス間における履修について 

   町田または多摩キャンパスの科目を履修し、同一日に世田谷キャンパスでも科目を履修する

場合、最低１時限分の移動の時間を設けなければならない。（昼休みをはさんで２時限と３時

限の履修についても認められない。） 
 
４．履修の繰越について 

   「再履修科目（必修）」と「各学年次で履修すべき科目」のうち、どちらか一方の科目が履

修できない場合は、再履修科目を優先して履修し、後者は次の学年以降に履修すること。 
 

５. ＧＰＡについて 

ＧＰＡをできるだけ高く維持するために、履修登録した科目は必ず履修し、できるだけ良い

点で単位を修得すること。（「ＧＰＡ制度について」参照） 
  

６．出席管理システムについて 

履修科目を受講するときは、教室に入室した際に必ず学生証を出席管理システムのカード 

リーダーにタッチすること。 
 

 

 
  

     

３．授業時間 
 

授業時間は次のとおりである。 

 

時 限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限 

時 間 
09:00～

10:30 

10:45～

12:15 

12:55～

14:25 

14:40～

16:10 

16:25～

17:55 

18:05～

19:35 

19:45～

21:15 
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Ⅱ 授 業 
 

1．出席・欠席・公欠 
 

単位の認定にあたっては、原則として各科目の総授業数（試験を含む）の３分の２以上出席

しなければならない。 

授業への出席の確認は、出席管理システム（学生証使用）により行われる。合わせて出席カ

ードの提出、点呼等により行われることもある。各自、便覧の巻末にある「出席成績自己管理

表」を活用し、自己管理に努めること。 

また、正当な理由がなく無届で３カ月以上連続して欠席した場合、除籍（学則第２０条）の

対象となる。病気・怪我等、やむを得ない理由により長期間欠席する時は、学部事務課で「欠

席届」を受領し、各科目担当教員へ提出すること。なお、就職活動については公欠とならない

ので注意すること。 

次の場合は公欠となるので、公欠願に認印を受けたうえで各科目担当教員へ願い出るものと

する（「公欠に関する取扱要領」参照）。 

 

◆公欠が認められる場合 

 

 

【公欠願様式】                【法学部欠席届様式】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

１ 大学及び学部の要請により、大学及び学部の行事あるいはその他の行事に参加する場合 

２ 
教育実習・介護等体験及びインターンシップ等を含む学外実習（実習地への移動に必要な日数を

含む）に参加する場合 

３ 対外公式試合及びコンクール等に登録出場者として出場する場合 

４ 
学生の親族が死亡した場合忌引基準（配偶者１０日、父母、子７日、祖父母３日、兄弟姉妹３日、 

伯（叔）父、伯（叔）母１日）。ただし、該当親族が遠隔地に在住し、当該地域において葬儀等

を執り行う場合は、移動に必要な日数を加えることができる。 

５ 裁判員に従事した場合 

６ その他特に学部長が必要と認めた場合 
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２．休 講 
 

大学の行事または教員の都合等により授業が休講となることがある。学生は随時、メール 

または、学生ポータルサイトにて休講情報を確認すること。 

PCからのアクセス：https://kaedei.kokushikan.ac.jp/ 

携帯からのアクセス：https://kaedei.kokushikan.ac.jp/m 

なお、授業開始後３０分を経過しても担当教員から連絡、指示がない場合は、学部事務課 

に連絡すること。 

 

３．補 講 
 

休講等により授業時間数の不足を補う必要が生じた場合は、補講を行うことがある。この場

合、メールまたは、学生ポータルサイトで連絡するので、指示にしたがい出席すること。 

（補講は、原則として土曜日の４～７時限目の間で実施される。） 

 

 

 

Ⅲ 試 験 
 

１．定期試験 
 

定期試験は、便覧巻頭の年間行事予定表に示されているように、春期末に「春期定期試験」、 

また秋期末に「秋期定期試験」が実施される。 

試験を欠席した場合、当該科目を放棄したものとみなされる。また、演習等の一部の科目 

については、試験に代えてレポート、論文、平常の成績等により評価される。 

試験日程は試験前に掲示等により公示されるので、必ず掲示板を確認すること。 

 

 

２．小試験・レポート 
 

定期試験以外に、授業時に小試験が実施される場合やレポートの提出が指示される場合があ

る。 

いずれも通常は、授業時に担当教員からの指示によって実施され、評点を付与する際の参考

とされる。特にレポートは試験と同じであり、未提出の場合は単位を修得できないことがある。 

 

 

３. 追試験 
 

追試験は、次表に該当する事由により、やむを得ず定期試験を受験できなかった場合にのみ

実施される。 

この場合、定期試験開始時刻までに学生係へ連絡し、追試験が認められた場合にかぎり、後

日法学部事務課において試験欠席届を提出すること。 

ただし、担当教員の判断により、出席不良等の事由で追試験を受験できない場合がある。 

また３０分を超える遅刻、本人の不注意により定期試験を受験できなかった場合は、追試験の

受験は一切認められない。 
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◆追試験が認められる場合 

 

４．再試験 
 

再試験は、通年科目は年度末、セメスター科目は各学期末において、不合格（６０点未満）

となった科目がある場合、次表の基準により実施する。再試験該当者は、学籍番号を掲示によ

り発表するので、指示にしたがい受験すること。なお、再試験については、担当教員が受験を

認めない場合もある。 
 
◆再試験の実施基準 

 
 

５．成 績 
 

１）成績は１００点法をもって評価され、６０～１００点を合格、６０点に満たないものを不合

格とする。「成績証明書」は優・良・可で表示され（不合格の科目は表示されない）、点数と

の関係は次表のとおりである。 
２）再試験の評価は、可または、不可となる。 
３）成績については、成績通知書を９月と３月上旬以降に保証人（父母）宛てに郵送する。 

 
◆成績の表示等 

 

 

 

 

 

１年次 実施しない

２年次
履修中の全科目を対象に担当教員が
認めた場合に実施

３年次 下級学年配当の科目について実施

４年次
履修中の全科目を対象に担当教員が
認めた場合に実施

「総合教育科目」「外国語科目」「教職科目」
については担当教員が認めた場合に実施する。

専門科目 その他の科目

点　　　数 １００～８０ ６９～６０ ５９以下

成績証明の表示 優 可

合　　　否 不合格

７９～７０

良

合　　　　　　　格

事　　　由

病気・怪我 医療機関発行の診断書等

学校感染症 学校感染症届出書または医療機関発行の診断書

忌引き そのことを証明するもの（会葬御礼状等）

事故： 各交通機関の発行する事故証明書またはそれに代わるもの

電車バス等の遅延： 駅等で発行する遅延証明書

その他正当な事由がある場合は学生係に申し出ること

その他

届出時の必要書類
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6．GPA 制度について 
 
 本学では、平成 27(2015)年度から、学生の成績評価の一つとして、学生の学修意欲を高めるこ

とを目的として GPA(Grade Point Average：成績点平均値)を導入しています。この GPA とは、科

目ごとの評価をそれぞれ点数化することにより、学修状況を客観的にみられるようにするための数

値であり、全履修科目の平均を算出したものです。 
 
 
◆GPA の計算方法 
（１）GPA 計算式 

GPA=(取得した科目の GP×その科目の単位数)の合計 
履修登録科目単位数の合計 

 

※四捨五入して小数第 2 位まで表します。 
（２）GP（Grade Point） 

GP は、履修登録した科目の成績（優・良・可・不可）を数値に置き換えたものです。 
区分 評価 評点 GP（グレードポイント） 

合格 
優 90 点～100 点 4.0 

80 点～89 点 3.0 
良 70 点～79 点 2.0 
可 60 点～69 点 1.0 

不合格 不可 59 点以下 0 
対象外 認定 （認定科目の合格） － 

「認定」･･･編転入などにより、他大学等で修得した科目を本学の単位として認めたもの。 
GPA の算出には含めません。 

   
※不合格の科目を再履修して合格点を取得した場合、再履修前のグレードポイントは使用 
されず合格点のグレードポイントのみが算出対象となります。 

 
◆GPA の対象と種類 
 次の科目は GPA の対象となりません。 
①成績評価が「認定」の科目（編転入学した際の単位認定科目等） 
②卒業要件の対象とならない科目（教職科目や随意科目など） 
 
◆GPA の利用 

GPA によって、年間もしくは半期の学修成果を自分自身で把握することが可能となります。また、卒

業するために必要な単位だけを取得するだけではなく、皆さんが主体的かつ充実した学習成果をあげる

ことを目的としています。履修指導や学修指導において指針とするほか、成績優秀者、留学や奨学金対

象者の選考等の判定基礎資料として活用します。 
 
◆GPA の通知 
・学期末に各家庭に郵送する「成績通知書」には、学期（春期・秋期）GPA・年間 GPA・これまでの

総 GPA の３種類を表記します。 
 

◆履修登録の修正・辞退 

授業内容が学修したい内容と異なっていた場合や、授業についていけるだけの知識等が不足していた

などの理由で、一旦履修登録した科目を辞退することができます。 

春・秋の年 2回の指定された期間において、履修をやめたい科目や不必要な科目は「辞退」の手続き

をとるようにしてください。辞退した科目は GPAの計算対象から除外されます。 

また、年間履修上限単位数以下であれば、抽選対象科目を除いて履修の修正をすることができます。 

なお、期間内に手続きを行わずに自ら履修を放棄した場合は、評価が「不可」になり、GPA の値が下

がるので注意してください。 
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法学部定期試験Ｑ＆Ａ 
■試験前 
Ｑ１ 定期試験の日程は？ 

 春期・秋期の定期試験は、春期末及び秋期末に、実施され、この間、通常授業は行われま

せん。試験日程は、７月（春期定期試験）及び１２月（秋期定期試験）に掲示等により発表

されます。 

 

Ｑ２ 試験対策は？ 

 基本的に授業で学んだところが試験の範囲ですが、試験直前の授業時に、出題の範囲・傾

向、参照(持ち込み)の可否等について説明する場合があります。友人や上級生等と情報交換

することも有効です。なお、専門科目の「過去問」が、一部非公開科目を除いてＳＬＪ（ス

チューデント・ロー・ジャーナル）に掲載されているので参考にしてください。 

 

Ｑ３ 問題の出題形式は？ 

 「論述式」「短答式」、または両者が混在する場合もあります。論述式については、試験

問題を想定し、模範解答(キーワードをおさえる)を作成してみることは、試験対策としても

学習上からも有効です。解答用紙は、通常、Ｂ４版１枚ですが、論述形式の場合、裏面を使

用してもよいと指示される場合もあります。 

 

Ｑ４ レポートは重要ですか？ 

 レポート提出は試験と同等の意味があり、指定の要件にしたがって、期限までに提出しな

ければなりません。未提出の場合、単位を取得できない場合があるので注意してください。 

 

■試験当日 

Ｑ５ 学生証を忘れた場合は？ 

 受験時、机上に学生証を提示しなければなりません。学生証を忘れた場合は、必ず、試験

開始前に学部事務課で「受験票」の発行を申請してください。学生証がないと、試験の途中

でも退出を命ぜられます。 

 

Ｑ６ 試験時の座席は？ 

 基本は座席指定されています。試験教室の黒板に着席表が掲示されますのでこれにしたが

って着席してください。学籍番号が表記されていますが、自分の番号がない場合は学生係に

申し出てください。また教室定員の関係上、試験を２教室以上に振り分けて実施する場合が

あります。この場合、事前に日程表で指示されます。 

 

Ｑ７ 試験時の持ち込みは？ 

 六法、テキスト、自筆ノート等の持ち込みが認められる場合があります。これについては、

事前に科目担当教員から指示されます。なお、六法等の事務課での貸し出しや試験中の貸し

借りは一切できません。 

 

Ｑ８ 試験時間は？ 

 原則として６０分です。試験開始後３０分を経過すると試験監督者の指示により、退出す

ることができます。 
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Ｑ９ 試験に遅刻した場合は？ 

 ３０分までの遅刻は認められますが、３０分以上遅刻した場合は、試験を受験することがで

きません。正当な理由がないと「追試験」も受験できません。 

 

Ｑ1０ 試験を欠席した場合は？ 

 正当な理由があれば「追試験」を受験できます。病気の場合は診断書等、交通機関の遅れの

場合は遅延証明書、忌引きの場合は会葬御礼状等、その他の場合は理由書等が必要です。手続

きは、試験当日までに学生係に連絡し、後日、「試験欠席届」に、前記の書類を添付し、提出

してください。 

 

Ｑ1１ カンニングをすると？ 

 当該科目のみならず、当期の全受験科目が無効となり、事後の試験は受験できません。更に

教授会で審議の上、懲戒となります。 

 

■再試験及び成績発表 
Ｑ1２ 成績等の発表は？ 

 成績は、各期ごとに「成績通知書」により通知します。特に、秋期試験の結果については、

成績通知書を発行する前に、成績公開日（２月中旬）を設け、仮成績通知書を配付します。 

 進級・卒業・留年の連絡は、３月上旬に開催される判定会議（教授会）以降に、保証人宛に

進級（または留年）通知書及び成績通知書をもって通知します。 

 

Ｑ1３ 採点に関する質問は？ 

 成績に関する疑問･質問等がある場合は、「質問シート」に質問事項等を簡潔に記入し、学

生係へ提出してください。後日、教員からの回答を文書若しくは口頭で連絡します。 

 

Ｑ1４ 再試験とは？ 

 評点（セメスター科目は各期末、通年科目は年度末の成績）が６０点に満たない場合、当該

科目は｢不可｣（不合格）となり単位は認められませんが「再試験」が行われる場合があります。

（再試験の項参照） 

 該当者は、法学部共通掲示板に、逐次「再試験該当者名簿」を掲示しますので、期日までに

再試験の手続きをしてください。再試験の受験科目数に制限はありません。特に進級・卒業に

係わる学生は注意してください。（受験料無料） 

 

Ｑ1５ 不合格になった科目は？ 

 「評価」(セメスター科目は各期末、通年科目は年度末の成績)が「不可」の場合、次年度以

降、卒業所要単位を満たすように履修しなければなりません。 
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Ⅳ．進級及び卒業 
 
 
卒業所要単位は１２４単位であり、４年間で卒業するためには、各年次に計画的に科目を履修し、

単位を取得することが必要である。 

出席不足、成績不良により取得単位が著しく少ない学生には、随時、相談に応じ、または、修学

の督励をし、必要に応じて面接等を行う。ただし、修学の意思・意欲がないと認められる場合は、

進路の変更を含む指導を行う場合がある。 

なお、本学においては、休学期間を除き、８年を超えて在学することはできない（学則第４１条）。

休学期間は在学年数に算入されない（学則第１８条）。休学者は、休学期間が満了する次の期に復

学することができるが、半期休学者が次学年へ復学する場合には、学部が定めた単位数を修得して

いなければならない（学籍管理規程第７条第６項）。 

 

◆進級に必要な単位数 

※ 履修制限単位は学生にとって無理のない学生生活をおくることができ、学力を確実に身につけること 

ができる適正単位として設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆９月卒業について 

  本学に４年（８期）以上在籍（休学期間を除く）して、所定の授業科目を履修し、定め

られた単位数を修得した者は卒業となりますが、（学則第５２条第１項）卒業の時期は、

各期の終わりと規定されており（同第２項）、春期及び秋期末（９月及び３月）の卒業が

あります。 

  法学部では、セメスター科目と並行して、「通年科目」（履修期間が１年間の科目）の

配当が多数ありますので、原則として卒業は、第４学年終了時の秋期末（３月）となりま

すが、４年（８期）を経過して卒業できなかった学生（高学年生）が、卒業に必要な単位

を残り半期（１期）で修得することが可能な場合は、「９月卒業」の対象となります。（修

得しなければならない科目の中に通年科目がある場合は９月卒業できません。） 

  高学年生が、９月卒業を希望する場合は、４月の履修登録期間中に学部事務課まで申し

出てください。 

卒業・進級に
必要な単位数

摘　　　　　要 履修制限単位

２年次への進級 な　　し 修得単位数が、２０単位以下の者は面談・指導を必要とする ４２単位（１年生）

３年次への進級 ４２単位
　修得単位数が、単年度２０単位以下 と合計５０単位未満の
　者は面談・指導を必要とする

４２単位（２年生）

　修得単位数が、単年度２０単位以下 と合計７６単位未満の
　者は面談・指導を必要とする

 ７６単位未満の者には卒業見込み証明書を発行しない。

　修得単位数が、卒業所要単位１２４単位未満で高学年者と
　して引き続き在籍する者は 面談・指導を必要とする

 高学年者に対しては、１年間に修得した単位が１２単位
 未満の場合は退学を勧告する（休学者を除く）。

４年次への進級

卒　　　　　　業

な　　し

１２４単位

４６単位（３年生）

４８単位（４年生）
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法学部法律学科教育研究上の目的・方針 

 

○ 教育研究上の目的 

グローバル化・情報化が進む法治国家社会では、近年、解決困難な法的問題が次々と生起してお

り、これに対応できる法的思考力・法的思考方法を修得させる法学教育が求められている。本学科

は、このような要請に応えるため、法学の基礎的知識を修得し、身に付けた法的思考力・法的思考

方法を実社会で生かせる人材を育成する教育・研究を目的としている。この目的を遂行するために、

チャレンジ精神・プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力などの「社会人基礎力」をも

重視する教育に取り組んでいる。 

 

○ 入学者受入の方針(アドミッションポリシー) 

①知識・理解 

高等学校で履修した主要教科・科目について基礎的知識を有し、とくに地理、歴史、公民などの

社会系科目について特に理解している。 

②思考・判断 

 社会に関する様々な問題を論理的に思考し、他者との対話を通じて理性的判断ができる。 

③関心・意欲 

各種資格試験、公務員試験などに関心をもっている。 

本学科の教育を通じて得た知識・能力を、人や社会に役立たせようとする意欲を有している。 

④態度 

本学科の教育目的を十分に理解し、法律に関する学習に積極的に取り組むことができる。 

資格・検定、スポーツ・諸活動等において自ら高い目標を掲げ、努力を続けることができる。 

⑤技能・表現 

社会に関する諸問題について、討論や文章を通して自己の見解を適切に表現できる。 

 

○ 教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシー) 

① 憲法・民法・刑法の基礎科目を中核とし、これに加えて行政法・会社法・労働法・訴訟法などの

社会生活に不可欠な科目や、被害者学・犯罪学・法情報学・法女性学・消費者法・知的財産法な

ど、社会のニーズに対応した科目も配置している。 

② 4 年間で基礎から発展へと順を追って体系的に履修できるよう各学年に対応した科目を配当して

いる。 

③ 憲法・行政法などの公法、民法や会社法などの私法、労働法などの社会法など科目間の関連性に

配慮して、カリキュラムを編成している。 

④ 1 年から 4 年まで演習（ゼミ）科目を必修とし、少人数で主体的な学習を身につけつつ、多彩な

応用科目を選択科目で学びさらに発展的知識を身につけることができる。 

⑤ 各学年ごとに、無理のない効果的な学習ができるように履修上限単位を設けている。 

⑥ シラバスに示した成績評価の判定基準を厳格に適用している。また、基礎科目は履修しやすい時

間帯に配当している。学生による授業改善アンケートを活用して、その結果を学生にフィードバ

ックする双方向システムを構築している。 

⑦ 大学院進学や資格試験・公務員試験を目指す人のために、法研指導という試験対応科目を設けて

おり、法学検定試験の受検を推奨している。 

 

○ 学位授与の方針(ディプロマポリシー) 

① 知識・理解 

 法律学についての体系的・専門的知識および法的思考力を身に付けている。 

② 思考・判断 

 広い視野と柔軟な思考によって、法的諸問題に関する課題解決能力を身に付けている。 

③ 関心・意欲 

 法律職や行政職等の分野で積極的に活躍しようとする意欲がある。 

④ 態度 

 社会人としての自覚を持ち、積極的に責任を果たすことができる。 

⑤ 技法・表現 

 プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力などの技能を身に付けている。 

 法的諸問題について、自己の見解を整理して適切に文章に表現する能力を修得している。 
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Ⅰ 卒業所要単位の構成 
 

１．卒業所要単位 
 

卒業所要単位とは、卒業するために最低限必要な単位をいう。一定期間（４年～８年）在学し、

１２４単位以上を修得することによって卒業が認められ、「学士（法学）」の学位が授与される。 

授業科目は、科目の内容から大別して「総合教育科目」、「外国語科目」、「専門科目」の３つ

に区分され、その区分ごとに卒業所要単位が定められているので、それぞれの科目区分の「卒業所

要単位」を満たすように科目を履修しなければならない。 

 

２．自由選択枠 
 

卒業所要単位（１２４単位）の内訳として、６単位の「自由選択枠」が設定されている。 

「自由選択枠」は、総合教育科目、外国語科目、専門科目の卒業所要単位を超えて修得した単位を

いい、どの科目で満たしてもよい。 

また、後述するキャリア形成、他学部履修、海外演習および首都圏西部大学単位互換による修得

単位も、自由選択枠の単位として認定される。 
                            

 

◆卒業所要単位の構成                            
 

                     

                           

 

 

 

 

３．履修上の区分  
 
授業科目は、その科目の性質とは別に、カリキュラム上の重要性などによって、履修上「必修科

目」、「選択必修科目」、「選択科目」の３つに区分される。 

必修科目………必ず履修しなければならない科目 

選択必修科目…定められた科目群の中から、所定数の科目を選んで必ず履修しなければならない 

               科目 

選択科目………各自の希望によって自由に選択できる科目 
 
 

 

 

 

 

区分別
自由

選択枠
合計

総合教育科目 １８

外国語科目 ８

専門科目 ９２

科目区分

６ １２４

卒業所要単位

合計 124 単位 
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◆各学年次の科目配当表 

卒業所要

単位 単位 単位 単位 単位

各２

2

２ スポーツ実習Ｂ ２ スポーツ実習Ｃ ２

各２

１ １

１ １

１ １

１ １

１ １

１ １

各１

各１

１

１

２

２ １

１ １

１ １

１

各１

１

１

２

２ １

１ １

１ １

１

各１

１

１

２

２ １

１ １

１ １

１

各１

１

１

１

１

科学技術の現代史A/B

欧米文化論（ドイツ）Ａ/Ｂ

コンピュータシステム

Webデザインの基礎

コンピュータネットワーク

現代人間論A/B

情報処理B

情報処理A

自然科学(生物系A/Ｂ)

自然科学(化学系A/Ｂ)

自然科学(物理系A/Ｂ)

自然科学(地学系A/Ｂ)

文系数学(基礎)

文系数学(応用)

情報科学
総

合

教

育

科

目
１２単位

　　※【世田谷６大学コンソーシアム提供科目】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の中の農（東京農業大学）　　　　　　研究開発管理論（成城大学）

中

国

語

中国語３

教育学A/B 身体と運動A/B

中国語会話３

ス

ペ

イ

ン

語 選択

速修ｸﾗｽ

スペイン語３

中国語会話２

中国語会話４

選択

中国語インテンシヴ２

スペイン語４

通常ｸﾗｽ
　中国語２

中国語インテンシヴ１

必修
スペイン語１

スペイン語２

　中国語１

中級中国語A/B/C/D

選択

フランス語インテンシヴ２ フランス語３

フランス語会話１

必修

中国語４中国語会話１

ドイツ語４

ドイツ語会話２

中級フランス語A/B/C/D

フランス語会話２ フランス語会話３

中級ドイツ語A/B/C/D

フランス語会話４

フ

ラ

ン

ス

語

必修
通常ｸﾗｽ

　フランス語１

フランス語４

マルチメディア英語A/B/C/D

英語ワークショップA/B/C/D

　フランス語２

速修ｸﾗｽ フランス語インテンシヴ１

ドイツ語インテンシヴ２ ドイツ語３

速修ｸﾗｽ ドイツ語インテンシヴ１

必修
通常ｸﾗｽ

　ドイツ語１

　ドイツ語２

ドイツ語会話３

ドイツ語会話４

選択

ドイツ語会話１

８単位

英語２ 英語４

選択

英会話１ 英会話３

英会話２ 英会話４

TOEIC英語１ TOEIC英語３

社会科学概論A/B

外

　

国

　

語

　

科

　

目

英

語

必修
英語１ 英語３

TOEIC英語２ TOEIC英語４

ド

イ

ツ

語

社会学A/B 日本事情C(自然環境)

心理学A/B 異文化の理解A/B 日本事情C(地方地誌)

政治学A/B 日本事情B(近代日本の歩み)

経済学A/B 日本事情B(日本の国際化)

情報処理D 日本事情A(日本の歴史)

日本語表現法A/B 日本事情A(日本の現代文化)

西洋史A/B 防災リーダー養成論

歴史学A/B 防災リーダー養成論実習情報処理C

必　修
法学Ａ/Ｂ

統計学(推定・仮説検定の実務)

倫理学A/B 人間と地球環境

科学・技術・社会論A/B文化人類学A/B

選　択

地理学A/B

国文学A/B かけがえのない地球環境

哲学A/B

宗教学A/B

※上記網掛は、留学生科目です

東洋史A/B 欧米文化論（アメリカ）Ａ/Ｂ

漢文学A/B 欧米文化論（イギリス）Ａ/Ｂ

外国文学A/B

６単位
体育実習

スポーツ実習Ａ

各２

論理学A/B

日本史A/B 欧米文化論（フランス）Ａ/Ｂ

統計学（基礎統計）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

科　目 科　目 科　目 科　目
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※ 学則第 40 条 3項に基づく「特別講義」である。半期科目で毎年変更される。 

上記のうち資格・検定とキャリア形成については、授業科目として登録する必要はない。各人が資格・検定試験等を受験

し、合格した場合に、所定の単位を認定するものである。 

※1：海外演習１（英語・中国語・韓国語）については、国際交流センターが実施する「海外研修」に参加し、所定の成 

績を修めて修得した単位が、外国語科目の自由選択枠の単位として認定される。 

※2：専門科目について、選択必修科目の条件を超えて修得した単位は、選択科目の単位とすることができる。 

※3：随意科目は卒業所要単位に含まれないので注意すること。 

卒業所要

単位 単位 単位 　　単位

１

１

１

１

１

１

韓国語３ １

韓国語４ １

１

１

アカデミック日本語２A １

アカデミック日本語２B １

１ １

１ １

各１

各１

各２ 各２ ４

各２ 各２

各２ 各２

各２ ４

民事手続法A/B　　 各２ 会社法A/B

刑事手続法A/B　　 各２ 行政法総論A/B

労働法A/B

各２

各２ 会社法A/B(※2)

各２

各２ 比較憲法A/B

政治学原論A/B(2・3・4年共通） 各２ 教育法A/B

各２

税法A/B

不動産法A/B

法女性学A/B

法社会学A/B 財政学A/B

法思想史A/B 国際法A/B

不法行為法

各２

資格・検定（司法書士） ８

資格・検定（知的財産管理技能検定１級） ８

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定２級） ６

資格・検定（社会保険労務士） ６

資格・検定（宅地建物取引士）

資格・検定（ビジネス実務法務検定２級）

資格・検定（ビジネス実務法務検定３級）

各２ 各２ 各２

２

２

総合

各２

検定英語１/２/３/４　　　検定ドイツ語１/２/３/４　　　検定フランス語１/２/３/４　　　　検定中国語１/２/３/４　　 各１

外

国

語

科

目

必　修

法学演習Ⅱ憲法A/B 物権法・担保物権法A/B 債権各論A/B

刑法総論A/B

各２

ロシア語４

必修

６単位

総合教育科目、外国語科目、専門科目の卒業所要単位を超えて修得した科目

資格・検定（ビジネス著作権検定上級）

選　択

キャリア
形成

キャリアデザイン

資格・検定（法学検定スタンダード<中級>コース）

３６単位

資格・検定
外国語

（教職・随意科目を除く） （教職・随意科目を除く） （教職・随意科目を除く）
履修制限単位

４２単位 ４２単位 ４６単位 ４８単位

（教職・随意科目を除く）

資
格
・
検
定

インターンシップ

資格・検定（知的財産管理技能検定２級）

資格・検定（知的財産管理技能検定３級）

国際法特殊講義A/B

スポーツ法学A/B

寄附講座Ⅰ　　寄附講座Ⅱ　　　　寄附講座Ⅲ　　寄附講座Ⅳ　　　　寄附講座Ⅴ　　

法研指導ⅣA/B～ⅦA/B法研指導ⅠA/B～ⅢA/B 法研指導ⅧA/B～XⅣＡ/B  

海外演習1（※１）　　（カナダ／アメリカ／オーストラリア／イギリス／中国／韓国／ニューヨーク）

　自由選択枠
他学部科目、首都圏西部大学単位互換科目

１

独法A/B

金融法A/B

各２

各４

少年非行と少年法A/B

資格・検定（通関士）

知的財産法A/B

資格・検定（行政書士）

犯罪学特殊講義A/B

金融商品取引法A/B

手形法・小切手法A/B

法学演習基礎

倒産処理法A/B

資格・検定（法学検定アドバンスト<上級>コース）

社会保障法A/B

刑事訴訟法A/B

アカデミック日本語３B アカデミック日本語４B

経済法A/B

４

日本語スキルアップA　　　　　日本語スキルアップB

労働法A/B(※2) 民事訴訟法A/B 経営法学A/B

仏法A/B

債権総論A/B 刑法各論A/B

親族法・相続法A/B 法学演習Ⅰ

各２

プレゼミA/B

各２

韓国語２

ロ

シ

ア

語

必修
ロシア語１

８単位

各２

４８単位
民法総則A/B

韓

国

語
選択

ロシア語２

選択

韓国語１

ロシア語３

４年次

科　目 科　目 科　目 単位 科　目

１年次 ２年次 ３年次

日

本

語

（
留

学

生

の

み

）

必修

アカデミック日本語３A

選択

アカデミック日本語１A

アカデミック日本語１B

ビジネス日本語A　　　　　ビジネス日本語B

アカデミック日本語４A

選択必修

英米法A/B

文献講読(仏語)A/B

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級）

民事手続法A/B（※2）　　

行政法総論A/B(※2)

刑事手続法A/B（※2）　　 被害者学A/B

国際取引法A/B
専

　

　

門

　

　

科

　

　

目

知的財産法特講ⅠA/ⅠB

経済学原論A/B(2・3・4年共通）

ボランティア活動

商法総則・商行為A/B

随　意　（※3）

各２

文献講読(独語)A/B

国際刑事司法と紛争処理A/B

（2・3・4年共通）

行政法各論A/B

スポーツ法政策史A/B

私的紛争処理法A/B

国際私法A/B

犯罪学A/B

文献講読(英語)A/B 犯罪者処遇法A/B

刑事法特殊講義A/B労働保護法A/B

各２

法情報学A/B

日本法制史A/B

西洋法制史A/B経済政策A/B

法哲学A/B

民事執行・保全法A/B

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修
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Ⅱ 総合教育科目 
 

1．総合教育科目のねらいと配当 
 

総合教育科目は、幅広く深い教養と総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し専門分野と調和

発展させることを目的とした科目であり、次の表のとおり配当されている。 

授業計画表（シラバス）、授業時間割表等を参考に科目を履修し、卒業までに１８単位以上を修

得する。１８単位を超えて修得した単位は、自由選択枠の卒業所要単位（６単位）として認定され

る。 

 

◆総合教育科目の配当表 

※1 「スポーツ実習Ａ/Ｂ/Ｃ」は、配当された学年の学生に限り履修できる。  

※ 学則第 40 条 3項に基づく「特別講義」である。半期科目で毎年変更される。 

 

卒業所要

単位 単位 単位 　　単位

法学A/B

体育実習

スポーツ実習Ａ　　　　※1 ２ スポーツ実習Ｂ　　　　※1 ２ スポーツ実習Ｃ　　　　※1 ２

欧米文化論（イギリス）Ａ/Ｂ

欧米文化論（ドイツ）Ａ/Ｂ

宗教学A/B 欧米文化論（フランス）Ａ/Ｂ

倫理学A/B 欧米文化論（アメリカ）Ａ/Ｂ

国文学A/B

漢文学A/B

外国文学A/B

日本史A/B

東洋史A/B

西洋史A/B

歴史学A/B

地理学A/B

日本語表現法A/B

政治学A/B

経済学A/B

社会学A/B

心理学A/B

教育学A/B

社会科学概論A/B

文化人類学A/B

自然科学(生物系A/Ｂ)

自然科学(地学系A/Ｂ)

日本事情A(日本の歴史) 日本事情A(日本の現代文化)

日本事情B(近代日本の歩み) 日本事情B(日本の国際化)

日本事情C(自然環境) 日本事情C(地方地誌)

（留学生選択科目）

各２

１８単位

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

科　目 単位 科　目 科　目 科　目

６単位
２

哲学A/B

各２

論理学A/B

文系数学(基礎)

文系数学(応用)

統計学(基礎統計)

統計学(推定・仮説検定の実務)

必
修

各２

人間と地球環境

かけがえのない地球環境

情報科学

コンピュータシステム

情報処理A

情報処理B

情報処理C

情報処理D

Webデザインの基礎

コンピュータネットワーク

防災リーダー養成論

防災リーダー養成論実習

自然科学(化学系A/Ｂ)

自然科学(物理系A/Ｂ)

選
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
択

１２単位

※　　　世界の中の農　　　　研究開発管理論　　　　【世田谷６大学コンソーシアム提供科目】

現代人間論A/B

異文化の理解A/B

身体と運動A/B

合　　　　　　　　　　　計

科学技術の現代史A/B

科学・技術・社会論A/B
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２．総合教育科目の履修要領 
 

ア）必修科目 

１年次に配当されている「法学Ａ/Ｂ」および「体育実習」の３科目６単位を修得する。体育

実習の履修については次項で説明する。 

 

イ）選択科目 

選択科目の中から、学年の配当区分にしたがって自分が希望する科目を自由に選択し、原則と

して２年次までに１２単位以上を修得する。 

３年次以降においても継続して総合教育科目を履修することができ、１２単位を超えて修得し

た単位は、自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 

なお、「日本事情Ａ」、「日本事情Ｂ」、「日本事情Ｃ」は留学生に開講される科目である。 

 

ウ）通年科目とセメスター科目の履修 

「体育実習」、「スポーツ実習Ａ/Ｂ/Ｃ」は通年科目であるが、これらの科目以外は、すべて

セメスター科目として配当されている。 

同じ名称の科目が、春期に「Ａ」、秋期に「Ｂ」というように配当されており、基本的にはこ

れを連続して履修するが、春期科目が不合格となった場合にも秋期科目を履修することができる。 

ただし、法学Ａ/ＢはＡ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。 

 

エ）「日本事情」科目（外国人留学生のみ） 

外国人留学生に限り、「日本事情」科目を履修することができる。外国人留学生は、２年次ま

でに「日本事情Ａ」「日本事情Ｂ」「日本事情Ｃ」を履修することが望ましい。その他に、選択

科目の中から希望する科目を自由に履修することができ、１２単位を超えて修得した単位は自由

選択枠の卒業所要単位として認定される。 
 

 
◆情報処理科目の履修について 
 

１．情報学関係の科目として、総合教育科目の選択科目に「情報科学」、「コンピュータシ

ステム」、「情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ」（いずれも半期科目）を配当しており、「情報処理Ａ

/Ｂ/Ｃ/Ｄ」は、実際にコンピューターを操作して、インターネットへの接続、アプリケー

ションソフト（ワープロ・表計算等）の活用、プログラミング等について学習します。 

  これらの科目は選択科目ですが、法学部ではこれらの科目の履修を奨励しています。 

 情報処理の履修にあたっては、履修登録より前に科目の登録（定員調整）を行いますので

注意してください。 

 

２．教員免許状の授与に関しては、基礎資格を有し、教育職員免許法第５条別表１に定める

科目の単位に基づいて、本学の指定する科目を履修しなければなりませんが、これ以外に

日本国憲法２単位（「憲法」）、外国語コミュニケーション２単位（「英語１～４」より

２単位以上）、情報機器の操作２単位（「情報科学」、「コンピュータシステム」、「情

報処理Ａ～Ｄ」より２単位以上）を修得しなければなりませんので注意してください。 

 

３．学科の科目とは別に、夏季には図書館・情報メディアセンターで情報処理教育講座が開

講され、修得単位は随意科目の単位として認定されますので、希望者は受講してください。 

 

４．独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が行う、IT に関する基礎知識を測る資格試験で

ある「基本情報技術者試験」、「応用情報技術者試験」「ＩＴパスポート試験」「ＩＴス

トラテジスト試験」等の合格者には、届け出により「情報処理Ａ」の単位（成績:優・８０

点）を認定します。（注：情報処理Ａの履修登録をしておくこと。） 
 



- 64 - 
 

3．体育実習等の履修要領 
 
（1）保健体育教育のねらい 
 

保健体育教育は、身体や身体運動に関する幅広い知識を授け、学問的な思考態度を養うとともに、

身体や身体運動の合理的実践を通して知的、道徳的、身体的教養を育成し、心身ともに健康でゆと

りある生活を実現する能力や態度を育てることをねらいとしている。 
 
（2）体育実習の履修要領 
①体育実習の履修年次 

「体育実習」２単位（通年）は、第１年次に開設されている必修科目であり、開講される種目の

中から一つの種目を選択し履修する。 

 

②体育実習の開講種目と定員及び準備する衣服・用具 

 

③体育実習の種目選択の方法 

体育実習時間割（別途配布）の中から、各個人の希望により自由に選択することができるが、諸

事情を勘案して設けられた各種目の定員の関係から、希望の種目を希望する時限で履修できず、第

２、第３希望の種目・時限になる場合もある。 

種目の選択にあたっては、「体育実習時間割」を参照し、他の履修科目と重複しないように種目・

時限（曜日）を選択する。「Ｔ.Ｅ」を履修する者は、健康診断書を提出するとともに、自己の身

体状況を詳細に説明すること。 

種目選択の方法については、Ｗｅｂ上で希望する曜日・時限・種目を登録し、定員を超えた場 

合抽選となる。希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部

ガイダンスまたは学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。 

 

 

種目

ｺｰﾄﾞ
種目 定員 準備する衣服・用具

０１ 柔道 ３３ 柔道着

０４ 剣道 ２０ 剣道着、袴

０６ 合気道 ３３ 合気道着（柔道着可）

３７ 空手道 ３３ 空手道着

１２ サッカー ４５ サッカーを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１４ バレーボール ３０（４５） バレーボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１５ バスケットボール ３３ バスケットボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１６ バドミントン ２４（４０） バﾄﾞミントンを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１７ 卓球 ４０ 卓球を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３１ Ｔ．Ｅ． 若干名 運動を制限されている学生の授業（個々の身体的条件に適する諸運動をおこなう）

３２
ﾌｨｼﾞｶﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
（ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸｴｸｻｻｲｽﾞ）

３２ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３５ フットサル ３５ フットサルを行うのに相応しいウェアーとシューズ

３８ アクアフィットネス ２５ 水着、スイミングキャップ、ゴーグル

３９ ダンス　エクササイズ ３５ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

４０
ピラティス
（呼吸法・体幹ｴｸｻｻｲｽﾞ）

３２ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

４１ ヘルスケアトレーニング ２５ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

４２ フィジカルトレーニング ３０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

（　）の定員は体育武道館アリーナで開講する場合の定員

世
田
谷
キ

ャ
ン
パ
ス
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④ガイダンス 

U体育実習ガイダンス 

 （第１回授業時） 

  

４月の授業開始第１週目の授業は体育実習のガイダンスを行う。 

各種目内容の具体的説明、体育実習カード記入上の説明などもあるの 

で、筆記用具を準備して指示された場所に集合すること。（別途配布） 

欠席した場合は、すみやかにメイプルセンチュリーホール３Ｆ管理室 

に申し出ること。 

Uガイダンスの実施日程が異なるので受講する場合は、年度毎に確認することU。 

 

⑤評価方法 

（イ）評価方法 

体育実習の評価は、技能程度・進歩度、理解（ペーパーテスト）、態度、運動の実践状況等に

よって総合評価する。 

 

（ロ）出席の重視 

体育実習は特に出席（運動の実践、そのための事前準備）を重視している。体調を整え、全出

席するように努めること。 

 

⑥諸注意事項 

（イ）欠席等の届け出について 

体育実習をやむを得ず欠席（公欠）や見学、遅刻、早退するときは、所定の届け出用紙によっ

て、直接担当教員に届けること。なお、親族の冠婚葬祭、天災、学部行事、及び大学を代表して

大会等へ出場するなどの理由によって欠席する場合は、公欠として認める。 

 

（ロ）掲示連絡について 

予定変更や休講の連絡は、保健体育科目連絡板およびＷｅｂ上で行うので常に注意しておく 

こと。 

 

（ハ）更衣について 

体育館内の更衣室を使用すること。荷物は各自授業実施教場に持参すること。 

 

（ニ）貴重品等の管理について 

貴重品類は、各時限開始前に各種目担当教員に預け出るか、授業実施場所に持って出る等の方

法で、各自で管理すること。U更衣室、その他自分の目が届かない場所には絶対に置かないように

すること。 U腕時計、眼鏡は安全及び破損防止のため、可能な限り身につけないようにすること。 

また、ガイダンス時は、U靴等を間違える恐れがあるので、シューズバックや袋などに入れて携

帯すること。 
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（3）スポーツ実習の履修要領 
 
①スポーツ実習の履修年次 

「スポーツ実習」２単位（通年）は、２～４年次（「スポーツ実習Ａ」は２年次、「スポーツ実

習Ｂ」は３年次、「スポーツ実習Ｃ」は４年次）に開設されている選択科目であり、開講される種

目の中から一つの種目を選択する。スポーツ実習は、U毎年履修することができる。 

 

②スポーツ実習の開講種目と定員及び準備する衣服・用具 
年度によって、開講種目が変わることがある。 

※スキーは秋期から学内で授業＋集中授業 

 

③スポーツ実習の種目選択の方法 

「スポーツ実習時間割」（別途配布）の中から、各個人の希望により自由に選択することができ

るが、諸事情を勘案して設けられた各種目の定員の関係から、希望の種目を希望する時限で履修で

きず、第２、第３希望の種目・時限になる場合もある。 

種目選択の方法については、Ｗｅｂ上で希望する曜日・時限・種目を登録し、定員を超えた場 

合抽選となる。希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部

ガイダンスまたは学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。 

町田キャンパスの科目を履修し、同一日に世田谷キャンパスでも科目を履修する場合、最低１時

限分の移動時間を設けなければならない。（昼休みをはさんで２時限と３時限の履修については認

められない。） 
 

種目

ｺｰﾄﾞ
種目 定員 準備する衣服・用具

０１ 柔道 ３５ 柔道着

０４ 剣道 ２５ 剣道着、袴

０６ 合気道 ３３ 合気道着（柔道着可）

１２ サッカー ４５ サッカーを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１４ バレーボール ３０（４５） バレーボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１５ バスケットボール ３３ バスケットボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１６ バドミントン ２４（４０） バﾄﾞミントンを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１７ 卓球 ４０ 卓球を行うのに相応しいウェアーとシューズ

２２ スキー ２０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３２
ﾌｨｼﾞｶﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
（ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸｴｸｻｻｲｽﾞ）

３２ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３８ アクアフィットネス ２５ 水着、スイミングキャップ、ゴーグル

０１ 柔道 ４０ 柔道着

１１ テニス ２５ テニスを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１２ サッカー ３２ サッカーを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１３ ソフトボール ４０ ソフトボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１４ バレーボール ４０ バレーボールを相応しいウェアーとシューズ

１５ バスケットボール ４０ バスケットボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１６ バドミントン ４０ バドミントンを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１７ 卓球 ４０ 卓球を行うのに相応しいウェアーとシューズ

２０ ゴルフ ２５ ゴルフを行うのに相応しいウェアーとシューズ、手袋、帽子

２２ スキー ２０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３４ 複合スポーツ ３０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

（　）の定員は体育武道館アリーナで開講する場合の定員

世
田
谷
キ

ャ
ン
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ス
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Ⅲ 外国語科目 
 
1. 外国語科目のねらい 
  
外国の言葉を知ることは、自分の国やその中で育った自分を違った角度から見つめることにつな

がる。大学に入学したのを機に、さらに英語の力に研きをかけると共に、ぜひもう一つの新たな外

国語にも触れることを強く勧める。それによって、より一層、多角的な視点を身につけることがで

きよう。また、外国語の力を養うことは、法律に関する外国の文献を読むことにもつながり、専門

領域における知識を深めることにもなる。 

 これらのことを頭に入れ、どの言語を学びたいかよく考え、以下の外国語の履修要領やシラバス

を参考に、履修する科目を選んでほしい。1 年次から４年次に至るまで、学生諸君の様々なニーズ

に応えうる科目編成がなされているが、履修する科目に迷った場合には、外国語教員に相談するよ

うに。 

 

 

2. 外国語科目の履修要領 
 
(1) 単 位 
  

外国語科目を最低８単位取得することが、卒業の条件となる。８単位を超えて取得した単位は、自

由選択枠の卒業所要単位として認定される。なお 1年間で履修できる単位数に制限はないが、無理

のない履修計画を立てるよう心がけよう。 

 

(2) 言語コース 
  

どの言語を学びたいかを考え、次の言語コースの中から選択する。言語コースに指定した以外の言

語（例えば、英語 1 言語コースの場合、ドイツ語やフランス語）も、1 年次から履修することがで

きるが、その単位は自由選択枠の単位となる。 

また、1 年次に指定した言語コースは、原則として変更できない。 

 

ア）1 言語コース 

１つの言語のみで、８単位を取得する。留学生は原則として「日本語」を選択する。  

 

選択言語 ８単位の内訳 

８単位 必修科目 選択科目 

英語 「英語１/２/３/４」       ４単位 英語     ４単位 

ドイツ語 
「ドイツ語１/２」        

または「ドイツ語インテンシヴ１」 
２単位 ドイツ語   ６単位 

フランス語 
「フランス語１/２」 

または「フランス語インテンシヴ１」 
２単位 フランス語  ６単位 

中国語 
「中国語１/２」 

または「中国語インテンシヴ１」 
２単位 中国語    ６単位 

日本語（留学生のみ） 
「アカデミック日本語１Ａ/１Ｂ/， 

２Ａ/２Ｂ」 
４単位 日本語    ４単位 
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イ）2 言語コース 

英語(４単位)ともう１つの言語(４単位)で、８単位を取得する。様々な言語に触れる機会がある 

ので、２言語コースが推奨される。なお、必修科目以外の英語科目を履修した場合は、自由選択枠

の単位として扱われる。 

また、留学生の場合は、日本語(４単位)ともう１つの言語（４単位）で、８単位を取得するが、

その際、母語を選択することはできない。 

 

言語組み合わせ ８単位の内訳 

４単位 ４単位 必修科目 選択科目 

英語 

ドイツ語 

「英語１～４」 

４単位 

「ドイツ語１/２」 

または「ドイツ語インテンシヴ１」 
２単位 ドイツ語  ２単位 

フランス語 
「フランス語１/２」 

または「フランス語インテンシヴ１」 
２単位 フランス語 ２単位 

中国語 
「中国語１/２」 

または「中国語インテンシヴ１」 
２単位 中国語   ２単位 

スペイン語 「スペイン語１/２」 ２単位 スペイン語 ２単位 

ロシア語 「ロシア語１/２」 ２単位 ロシア語  ２単位 

韓国語 「韓国語１/２」 ２単位 韓国語   ２単位 

     
言語組み合わせ 

（留学生用） 
８単位の内訳 

４単位 ４単位 必修科目 選択科目 

日本語 

英語 

「アカデミック 

日本語１Ａ/１

Ｂ，２Ａ/２Ｂ」 

４単位 

「英語１/２/３/４」４単位 ４単位   

ドイツ語 「ドイツ語１/２」 

または「ドイツ語インテンシヴ１」 
２単位 ドイツ語  ２単位 

フランス語 「フランス語１/２」 

または「フランス語インテンシヴ１」 
２単位 フランス語 ２単位 

中国語 「中国語１/２」 

または「中国語インテンシヴ１」 
２単位 中国語   ２単位 

スペイン語 「スペイン語１/２」 ２単位 スペイン語 ２単位 

ロシア語 「ロシア語１/２」 ２単位 ロシア語  ２単位 

韓国語 「韓国語１/２」 ２単位 韓国語   ２単位 

 
 
(3) 言語別の履修方法 
 

ア）英語 
 

１年次配当科目   ２年次配当科目  
授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 英語１* １  必修 英語３* １ 

英語２* １  英語４* １ 

選択 

英会話１ １  
選択 

英会話３ １ 

英会話２ １  英会話４ １ 

TOEIC英語１ １  TOEIC英語３ １ 

TOEIC英語２ １  TOEIC英語４ １ 

＊ クラス指定あり。 
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1～4 年次配当科目                  2～4 年次配当科目 

 
 

＊ オーストラリア研修、イギリス研修及びニューヨーク 

研修は、2月中旬より 3月下旬にかけて実施されるため、 

4年次では履修できない。 

各海外演習の詳細は、国際交流センターの海外研修の項目を 

参照すること。 

 
＊「検定英語」は所定の検定試験に合格した者ないし所定の得点を取得した者について単位を認定する。 
 

必修科目 

U        １年次に「英語１」と「英語２」、２年次に「英語３」と「英語４」が必修となる。Uこれらの必

修科目は、入学ガイダンス時に行われる「プレースメントテスト」の結果により、クラス分けがな

されるので、指定されたクラスを履修する。U「プレースメントテスト」を受けないと、クラス指定

を受けられなくなるので、必ず受験すること。 

なお、「英語１」「英語２」「英語３」「英語４」については、それぞれ上級クラス「１－４（Advanced）

も設置されている。受講希望者は、プレースメントテストのほかに選抜試験も受けること。 

履修の順番は、「英語１」「英語２」「英語３」「英語４」となる。 

ただし、いずれかの科目で不合格となった場合は、上位の科目と並行で再履修することができる。

（例：「英語１」で不合格となった場合、次の学期に「英語１(再)」と「英語２」を並行して履修

することができる。） 

 

選択科目 

 英語１言語コースの場合は、選択科目を４科目４単位履修する。２言語コースの場合は、選択科

目を履修する必要はない。２言語コースで英語選択科目を履修した場合は、自由選択枠の単位とな

る。 

 なお、全ての選択科目はクラス指定がなく、履修希望者が定員を超えた場合には抽選による定員

調整を行うことがある。抽選および登録の手続きについては、履修ガイダンスでの指示に従うこと。 

 

いずれの英語科目にも、必修科目、選択科目ともに、先修条件（履修するために必要な条件）は

ない。 

  

イ）ドイツ語・フランス語・中国語 

＊ いずれも週２時間セットの集中コース。「インテンシヴ１」 

は、「○○語１」と「○○語２」に、「インテンシヴ２」は、 

「○○語３」と「○○語４」に相当する。 

 

 

授業科目 単位 

選択 

マルチメディア英語Ａ １ 

マルチメディア英語Ｂ １ 

マルチメディア英語Ｃ １ 

マルチメディア英語Ｄ １ 

自由 
選択枠 

海外演習１（カナダ／アメ

リカ／オーストラリア／

イギリス／ニューヨーク） 

２ 

検定英語１/２/３/４ 各１ 

授業科目 単位 

選択 

英語ワークショップＡ １ 

英語ワークショップＢ １ 

英語ワークショップＣ １ 

英語ワークショップＤ １ 

１年次配当科目   ２年次配当科目  
授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 
通常ｸﾗｽ ○○語１ １  

選択 

○○語３ １ 

○○語２ １  ○○語４ １ 

速修ｸﾗｽ ○○語インテンシヴ１ * ２  ○○語会話３ １ 

 ○○語会話４ １ 

選  択 
○○語インテンシヴ２ * ２  ２年次配当科目は、「○○語１」と「○○語２」

の単位が取得済みであることが履修の条件とな

る。 

○○語会話１ １  
○○語会話２ １  
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1～4 年次配当科目                  2～4 年次配当科目 

＊海外演習の詳細は、国際交流センターの海外研修の 

項目を参照。 

＊「検定英語」は所定の検定試験に合格した者ないし 

所定の得点を取得した者について単位を認定する。 

 
 
 
必修科目 
通常クラスでは「○○語１」と「○○語２」の２科目２単位が、速修クラスでは「インテンシヴ

１」の１科目２単位が必修となる。通常クラスと速修クラスをあわせて履修することはできない。 

 また、「○○語２」は、「○○語１」の単位を取得済みであることが、履修の条件となる。「○

○語１」が不合格となると、「○○語２」を履修できないので、充分に注意すること。 

 

 

選択科目 

 ドイツ語、フランス語、中国語１言語コースの場合は、選択科目を６科目６単位履修する。２言

語コースの場合は、選択科目を２科目２単位履修する。 

 なお、ドイツ語、フランス語、中国語では、必修科目、選択科目とも、クラス指定はないが、履

修希望者がクラス定員を超えた場合には、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

 

先修条件 

ドイツ語、フランス語、中国語の一部の科目には、履修するために必要な条件（先修条件）が、 

次のように設定されている。履修の際には充分に気をつけること。 

 

科目名 先修条件 
(以下の単位が取得済みであること) 

「○○語２」 「○○語１」 

「○○語３」 「○○語２」または「インテンシヴ１」 

「○○語４」 「○○語３」 

ただし「○○語３」再履修の場合に限り、「○○語４」との並行履修は可。 

「インテンシヴ２」 「インテンシヴ１」 

「○○語会話１･２」 先修条件なし 

「○○語会話３･４」 「○○語２」または「インテンシヴ１」 

「中級○○語」 必修を含む４単位を取得済みのこと。 

 

なお「○○語１／２／３／４」のいずれかが不合格となった場合、改めて履修登録を行えば、次

の学期にその科目を再履修することができる。再履修者対象に、春期に「○○語２」「○○語４」、

秋期に「○○語１」「○○語３」も開講されている。 
 

授業科目 単位 

選択 

中級○○語Ａ １ 

中級○○語Ｂ １ 

中級○○語Ｃ １ 

中級○○語Ｄ １ 

※必修科目を含む合計４単位を既に取得済みである 

 ことが履修の条件となる 

授業科目 単位 

自由 

選択枠 

海外演習１（中国） ２ 

検定ドイツ語１/２/３/４ 各１ 

検定フランス語１/２/３/４ 各１ 

検定中国語１/２/３/４ 各１ 
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ウ）スペイン語・ロシア語・韓国語 

 
１年次配当科目   ２年次配当科目  

授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 △△語１ １  選択 △△語３ １ 

△△語２ １  △△語４ １ 

 
1～4 年次配当科目 

授業科目 単位 
自由 

選択枠 海外演習１(韓国） ２ 

海外演習の詳細は、国際交流センターの海外研修の項目 

を参照。 

 
必修科目・選択科目 

 必修科目は、「△△語１」と「△△語２」だが、設置科目が少ないため、選択科目の「△△語３」

と「△△語４」も全員が履修することとなる。スペイン語、ロシア語、韓国語に先修条件はない。 

 なお、スペイン語、ロシア語、韓国語では、必修科目、選択科目とも、クラス指定はないが、必

修科目、選択科目とも、クラス指定はないが、履修希望者がクラス定員を超えた場合には、抽選に

よる定員調整を行うことがある。 

韓国語については、「韓国語１／２／３／４」のいずれかが不合格となった場合、改めて履修登

録を行えば、次の学期にその科目を再履修することができる。再履修者対象に、春期に「韓国語２」

「韓国語４」、秋期に「韓国語１」「韓国語３」も開講されている。 
 

エ）日本語（留学生対象） 

 
１年次配当科目   ２年次配当科目  

授業科目 単位  授業科目 単位 

必

修 

アカデミック日本語１Ａ １  選

択 
アカデミック日本語３Ａ １ 

アカデミック日本語１Ｂ １  アカデミック日本語３Ｂ １ 

アカデミック日本語２Ａ １     
アカデミック日本語２Ｂ １     

 

 

 

３～４年次配当科目 

 

 

 

 

 

必修科目： 

 1 年次に「アカデミック日本語１Ａ」「アカデミック日本語１Ｂ」「アカデミック日本語２Ａ」

「アカデミック日本語２Ｂ」の４科目４単位が必修となる。 

 

選択科目： 

 日本語１言語コースの場合は、さらに日本語選択科目を４科目４単位履修する。２言語コースの

場合は、日本語選択科目を履修する必要はない。２言語コースで日本語選択科目を履修した場合は、

自由選択枠の単位となる。 

 

１～４年次配当科目   ２～４年次配当科目  
授業科目 単位  授業科目 単位 

選択 日本語スキルアップＡ １  選択 ビジネス日本語Ａ １ 

日本語スキルアップＢ １  ビジネス日本語Ｂ １ 

授業科目 単位 

選択 
アカデミック日本語４Ａ １ 

アカデミック日本語４Ｂ １ 
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◆外国語科目の配当表 

※上記のうち資格・検定科目については、合格した者について所定の単位を認定します。 

 

単位 科目 単位 科目 単位 科目 単位

１ 英語３ １

１ 英語４ １

１ 英会話３ １

１ 英会話４ １

１ TOEIC英語３ １

１ TOEIC英語４ １

各１

各１

ドイツ語１ １

ドイツ語２ １

速修ｸﾗｽ ドイ ツ語イ ンテンシヴ１ ２

２ ドイツ語３ １

１ ドイツ語４ １

１ ドイツ語会話３ １

ドイツ語会話４ １

各１

フランス語１ １

フランス語２ １

速修ｸﾗｽ フランス語インテンシヴ１ ２

２ フランス語３ １

１ フランス語４ １

１ フランス語会話３ １

フランス語会話４ １

各１

中国語１ １

中国語２ １

速修ｸﾗｽ 中国語イ ンテンシヴ１ ２

２ 中国語３ １

１ 中国語４ １

１ 中国語会話３ １

中国語会話４ １

各１

１

１

スペイン語３ １

スペイン語４ １

１

１

ロシア語３ １

ロシア語４ １

１

１

韓国語３ １

韓国語４ １

１

１

１

１

アカデミック日本語３Ａ １ １

アカデミック日本語３Ｂ １ １

各１

各１

２

資格・検定 各１
自由
選択枠

海外演習1(カナダ／アメリカ／オーストラリア／イギリス／中国／韓国／ニューヨーク）

検定英語１/２/３/４　　検定ドイツ語１/２/３/４　　検定フランス語１/２/３/４　　検定中国語１/２/３/４　　

8単位
外

国

語

科

目

アカデミック日本語１Ａ

アカデミック日本語４Ａ

アカデミック日本語４Ｂ

日本語スキルアップＡ/Ｂ

ビジネス日本語Ａ/Ｂ

アカデミック日本語１Ｂ

アカデミック日本語２Ａ

アカデミック日本語２Ｂ

選択

日本語

(留学生の

み）

必修

韓国語

必修
韓国語１

韓国語２

選択

ロシア語

必修
ロシア語１

ロシア語２

選択

スペイン語

必修
スペイン語１

スペイン語２

選択

中級フランス語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

中国語

必修
通常ｸﾗｽ

選択

中国語インテンシヴ２

中国語会話１

中国語会話２

中級中国語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

フランス語

必修
通常ｸﾗｽ

選択

フランス語インテンシヴ２

フランス語会話１

フランス語会話２

英語ワークショップＡ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

ドイツ語

必修
通常ｸﾗｽ

選択

ドイツ語インテンシヴ２

ドイツ語会話１

ドイツ語会話２

中級ドイツ語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

卒業

所要

単位科目

英語

必修
英語１

英語２

選択

英会話１

TOEIC英語２

マルチメディア英語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

英会話２

TOEIC英語１
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Ⅳ 専門科目 
1．専門科目のねらいと配当 
憲法を基本に、刑事法、民事法、商法等を中心とした体系的な科目編成をなし、法の専門知識を

もったスペシャリストの育成をめざす一方、国際化・情報化が進む現代社会に対応するための科目

を配当し、将来の実務に生かせる能力を育てることを目標としている。 

専門科目は下表のとおり配当されており、履修要領にしたがって卒業までに９２単位以上を修得

する。９２単位を超えて修得した単位は、自由選択枠（６単位）の卒業所要単位として認定される。 

◆専門科目の配当表 

上記のうち資格・検定とキャリア形成については、授業科目として登録する必要はない。各人が資格・検定試験等を 

受験し、合格した場合に、所定の単位を認定するものである。 

※1：選択必修科目の条件を超えて修得した単位は、選択科目の単位とすることができる。 

※2：随意科目は卒業所要単位に含まれないので注意すること。 

卒業所要

単位 単位 単位 　　単位

各２ 各２ ４

各２ 各２

各２ 各２

各２ ４

民事手続法A/B　　 各２ 会社法A/B

刑事手続法A/B　　 各２ 行政法総論A/B

労働法A/B

各２

各２

各２

各２

各２ 税法A/B

各２

各２

資格・検定（司法書士） ８

資格・検定（知的財産管理技能検定１級） ８

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定２級） ６

資格・検定（社会保険労務士） ６

資格・検定（宅地建物取引士） 資格・検定（行政書士）

資格・検定（ビジネス実務法務検定２級）

２

２

各２ 各２ 法研指導ⅧA/B～XIVＡ/B  各２

９２単位

必　修

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級）

資格・検定（ビジネス実務法務検定３級）

資格・検定（知的財産管理技能検定２級）

資格・検定（知的財産管理技能検定３級）

民事手続法A/B（※1）　　

文献講読(独語)A/B

不動産法A/B

プレゼミA/B

法学演習Ⅱ

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

資格・検定（ビジネス著作権検定上級）

随　意（※2）

各４

資
格
・
検
定

キャリア
形成

法研指導ⅠA/B～ⅢA/B 法研指導ⅣA/B～ⅦA/B

資格・検定（通関士）

労働保護法A/B

犯罪学A/B

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

３６単位

西洋法制史A/B

各２

キャリアデザイン １

資格・検定（法学検定スタンダード<中級>コース）

知的財産法特講ⅠA/ⅠB

経済学原論A/B(2・3・4年共通）

犯罪学特殊講義A/B

行政法各論A/B

商法総則・商行為A/B

教育法A/B

会社法A/B(※1)

比較憲法A/B

英米法A/B

法社会学A/B

スポーツ法学A/B

各２

手形法・小切手法A/B

各２

法哲学A/B

金融法A/B

スポーツ法政策史A/B

文献講読(仏語)A/B

文献講読(英語)A/B

少年非行と少年法A/B

不法行為法

インターンシップ

ボランティア活動

民事執行・保全法A/B

刑事法特殊講義A/B

知的財産法A/B

経営法学A/B

国際法特殊講義A/B

各２

４８単位
民法総則A/B 債権総論A/B 刑法各論A/B 各２

親族法・相続法A/B

法学演習基礎

憲法A/B 各２

８単位

４年次

科　目科　目

物権法・担保物権法A/B 債権各論A/B

法学演習Ⅰ ４

単位

２年次

行政法総論A/B(※1)

刑事手続法A/B（※1）　　

刑法総論A/B

選択必修

３年次

各２

科　目 科　目

民事訴訟法A/B

倒産処理法A/B

　資格・検定（法学検定アドバンスト<上級>コース）

自由

選択枠

１年次

仏法A/B

法女性学A/B

金融商品取引法A/B

刑事訴訟法A/B

国際取引法A/B

私的紛争処理法A/B

法思想史A/B

法情報学A/B

労働法A/B(※1)

経済政策A/B

社会保障法A/B

被害者学A/B

国際法A/B

国際私法A/B

選　択

日本法制史A/B

国際刑事司法と紛争処理A/B

（2・3・4年共通）

寄附講座Ⅰ　　寄附講座Ⅱ　　　　寄附講座Ⅲ　　寄附講座Ⅳ　　　　寄附講座Ⅴ　　

財政学A/B

政治学原論A/B(2・3・4年共通）

独法A/B

経済法A/B

犯罪者処遇法A/B

同一名称

の科目から

計４単位選
択必修

同一名称

の科目から

計４単位選
択必修
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2．専門科目の履修要領 
 

Ⅰ．講義科目 

ア）必修科目 

「必修科目」は、１年次から４年次に配当される２１科目４８単位を全て修得する。 

イ）選択必修科目 

２年次に「民事手続法Ａ/Ｂ」、「刑事手続法Ａ/Ｂ」から２科目４単位、３年次に「会社法

Ａ/Ｂ」、「行政法総論Ａ/Ｂ」、「労働法Ａ/Ｂ」から２科目４単位、合計４科目８単位を

修得する。これらの科目で選択必修科目として履修していない科目については、選択科目と

して履修できる。 

ウ）選択科目 

各学年次の配当にしたがって、卒業までに３６単位を修得する。３６単位を超えて修得した

単位は、自由選択枠（６単位）の卒業所要単位として認められる。 

なお、パソコンを使用して授業を進める U「法情報学Ａ/Ｂ」については、第１回目の授業にお

いて人数調整と利用講習会を行うUため、受講希望者は必ず出席すること。 

 

Ⅱ．演習科目 
ア）法学演習 

「法学演習」はゼミナールと呼ばれる少人数で構成される授業科目で、１年次に「プレゼミ 

Ａ/Ｂ」、２年次に「法学演習基礎」、３年次に「法学演習Ⅰ」、４年次に「法学演習Ⅱ」が 

必修科目として配当されている。特に「法学演習Ⅰ・Ⅱ」は、３・４年次を通して同じ教員 

が担当する科目を履修し、当該科目において卒業論文を作成することになるので、十分検討 

のうえ選択すること。 

「法学演習」はそれぞれ複数開講されているが、原則として「法学演習基礎」は２０名、「法

学演習Ⅰ・Ⅱ」は１５名の定員が設定されているので、法学演習の登録にあたっては、定員調

整と事前登録が行われる。前年度の秋期に法学演習の登録について掲示されるので、授業計画

表（シラバス）や便覧の教員紹介等を参考に法学演習を選択して事前登録を行うこと。４月の

履修登録時においては、事前登録を行った法学演習について履修登録を行う。また、選択科目

の中に自己の選択した法学演習教員の担当する関連科目があればこれを履修し、法学演習にお

ける学習を補完することが望ましい。 

 

Ⅲ．随意科目 
ア）法研指導 

   法曹・司法書士などの資格取得や、各種公務員試験受験を目指す学生のために、基本科目に

ついて知識を確実なものとすることを目的とし、試験勉強の方法を身につけることを含めた指導

を行うクラスである。法学部には法学会の中に法学研修室が設置されている。カリキュラムの中

に「法研指導Ⅰ～ⅩⅣ」という科目が開講されており、履修制限単位を気にすることなく受講す

ることができる。法研指導は、法学研修室の利用を許可されているか否かにかかわらず受講でき、

成績評価は行われるが、卒業に必要な単位には数えることができない随意科目である。 

法研指導として開講される科目は憲法・民法・刑法・行政法・教職指導・捜査実務の６教科であ

り、通常の講義に比べ、受験を意識した指導を行う点に特徴がある。 

両学科に共通する科目として開講されるので、学科を超えて同じ目的を持つ仲間を見つける場

ともなる。夏の法研合宿（９月前半に実施）は、学科・学年を超えた勉学・交流の場として参加

者数が増え続けているが、定員を約５０名として、憲法・民法・刑法・行政法などの勉強をする。

法研指導のクラスには勉学意欲のあふれる学生が集まるため、模擬裁判や法律討論会で活躍する

者も多い。試験勉強のみならず、学生生活の充実や将来の進路を模索するために参加したいとい

う学生も歓迎する。 

開講科目と対象学年は「法研指導科目一覧表」のとおりであるが、対象学年ではない学生の受

講も認める。所属する学年よりも低い学年のクラスを受講することにより基礎から勉強したいと

いう要望、または高いクラスに入って難度の高い勉強をしたいという要望も認められる。 
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 法研指導科目一覧表 

※ 法研指導ⅩⅣＡ/Ｂは、平成 28年度は休講とする。平成 29年度以降については履修登録時に確認すること。   

 
Ⅳ．寄附講座 

寄附講座は、学外有識者のご厚意、つまり寄附により開講される講座である。実務教育や社 

会人として生きるための教育の場となっているので、体系的な学問を学ぶ前段階で、あるいはこ 

れと並行して、早い段階で受講することをお薦めしたい。 

   寄附講座の履修により修得した単位は、専門選択科目の卒業所要単位として認定される。 

 

3．資格・検定の単位認定 
 
以下の資格・検定については、各人が資格・検定試験を受験し、合格した場合に、以下の所定の

単位を専門科目として認定するものである。授業科目として登録する必要はない。 

4. キャリア形成 
 

将来への目標を定め、進路への意識を高めるために、専門科目における自由選択枠として卒業所

要単位に認定する講座や活動である。 

単位認定には、以下の講座等を受講・活動した場合に、年度ごとの指定された期日（履修ガイダ

ンスにて説明）までに所定の用紙にて申請を行わなければならない。 

◆４月のガイダンスにて概要の説明をする。 

※ 1 学年の単位認定は４単位を限度とします。 

資 格 認定単位  検 定 認定単位 

司法書士 ８単位  知的財産管理技能検定１級 ８単位 

社会保険労務士 ６単位  ファイナンシャル・プランニング技能検定２級 ６単位 

宅地建物取引士、行政書士、 

通関士 
４単位  

知的財産管理技能検定２級 

法学検定アドバンスト〈上級〉コース 

ビジネス実務法務検定２級 

４単位 

   

ファイナンシャル・プランニング技能検定３級 

知的財産管理技能検定３級 

法学検定スタンダード〈中級〉コース、ビジネ

ス実務法務検定３級、ビジネス著作権検定上級 

２単位 

講座等 開講機関 科目名 対象学年 単位

 就職講座 キャリア形成支援センター キャリアデザイン ３年次 １単位

 インターンシップ
キャリア形成支援センター

（同センターの承認）
インターンシップ ３・４年次 ２単位

 ボランティア活動
法人格をもつボランティア団体
（１年以上に亘っての活動）

ボランティア活動 ２・３・４年次 ２単位

名称 科目 名称 科目 名称 科目

法研指導ⅠＡ/Ｂ 憲　法 法研指導ⅣＡ/Ｂ 憲  法 法研指導ⅧＡ/Ｂ 憲  法

法研指導ⅡＡ/Ｂ 民　法 法研指導ⅤＡ/Ｂ 民　法 法研指導ⅨＡ/Ｂ 民　法

法研指導ⅢＡ/Ｂ 刑　法 法研指導ⅥＡ/Ｂ 刑　法 法研指導ⅩＡ/Ｂ 刑　法

法研指導ⅦＡ/Ｂ 行政法 法研指導Ⅺ/Ｂ 行政法

法研指導ⅫＡ/Ｂ 教職指導

法研指導XIIIＡ/IＢ 捜査実務

法研指導XIVＡ/Ｂ 行政法

１年生 ２年生 ３・４年生
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5．現代ビジネス法学科科目等の履修 
 

現代ビジネス法学科に開講されている専門科目で自分が在籍している学年もしくは下級学年

に配当されている科目を履修することができる。ただし、「必修科目」及び「両学科合同で開講

している科目」「自由選択枠の科目」は除く。 

修得した単位は１２単位を上限に専門選択科目の卒業所要単位として認定する。 

 

6．履修のモデルプラン 
 

法律は、わたしたちの日常生活を規律する基本的なルールです。法学部では、入学してくるすべ

ての学生が、将来どんな方向にすすむにせよ、リーガルマインドを身につけることを目標としてい

ます。 

法学部に入学する学生の多くは、弁護士のような法職に従事するわけではなく、警察官や公務員、

民間企業への就職を希望しています。法律学科では、卒業後の皆さんの多様な進路を想定して、自

由な科目選択ができるようなカリキュラムを編成しています。 

４年間でどのような科目を選択し、履修すれば良いかについては、以下の５つの履修モデルを参

考にしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１年生 

２年生 

３年生 

４年生 

プレゼミＡ/Ｂ 法学Ａ/Ｂ 憲法Ａ/Ｂ 民法総則Ａ/Ｂ 親族法・相続法Ａ/Ｂ  

法学演習基礎Ａ/Ｂ 物権法・担保物権法Ａ/Ｂ 債権総論Ａ/Ｂ 刑法総論Ａ/Ｂ 

法学演習Ⅰ 債権各論Ａ/Ｂ 刑法各論Ａ/Ｂ 

法学演習Ⅱ 

必修科目 

履修 

モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択必修 

科目群 

 

 
 

 

選択科目

群 

法職モデル 
 

 

司法書士・社会保

険労務士・税理士

などを目指す学

生を対象に、法職

に従事するため

に必要な知識を

身につける 

 

 

民事手続法Ａ/Ｂ 

刑事手続法Ａ/Ｂ 

行政法総論Ａ/Ｂ 

労働法Ａ/Ｂ 

会社法Ａ/Ｂ 

 

不法行為法 

刑事訴訟法Ａ/Ｂ 

民事訴訟法Ａ/Ｂ 
・ 
・ 
・ 

公務員モデル 
 

国家公務員・地方

公務員・行政書士

などの職業に就

くために必要な

知識を身につけ

る 

 

 

 

 

民事手続法Ａ/Ｂ 

刑事手続法Ａ/Ｂ 

行政法総論Ａ/Ｂ 

労働法Ａ/Ｂ 

 

 

行政法各論Ａ/Ｂ 

税法Ａ/Ｂ 

社会保障法Ａ/Ｂ 
・ 
・ 
・ 

民間企業モデル 
 

金融・製造・不動

産・流通・サービ

スなどの民間企

業で働くために

必要な幅広い分

野の知識を身に

つける 

 

 

 

民事手続法Ａ/Ｂ 

労働法Ａ/Ｂ 

会社法Ａ/Ｂ 

 

 

 

経済法Ａ/Ｂ 

不動産法Ａ/Ｂ 

知的財産法Ａ/Ｂ 
・ 
・ 
・ 

大学院進学 

モデル 
 

本学その他の大

学院法学研究科

への進学に必要

な基礎法学の知

識を身につける 

 

 

 

 

民事手続法Ａ/Ｂ 

刑事手続法Ａ/Ｂ 

行政法総論Ａ/Ｂ 

会社法Ａ/Ｂ 

 

 

法哲学Ａ/Ｂ 

英米法Ａ/Ｂ 

文献講読Ａ/Ｂ 
・ 
・ 
・ 

ロースクール

進学モデル 
 

弁護士・裁判官・

検察官を目指す

学生を対象に法

曹三者になるた

めの基礎的知識

を身につける 

 

 

 

民事手続法Ａ/Ｂ 

刑事手続法Ａ/Ｂ 

行政法総論Ａ/Ｂ 

会社法Ａ/Ｂ 

 

 

不法行為法 

刑事訴訟法Ａ/Ｂ 

民事訴訟法Ａ/Ｂ 

民事執行・保全法

Ａ/Ｂ 

倒産処理法Ａ/Ｂ 
・ 
・ 
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7．ゼミ研修旅行の実施要領 
 

 

◆ゼミ研修旅行について 

 ３年次のゼミ（法学演習Ⅰ）では宿泊によるゼミ研修旅行を実施します。大学から、学生一人当

たり１万５千円の補助金が出ますので、４月初めに各ゼミで研修旅行幹事を選出し、ゼミ研修旅行

費の申請から決算報告までの作業を行います。  

 その際、次の事項に留意してください。 

 

【作業手順】 

 

 

【提出書類・提出期限・提出先】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）提出書類に記入・押印もれがあると受付できません。 

 

１ 実施の時期と利用交通機関について 

 決算の関係上、５月～１２月の間に、国内において実施して下さい。 

  原則として、１泊２日とし、他の授業に極力影響のないように計画を立ててください。 

また、交通は公共の機関を利用してください。自家用車の利用は認められません。 

 

２ 補助金の支払い対象者について 

  大学から１万５千円の補助を受けられるのは、３年生で初めてゼミ研修旅行に参加する学生に

限ります。既に参加した者および聴講生は自費による参加となり、大学からの補助金対象とはな

りませんので注意してください。 

 

３ 欠席者キャンセル料について 

  参加予定者として、補助金を申請した学生が欠席した場合、補助金は大学に返還することにな

ります。 

  ただし、キャンセル料の領収書がある場合に限り、欠席者の補助金（１万５千円）から支出す

ることができます。 

 

４ 保険の適用について 

  学生は、「学生教育研究災害傷害保険」が適用されますので、計画変更の際は、事前に法学部

事務課に届け出てください。 
 
 
 

演習担当
教員の押印

提出期限 提出先

　①　学外研修申請書（様式１） １ヶ所

　②　参加者名簿（履修者名簿等）

　③　出張申請（教員用） １ヶ所

　①　学外研修報告書（様式２） １ヶ所

　②　仮払金・補助金精算書 １ヶ所

　③　領収書

法学部事務室
担当学生係

提　出　書　類

研修前
（申請書類）

研修後
（報告書類）

支払希望日の
２週間前

研修終了後
１０日以内

計画立案 申　請 現金受領 研修実施 報告

行先・日程等
（様式１の
記載事項）

申請書類
①②③を

提出

教員・学生分
とも教員が

一括して受領

領収書保管
（様式２の
記載事項）

領収書を整理点検
の上、報告書類

①②に添えて提出
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５ 公欠の手続きについて 

  ゼミ研修旅行実施前に、①②の準備をしてください。ゼミ研修旅行実施後③～④の手続きをと

ってください。（①と④については、研修旅行担当者がゼミ単位でまとめて行う） 

 

 

 

 

 

 

注）体育実習の公欠用紙は別様式（保健体育準備室にある所定用紙） 

 

６ 申請手続きについて 

  ゼミ研修旅行の申請は、関係書類を整え、支払いを希望する日の２週間前までに行ってくださ

い。ただし、夏休みや９月に実施する場合は、７月上旬までに申請してください。 

 

７ 領収書について 

  ゼミ研修旅行のために経費を支出した際には、精算のため領収書が必要です。支出出来る経費

は交通費、宿泊費、その他研修を目的とした経費に限られます。飲食費は各自の負担となります。

領収書の宛先は「国士舘大学」とし、但し書きは該当品目（宿泊代等）が明記されていることを確

認してください。（「上様」、「品代」は無効です）引率教員の経費も領収書が必要です。 

自費参加学生（既に参加した学生、聴講生）の経費は、精算の対象となりませんので領収書は不要

です。 

  

８ 残金の返金について 

  学生１人当たりの経費が１万５千円を下回った場合には、残金を返金してください。 

 

９ 精算について 

 ゼミ研修終了後、１０日以内に関係書類を提出してください。提出時、「学外研修決算報告書」

「仮払金・補助金精算書」（領収書添付）に演習担当教員の押印があることを確認してください。

不備のある場合は、再提出となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① （担当者） ② （各自） ③ （各自） ④ （各自）

公欠届用紙
の受領

必要事項
の記入

演習担当
教員の印

科目担当
教員に提出
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8．卒業論文の作成要領 
 
 
(1)卒業論文の基本方針と作成 
 

法学部学生生活における学究の集大成として、卒業論文を作成しなければならない。その作成を

通して自己の積極的研究態度を発揚するとともに、自己の考えを整理して文章に表現する能力を育

成することを狙いとする。 

卒業論文のテーマは担当教員との相談のうえ決定するものとし、主体性のある論文の構成・内容

となるよう「法学演習Ⅱ」の授業を通して適宜指導を受けながら作成する。枚数は４００字詰原稿

２５枚を標準とし（それ以上でも構わない）、複数の学生で共同研究を行う場合も各自で個々に卒

業論文を作成する。 

卒業論文は、「法学演習Ⅱ」の単位修得要件となっており、卒業論文の未提出もしくは提出して

も不合格の場合単位は認定されず、４年次終了時点での卒業は不可能となるので、特に留意するこ

と。 

 

 

卒業論文作成の流れ 

 

卒業論文テーマの決定 

              ↓ 

担当教員の指導を受ける 

              ↓ 

テーマの最終決定 

              ↓ 

卒業論文の執筆開始 

            ↓                  

卒業論文要旨の作成・提出 

  ↓ 

卒業論文の提出 

            ↓ 

審    査 

               ↓ 

単位の認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字  数：２５字×１７行（４２５字） 
提出期限：１１月末日 

字  数：４００字詰２５枚 
提出期限：１２月最終授業時 
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(2）卒業論文要旨の提出 
 

卒業論文要旨とは、卒業論文の要旨をまとめたものをいい、卒業論文の成果として「ＳＬＪ

（Student Law Journal）」に掲載される。卒業論文の要旨を２５字×１７行（４２５字）以内に

まとめ、１１月末日までに担当教員へ提出すること。 

 

(3)卒業論文の提出 
 

卒業論文は、以下の様式にて１２月の最終授業時までに提出しなければならない。ただし、ゼミ

の担当教員がそれよりも早い提出期限を設定した場合は、担当教員が設定した日を提出期限とする。

この日までに提出できない場合、「法学演習Ⅱ」の単位は認定されないので、特に留意すること。 
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Ⅴ 他学部履修 
 
（1）他学部履修 

 

他学部履修とは、学習・研究の達成度をより高めるために他学部・他学科固有の科目を履 

修した場合、これにより修得した単位を所属する学部の単位として認定する制度である。 

他学部履修は、首都圏西部大学単位互換と合わせて卒業までに３０単位を上限に単位を修得す

ることができ、６単位（自由選択枠）の範囲で総合教育科目の単位として認定される。ただし、

次の科目を履修して修得した単位については、専門選択科目の単位として認定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）履修の制限 
 

ア）事前の学習あるいは基礎的授業の履修を必要とする授業科目、または実験・実習などのよう 

に履修者数を制限する必要がある授業科目については、他学部履修を受け付けることができ 

ない場合がある。また、他学部履修希望科目が在籍学部の必修科目等卒業に必要な授業科目 

と重複した場合は、在籍学部の履修を優先する。 

イ）上級年次配当科目は履修することができない。また、同日中に複数キャンパスの科目を履修 

する場合、最低１時限分の移動時間を設定しなければならない。 

 

（3）手続き 
 

ア）履修制限科目でないことを確認する。 

イ）「他学部履修科目履修申込書」に記入し、履修登録期間内に学部事務課に申し込む。 

ウ）在籍している学部において履修登録を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開講学部・学科 科目名 配当学年 単位数 

経営学部経営学科 

 

租税法概論 ３・４年 ２単位 

法人税法 ３・４年 ２単位 

所得税法 ３・４年 ２単位 

相続税法 ３・４年 ２単位 
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Ⅵ 首都圏西部大学単位互換 
 

 
首都圏西部大学単位互換制度とは、首都圏西部にある大学・短期大学が相互に単位互換協定を結

び、これらの大学に所属する学生が他大学の授業を履修し、修得した単位を所属する大学の単位と

して認定する制度である。詳細については、教務課で実施するガイダンスで確認すること。 

 

 受 講 資 格  

首都圏西部大学単位互換科目を受講するためには、説明会に参加し出願書類の提出が必要。 

 

＜説明会日程＞：詳細な日程等は各学部掲示板にて連絡する。 

・通年科目及び春期科目 ····· ４月のガイダンス期間中 

・秋期科目 ················· ６月中旬頃（予定） 

 

 

※首都圏西部大学単位互換協定会ホームページ 

http://www.shutokenseibu.ac.jp/ 

 

※ 法学部における単位認定 

 他学部履修と合わせて卒業までに３０単位を上限に履修することができ、６単位までが総

合教育科目における自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
 
 

Ⅶ 世田谷 6 大学コンソーシアム連携授業 
 

本連携授業は、世田谷区内に所在する６つの大学で締結されている協定に基づき実施されている。 

各大学の特色を活かした授業科目を協定大学が相互に提供し、教育・研究の交流による自己啓発と教育

の質向上に資することを目的としている。 

 

 

1. 協定大学 

  国士舘大学、駒澤大学、昭和女子大学、成城大学、東京都市大学、東京農業大学 

 

2. 提供科目 

  開講される科目は、通常の場合、半期科目で毎年度変更されます。詳しくは時間割表等で確認

すること。 

 
 
 
 
 
 

―  ―  

 
【問い合わせ先】 

世田谷教務課（5号館 2 階） 

TEL：03-5481-3203 

Ｅ-mail：tannigokan@kokushikan.ac.jp 
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Ⅷ 教職課程 
 

教務課 

 

学校の教育職員になるためには、教育職員免許法に定められた免許状を 

取得することが必要です。 

教職課程は、教員免許状を取得するために設けられている課程であり、 

教員を志望する学生は必ずこの課程を履修して免許状を取得しなければ 

なりません。 

 

 

教職課程の履修については、別途「教職課程履修要項」 

が作成されています。 

法学部においては、中学１種「社会」および高校１種 

「公民」の課程が認定されていますが、細部は「教職課程 

履修要項」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職課程履修上の諸注意 
 

(1) 教職課程の履修にのぞんでは、将来教職に就くことを強く希望するとともに、教職の重大な

使命を自覚することが大切です。諸君が積極的・真摯な姿勢で取り組むことを期待しています。

単に免許状の取得のみを目的とする履修は望ましくありません。 

 

(2) 教職課程の履修により大学における学習の負担が増大するので、教職課程の履修は 1 年次か

ら計画的に行って下さい。 

 

(3) 履修に際しては途中で安易に放棄することのないよう努力して下さい。履修上困難なことが

起きた時には、教職関係の教員や教務課の教職担当者に相談して下さい。 

 

(4) 教職課程についての学生への連絡は、全て掲示します。各自日常的に注意して下さい。また、

学生ポータルサイト（Kaede-i）に個別に連絡する場合がありますので随時チェック、または

ＰＣ用サイトでお知らせ受信設定をして下さい。 

 

(5) 学年のはじめ等に教職課程関係の履修指導を行いますので、必ず出席して下さい。 

 

(6) ４年次に行う教育実習については、特別の条件や事務手続きが必要となりますので、十分に

注意して下さい。 
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Ⅸ 各学年次の履修要領 
 

1．第1年次 
 

１年次の履修制限単位（履修できる単位）は、４２単位である。ただし、指定された資格・検定 

による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位はこれに含まない。 

総合教育科目、外国語科目、専門科目ともに半期ごとの科目であるが、外国語科目は春期・秋期

科目を、総合教育科目の法学と専門科目はＡ科目・Ｂ科目を連結して履修しなければならない。た

だし再履修でＡ科目・Ｂ科目いずれかを履修する場合はその限りではない。また、「体育実習」つ

いては1年を通して行われる通年科目なので、履修時間割の作成にあたっては注意すること。 

履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 

 
（1）必修科目のクラス確認 
ａ）プレゼミＡ/Ｂは指定されたクラスを履修する。 

ｂ）必修科目の「法学Ａ/Ｂ（※注：総合教育科目）」、「憲法Ａ/Ｂ」、「民法総則Ａ/Ｂ」、「親

族法・相続法Ａ/Ｂ」の８科目は、それぞれ２クラスずつ開講されており、いずれかのクラ

スを選択するが、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。この段階

では開講曜日・日時をチェックしておくだけで良い。クラス選択は（４）を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（2）外国語科目の選択 
1)コースの選択 

「２言語コース」か「１言語コース」のいずれかを選択する。基本的には「２言語コース」を 

選択することが望ましいが、１外国語について集中的に学びたい学生は「１言語コース」を選択

する。ただし、スペイン語、ロシア語、韓国語の「１言語コース」は選択できない。 

2)言語の選択 

「２言語コース」の場合は、英語と組み合わせるもう一つの言語を、ドイツ語，フランス語，

中国語、スペイン語、ロシア語、韓国語から選び、２言語とする。 

「１言語コース」の場合は、英語、ドイツ語、フランス語、中国語からいずれかの１言語を選

択する。 

１年次に選択したコースと外国語は、２年次以降変更できないので注意すること。 

3）科目の選択 

ア）「２言語コース」の場合 （英語＋ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語，ロシア語，

韓国語） 

ａ）英語の必修科目である「英語１（春期）」と「英語２（秋期）」は、英語プレースメントテ

ストの結果をもとにクラス指定されるので、 U指定されたクラス Uを春期・秋期ともに履修する。 

ｂ）選択した言語（ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、韓国語）の必修科目である「○

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 法　学A プレゼミA プレゼミA

秋期 法　学Ｂ プレゼミＢ プレゼミＢ

春期 親族法・相続法A 法　学A 民法総則A 憲　法A

秋期 親族法・相続法Ｂ 法　学Ｂ 民法総則Ｂ 憲　法Ｂ

春期 民法総則A プレゼミA 親族法・相続法A

秋期 民法総則Ｂ プレゼミＢ 親族法・相続法B

春期 憲　法A

秋期 憲　法Ｂ

春期

秋期

春期

秋期

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

７限目

指定され
たクラス 

必修科目には同一科
目がそれぞれ時間割
に２クラスずつ配当
されています。 
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○語１（春期）」および「○○語２（秋期）」は、時間割から希望する授業を春期・秋期セッ

トで選び U、履修登録する。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行

うことがある。 

また、ドイツ語、フランス語、中国語は、速修クラスとして、週２コマセットの「○○語イ

ンテンシヴ１（春期）」「○○語インテンシヴ２（秋期）」を履修することもできる。速修ク

ラスを選んだ場合「インテンシヴ１」が必修科目となり、通常クラスの「○○語１」「○○語

２」は履修できない。 

スペイン語、ロシア語、韓国語は、履修希望者が多く抽選となった場合に、履修できるクラ

スがなくなり、他の言語コースに変更せざるを得ないこともある。抽選および変更の手続きに

ついては、ガイダンスでの指示に従うこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 
 

イ）「1言語コース」で英語を選択した場合 

ａ） 英語の必修科目である U「英語１（春期）」 Uおよび U「英語２（秋期）」 Uは、プレースメント

テストの結果をもとにクラス指定されるので、U指定されたクラス Uを春期・秋期ともに履修する。 

ｂ） 選択科目を２科目２単位履修する。英語の U選択科目には、クラス指定がない Uため、時間割

から希望する授業を U春期・秋期セットで選び U、履修登録する。履修希望者がクラス定員を超え

た場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の選択科目をさらに２単位履修することも可能である。１年次より履修できる英語選

択科目は、「TOEIC英語１」「TOEIC英語２」、「英会話１」「英会話２」、「マルチメディア

英語Ａ」「マルチメディア英語Ｂ」、「マルチメディア英語Ｃ」「マルチメディア英語Ｄ」の

８科目である。それぞれ時間割に複数クラス設定されているので、任意のクラスを選択するこ

と。 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 TOEIC英語１ 英語１

秋期 TOEIC英語２ 英語２

春期

秋期

春期

秋期

春期 英語１

秋期 英語２

春期

秋期

春期

秋期
７限目

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

指定され
たクラス 

自 由 に
選ぶ 

指定された以外の
クラスは履修でき
ません 

× 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 英語１

秋期 英語２

春期 ドイツ語１

秋期 ドイツ語２

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期
７限目

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

自 由 に
選ぶ 

指定され
たクラス 
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ウ）「１言語コース」でドイツ語、フランス語、中国語のいずれかを選択した場合 

ａ）選択した言語の必修科目である U「○○語１（春期）」UおよびU「○○語２（秋期）」Uは、時間

割から希望する授業を春期・秋期セットで選び U、履修登録する。履修希望者がクラス定員を超

えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

また、ドイツ語、フランス語、中国語は速修クラスとして、週２回授業を行う U「○○語イン

テンシヴ１（春期）」「○○語インテンシヴ２（秋期）」 Uを履修することもできる。 

速修クラスを選んだ場合、「○○語インテンシヴ１」が必修科目となり、通常クラスの「○○

語１」「○○語２」は履修できない。「１言語コース」の場合、速修クラス「インテンシヴ」

科目の履修が強く勧められる。 

ｂ）１年次に履修できるドイツ語、フランス語、中国語の選択科目は、通常クラス（「○○語１

/２」履修者）の場合「○○語会話１/２」となり、速修クラス（「○○語インテンシヴ１」履

修者）の場合「○○語インテンシヴ２（秋期）」となる。いずれの科目にも、クラス指定がな

いため、時間割から希望する授業を春期・秋期セットで選び、履修登録する。履修希望者がク

ラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
（3）「体育実習」の種目の選択 

必修科目の「体育実習」には次の種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。 

希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンス

または学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。科目によって抽選となる

場合がある。詳細については便覧「Ⅱ．３．（2）体育実習等の履修要領」の頁を参照すること。 

なお、「T.E.」については、担当教員に直接申し込み、健康診断書を提出するとともに、自己の身体状 

況を詳細に説明する。 

 

 
 

◆外国人留学生の外国語科目の履修について 

 留学生は、必修科目の「アカデミック日本語１Ａ/１Ｂ」、「アカデミック日本語２

Ａ/２Ｂ」（４科目４単位）を履修します。 

 １言語コースの場合は日本語のみ、２言語コースの場合は日本語と組み合わせるも

う１言語を選択して２言語としますが、母語を選択することはできません。 

 ２言語コースの場合には、「アカデミック日本語１Ａ/１Ｂ」、「アカデミック日本

語２Ａ/２Ｂ」の日本語必修科目に加えて、選択した言語の科目を履修することができ

ます。 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期

春期 ドイ ツ語イ ンテンシヴ1 ドイ ツ語イ ンテンシヴ1

秋期 ドイ ツ語イ ンテンシヴ2 ドイ ツ語イ ンテンシヴ2

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期
７限目

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

 週 2 回授業
を行う科目 
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（4）必修科目のクラス選択 
「法学Ａ/Ｂ（注：総合教育科目）」、「憲法Ａ/Ｂ」、「民法総則Ａ/Ｂ」、「親族法・相続法

Ａ/Ｂ」の８科目は、それぞれ２クラスずつ開講されているので、いずれかのクラスを選択する

が、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。選択にあたってはシラバ

スや便覧の教員紹介等を参考にする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（5）選択科目の選択 
総合教育科目の選択科目を、履修制限単位である４２単位を超えない範囲で選択する。 

総合教育の選択科目は、全て半期ごとの科目となっており、原則として同じ名称の科目が春期

に「Ａ」、秋期に「Ｂ」というように配当されているので、基本的にはこれを連結して履修す

ることが望ましい。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うこと

がある。 

「情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ」はそれぞれ複数クラス開講されており、クラスごとに受講定員が設定

されているので、履修を希望する場合は、情報処理ガイダンスに出席し、指示に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 英語１

秋期 英語２

春期 ドイツ語１

秋期 ドイツ語２

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期

４限目

５限目

６限目

７限目

１限目

２限目

３限目
体育実習
（剣道）

体育実習
（柔道）× 当選し

た種目 

当選した種目以
外の種目は履修
できません。 

 
 

 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 法　学A プレゼミA 英語１

秋期 法　学Ｂ プレゼミＢ 英語２

春期 ドイツ語１ 民法総則A

秋期 ドイツ語２ 民法総則Ｂ

春期 親族法・相続法A

秋期 親族法・相続法B

春期 憲　法A

秋期 憲　法Ｂ

春期

秋期

春期

秋期

５限目

６限目

７限目

体育実習
（剣道）

４限目

３限目

１限目

２限目

   2 ｸﾗｽの中
から選択 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 法　学A プレゼミA 英語１

秋期 法　学Ｂ プレゼミＢ 英語２

春期 ドイツ語１ 情報処理A 民法総則A 心理学Ａ

秋期 ドイツ語２ 情報処理B 民法総則Ｂ 心理学Ｂ

春期 社会学A 歴史学A 親族法・相続法A

秋期 社会学B 歴史学B 親族法・相続法Ｂ

春期 憲　法A

秋期 憲　法Ｂ

春期

秋期

春期

秋期

体育実習
（剣道）

４限目

５限目

１限目

２限目

６限目

７限目

３限目

定員調整を受
けて履修 

 

同じ科目の
A/B を選択 

同じ科目の
A/B を選択 
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２．第 2 年次 

 
２年次の履修制限単位（履修できる単位）は、４２単位である。ただし、指定された資格・検定

およびキャリア形成による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位

はこれに含まない。 

前年度までに修得した単位数を確認するには、「法律学科」末尾にある「進級・卒業（単位修得）

チェックリスト」を使用するとよい。 

履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 

 
（1）「法学演習基礎」の設定 

前年度の秋期に事前登録を行った「法学演習基礎」について履修登録するものとする。 

 

（2）再履修科目の設定 
１年次に不合格となった必修科目がある場合には、２年次において再び履修し単位を修得しな

ければならない。 

再履修が必要とされる1年次の必修科目は、「法学Ａ/Ｂ」、「体育実習」、「憲法Ａ/Ｂ」、

「民法総則Ａ/Ｂ」「親族法・相続法Ａ/Ｂ」、「プレゼミＡ/Ｂ」、および外国語科目の必修科

目である。 
外国語必修科目について不合格の科目がある場合、英語、スペイン語、ロシア語、韓国語につ 

いては、１年次の必修科目と２年次の科目を並行して履修することができるが、ドイツ語、フラ 
ンス語、中国語については、先修条件があるので注意すること。また、英語を含むコースを選択
した者で、「英語１/２」が不合格であった場合は、再履修用に指定されたクラスを履修するこ
と。 

  

（3）外国語科目の設定 
１年次に選択したコースおよび言語は、２年次以降変更することはできない。 

 

ア）２言語コースの場合 

ａ）必修科目の「英語」は、クラス指定されるので、指定されたクラスを春期・秋期とも履修

する。 

ｂ）選択した言語の選択科目として、「○○語３（春期）」および「○○語４（秋期）」を履

修する。ドイツ語、フランス語、中国語の場合は、「○○語３/○○語４」以外の選択科目

を履修してもかまわない。１年次に「インテンシヴ１/インテンシヴ２」を履修した者は、

「中級○○語」を履修できる。 

 

イ）１言語コースで英語を選択している場合 

ａ）必修科目の「英語」は、クラス指定されるので、指定されたクラスを春期・秋期とも履修

する。 

ｂ）選択科目を２科目２単位履修することで、卒業所要単位を満たすことができる。選択科目

にクラス指定はないので、時間割から希望する授業を春期・秋期セットで選び U、履修登録す

る。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

ウ）１言語コースでドイツ語、フランス語、中国語のいずれかを選択している場合 

ａ）選択科目として「○○語３（春期）」および「○○語４（秋期）」を原則として履修し、

さらに２単位の選択科目を履修することで卒業所要単位を満たすことができる。１年次に 

「インテンシヴ１/インテンシヴ２」を履修した者は、「中級○○語」を履修できる。 
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（4）必修科目および選択必修科目のクラス選択 
必修科目の「物権法・担保物権法Ａ/Ｂ」、「債権総論Ａ/Ｂ」、「刑法総論Ａ/Ｂ」の６科

目は、それぞれ２クラスずつ開講されており、いずれかのクラスを選択するが、Ａ科目・Ｂ科

目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。ただし再履修でＡ科目・Ｂ科目いずれかを

履修する場合はその限りではない。 

選択必修科目の「民事手続法Ａ/Ｂ」と「刑事手続法Ａ/Ｂ」は４科目８単位の内、いずれか

２科目４単位を必ず選択する。また、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員で連結し履修しなくてはなら

ない。ただし再履修はその限りではない。 

 

（5）選択科目の選択 
総合教育の選択科目については、２年次までに卒業所要単位（１２単位）を満たすように履 

修する。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

「スポーツ実習Ａ」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。 

希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンス

または学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。科目によって抽選となる

場合がある。詳細については便覧「Ⅱ．３．（3）スポーツ実習の履修要領」の頁を参照する

こと。 

「情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ」を履修する場合は、情報処理ガイダンスに出席し、指示に従うこと。 

専門の選択科目については、２年次に配当される「経済学原論Ａ/Ｂ」、「政治学原論Ａ/Ｂ」

「国際刑事司法と紛争処理Ａ/Ｂ」の他に、選択必修科目として履修しない「民事手続法Ａ/Ｂ」

もしくは「刑事手続法Ａ/Ｂ」のいずれかの科目を選択科目として履修することができる。 
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３．第3年次 
 
３年次の履修制限単位は４６単位である。ただし、指定された資格・検定およびキャリア形成に

よる単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位はこれに含まない。 

 ２年次までに修得すべき単位を取り残している場合は、まず未修得科目を登録し、次に３年次配

当科目を満たすように履修する。 

前年度までに修得した単位数を確認するには、「法律学科」末尾にある「卒業（単位修得）チェ

ックリスト」を使用するとよい。 

なお、履修時間割の作成にあたっては、３年次生を対象にキャリア形成支援センターが実施する

「就職支援講座等」の日程も考慮に入れること。 

履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 
 

（1）「法学演習Ⅰ」の設定 
前年度の秋期に事前登録を行った「法学演習Ⅰ」について履修登録するものとする。 

 

（2）再履修科目の設定 
１・２年次に不合格となった必修および選択必修科目がある場合には、３年次において再び

履修し単位を修得しなければならない。 
外国語必修科目について不合格の科目がある場合、英語、スペイン語、ロシア語、韓国語に

ついては、並行して履修することができるが、ドイツ語，フランス語，中国語科目については、
先修条件が設定されているので注意すること。また、英語を含むコースを選択した者で、「英
語１/２」「英語３/４」が不合格であった場合は、再履修用に指定されたクラスを履修するこ
と。 
２年次に「法学演習基礎」が不合格であった場合は、履修ガイダンス時に学生係に申し出て

指示を受けること。「法学演習基礎」と「法学演習Ⅰ」は並行して履修することができる。 
 

（3）必修および選択必修科目のクラス選択 
必修科目の「債権各論Ａ/Ｂ」および「刑法各論Ａ/Ｂ」については、それぞれ２クラスずつ

開講されており、いずれかのクラスを選択するが、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修

しなくてはならない。ただし再履修はその限りではない。 

選択必修科目の「会社法Ａ/Ｂ」、「行政法総論Ａ/Ｂ」、「労働法Ａ/Ｂ」については、６

科目１２単位の中からいずれか２科目４単位を必ず選択する。また、Ａ科目・Ｂ科目は同一教

員で連結し履修しなくてはならない。ただし再履修でＡ科目・Ｂ科目いずれかを履修する場合

はその限りではない。 

 

（4）専門選択科目の選択 
専門科目の選択科目については、卒業までに９科目３６単位以上を修得する。自己の選択し

た法学演習教員が担当する関連科目があればこれを履修し、法学演習における学習を補完する

ことが望ましい。 

 

（5）外国語科目の選択 
３年次に配当される外国語科目を継続して履修することができる。また、２年次までに外国

語科目の卒業所要単位をすべて満たしている場合は、これまでに履修した言語の他にもう１言

語を履修することができる。卒業所要単位を超えて修得した単位は、自由選択枠の卒業所要単

位として認定される。 

２年次までに卒業所要単位を満たしていない場合は、３年次で卒業所要単位を満たすように

履修する。 
 

（6）総合教育科目の選択 
３年次においても継続して総合教育科目を履修することができ、２年次までに卒業所要単位

を満たしていない場合は、３年次で卒業所要単位を満たすように履修する。卒業所要単位を超

えて修得した単位は、自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 
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「スポーツ実習Ｂ」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。 

希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンス

または学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。科目によって抽選となる

場合がある。詳細については便覧「Ⅱ．３．（3）スポーツ実習の履修要領」の頁を参照する

こと。 

 

４．第4年次 

 
履修制限単位（履修できる単位）は、４８単位である。ただし、指定された資格・検定およびキ

ャリア形成による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位はこれに

含まない。 

卒業には、自由選択枠（６単位）を含め卒業所要単位（１２４単位）を全て満たさなければなら

ない。 

履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 

 

（1）「法学演習Ⅱ」の設定 
３年次に履修した「法学演習Ⅰ」と同じ担当教員の「法学演習Ⅱ」を履修する。 

 

（2）再履修科目の設定 
不合格となっている必修・選択必修科目がある場合には、４年次において再び履修し単位を

修得しなければならない。 

「法学演習Ⅰ」が不合格であった場合は、履修ガイダンス時に学生係に申し出て指示を受け

ること。また、「法学演習Ⅰ」と「法学演習Ⅱ」は並行して履修することができるが、担当教

員は同じでなければならない。 

 

（3）選択科目の選択 
すべての卒業所要単位を満たすように履修する。卒業所要単位を超えて修得した単位につい

ては、自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 

「スポーツ実習Ｃ」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。 

希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンス

または学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。科目によって抽選となる

場合がある。詳細については便覧「Ⅱ．３．（3）スポーツ実習の履修要領」の頁を参照する

こと。 
 
 

５．高学年生 
 
高学年生とは、学部の修業年限（４年（８期））終了時において卒業所要単位未修得により、引

き続き在学して履修を継続する者をいい、「卒業所要単位」を満たすよう科目を履修しなければな

らない。特に、以下の点に留意すること。 

ア）高学年生は、各自の入学年度に応じた課程を履修する。 

イ）高学年生の授業料については、「国士舘大学納入金規定」を参照すること。 

 

  

 

６．留年・復学・再入学 
 
留年・復学は各自の入学年度に応じた課程を履修する。再入学は再入学した学年の課程を履修す

る。 
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進級卒業（単位修得）チェックリスト 

 
※修得した科目を○で囲み、右の欄に修得単位数を記入すること。                法律学科 

 ※ 学則第４０条第３項に基づく「特別講義」である。開講科目は毎年度変更される。 

卒業所要

単位 単位 単位 単位 単位

４

２

２ スポーツ実習Ｂ ２ スポーツ実習Ｃ ２

２

１ １

１ １

１ １

１ １

１ １

１ １

各１

各１

１

１

２

２ １

１ １

１ １

１

各１

１

１

２

２ １

１ １

１ １

１

各１

１

１

２

２ １

１ １

１ １

１

各１

１

１

１

１

ス
ペ
イ
ン
語

必修
スペイン語１

スペイン語２

選択

中国語インテンシヴ１

選択

中国語インテンシヴ２

中国語会話１

中国語会話２

中級フランス語A/B/C/D

中
国
語

必修
通常ｸﾗｽ

　中国語１

　中国語２

フ
ラ
ン
ス
語

必修
通常ｸﾗｽ

　フランス語１

フランス語３

フランス語４

フランス語会話３

フランス語会話４

フランス語インテンシヴ２

選択

　ドイツ語２

速修ｸﾗｽ ドイツ語インテンシヴ１

フランス語会話１

　フランス語２

速修ｸﾗｽ フランス語インテンシヴ１

フランス語会話２

ドイツ語会話３

ドイツ語会話４

８単位

英語２

選択

英会話１

英会話２

TOEIC英語１

英会話４

TOEIC英語３

選択

ドイツ語会話１

ドイツ語会話２

中級ドイツ語A/B/C/D

TOEIC英語４

ドイツ語インテンシヴ２ ドイツ語３

ドイツ語４

通常ｸﾗｽ
　ドイツ語１

TOEIC英語２

マルチメディア英語A/B/C/D

社会科学概論A/B

英語３

英語４

英会話３

※　世田谷６大学コンソーシアム提供科目

心理学A/B 異文化の理解A/B 日本事情C(地方地誌)

現代人間論A/B

外
　
国
　
語
　
科
　
目

英
語

必修
英語１

ド
イ
ツ
語

必修

政治学A/B 日本事情B(近代日本の歩み)

日本事情B(日本の国際化)

日本語表現法A/B

経済学A/B

社会学A/B 日本事情C(自然環境)

Webデザインの基礎

コンピュータネットワーク

歴史学A/B 防災リーダー養成論実習

地理学A/B 情報処理D 日本事情A(日本の歴史)

日本事情A(日本の現代文化)

日本史A/B 欧米文化論（フランス）Ａ/Ｂ

欧米文化論（アメリカ）Ａ/Ｂ

西洋史A/B 防災リーダー養成論

東洋史A/B

情報科学

統計学（基礎統計）

人間と地球環境

かけがえのない地球環境

漢文学A/B 欧米文化論（イギリス）Ａ/Ｂ

外国文学A/B

国文学A/B

欧米文化論（ドイツ）Ａ/Ｂ

自然科学(生物系A/Ｂ)

自然科学(地学系A/Ｂ)

現在の
　修得単位科　目 科　目 科　目 科　目

必　修
法　　　学

体育実習

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

宗教学A/B 統計学(推定・仮説検定の実務)

スポーツ実習Ａ

哲学A/B 科学・技術・社会論A/B

スペイン語３

スペイン語４

英語ワークショップA/B/C/D

中国語３

中国語４

中国語会話３

中国語会話４

速修ｸﾗｽ

中級中国語A/B/C/D

総
合
教
育
科
目

選　択 １２単位

教育学A/B 身体と運動A/B

文化人類学A/B

倫理学A/B

６単位

各２

論理学A/B

自然科学(化学系A/Ｂ)

自然科学(物理系A/Ｂ)

文系数学(基礎)

文系数学(応用)

※上記網掛は、留学生科目です

科学技術の現代史A/B

情報処理A

情報処理B

情報処理C

コンピュータシステム
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※：随意科目は卒業所要単位に含まれないので注意すること。  

卒業所要

単位 単位 単位 単位

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１ １

１ １

各１

各１

各２ 各２ ４

各２ 各２

各２ 各２

各２ ４

民事手続法A/B　　 各２ 会社法A/B

刑事手続法A/B　　 各２ 行政法総論A/B

労働法A/B

各２

各２ 会社法A/B(※2)

各２

各２ 比較憲法A/B

各２ 教育法A/B

各２

税法A/B

不動産法A/B

法女性学A/B

法社会学A/B 財政学A/B

法思想史A/B 国際法A/B

不法行為法

各２

資格・検定（司法書士） ８

資格・検定（知的財産管理技能検定１級） ８

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定２級） ６

資格・検定（社会保険労務士） ６

資格・検定（宅地建物取引士）

資格・検定（ビジネス実務法務検定２級）

資格・検定（ビジネス実務法務検定３級）

各２ 各２ 各２

２

２

総合

各２

検定英語１/２/３/４　　　検定ドイツ語１/２/３/４　　　検定フランス語１/２/３/４　　　　検定中国語１/２/３/４　　 各１

１２４単位

外

国

語

科

目

履修制限単位
（教職・随意科目を除く） （教職・随意科目を除く）

４８単位４２単位

韓国語１

履修単位

アカデミック日本語１B

選択

アカデミック日本語４A

アカデミック日本語３B アカデミック日本語４B

日本語スキルアップA/B

日
本
語

（
留
学
生
の
み

）

必修

アカデミック日本語１A

ロシア語２

選択
ロシア語３

ロシア語４

必修

ロ
シ
ア
語

必修
ロシア語１

韓
国
語

韓国語２

選択
韓国語３

韓国語４

資
格
・
検
定

資格・検定（行政書士）

１年次 ２年次 ３年次

科　目 科　目 科　目 単位

現在の
修得単位

アカデミック日本語２A

アカデミック日本語２B

ビジネス日本語A/B

アカデミック日本語３A

４年次

科　目

（教職・随意科目を除く）

４２単位 ４６単位

（教職・随意科目を除く）

専

　

　

門

　

　

科

　

　

目

必　修

憲法A/B 物権法・担保物権法A/B 債権各論A/B 各２

プレゼミA/B 法学演習基礎

選択必修

法学演習Ⅱ

４８単位
民法総則A/B 債権総論A/B 刑法各論A/B 各２

親族法・相続法A/B 刑法総論A/B 法学演習Ⅰ ４

各２

８単位各２

各２

選　択

民事手続法A/B（※2）　　 労働法A/B(※2) 民事訴訟法A/B 独法A/B 経営法学A/B

各２

３６単位

刑事手続法A/B（※2）　　 被害者学A/B 仏法A/B 法情報学A/B

知的財産法特講ⅠA/ⅠB 行政法総論A/B(※2) 法哲学A/B 日本法制史A/B

経済学原論A/B(2・3・4年共通） 倒産処理法A/B 経済政策A/B 西洋法制史A/B

知的財産法A/B 金融法A/B

国際刑事司法と紛争処理A/B

（2・3・4年共通）

行政法各論A/B 労働保護法A/B 刑事法特殊講義A/B

社会保障法A/B 私的紛争処理法A/B

政治学原論A/B(2・3・4年共通）

経済法A/B 金融商品取引法A/B

国際取引法A/B 商法総則・商行為A/B

犯罪学A/B 刑事訴訟法A/B 国際法特殊講義A/B

少年非行と少年法A/B

民事執行・保全法A/B

英米法A/B 国際私法A/B 手形法・小切手法A/B

文献講読(英語)A/B 犯罪者処遇法A/B

文献講読(独語)A/B 犯罪学特殊講義A/B

文献講読(仏語)A/B スポーツ法学A/B

スポーツ法政策史A/B

寄附講座Ⅰ　　寄附講座Ⅱ　　　　寄附講座Ⅲ　　寄附講座Ⅳ　　　　寄附講座Ⅴ　　

資格・検定（法学検定アドバンスト<上級>コース）
各４

資格・検定（知的財産管理技能検定２級） 資格・検定（通関士）

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級） 資格・検定（知的財産管理技能検定３級）

各２資格・検定（法学検定スタンダード<中級>コース）

資格・検定（ビジネス著作権検定上級）

外国語
海外演習1（※１）　　（カナダ／アメリカ／オーストラリア／イギリス／中国／韓国／ニューヨーク）

資格・検定

総合教育科目、外国語科目、専門科目の卒業所要単位を超えて修得した科目

随　意　（※） 法研指導ⅠA/B～ⅢA/B 法研指導ⅣA/B～ⅦA/B 法研指導ⅧA/B～XⅣＡ/B  

　自由選択枠

キャリア
形成

６単位

ボランティア活動

インターンシップ

他学部科目、首都圏西部大学単位互換科目

キャリアデザイン １

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修
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現代ビジネス法学科教育研究上の目的・方針 
 

○ 教育研究上の目的 

 グローバル化・情報化が進む企業社会では、近年、解決困難な問題が次々と生起しており、これに対

応できる新しいビジネス法学教育が求められている。本学科は、このような要請に応えるため、企業法

務を中核とし、これに加えて国際ビジネスと知財ビジネスという 2 分野にわたるビジネス法学の基礎的

知識を修得し、グローバルに活躍することができる人材を育成する教育・研究を目的としている。この

目的を遂行するために、チャレンジ精神・プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力などの「企

業人基礎力」をも重視する教育に取り組んでいる。 

 

○ 入学者受入の方針(アドミッションポリシー) 

① 知識・理解 

 高等学校で履修した主要教科について、基礎的な知識を有しており、基本的内容を理解している。 

② 思考・判断 

 社会に関する様々な問題を論理的に思考し、他者との対話を通じて理性的判断ができる。 

③ 関心・意欲 

 様々な社会に関する諸問題について関心を有している。 

 本学科の教育を通じて得た知識により、グローバル化した企業社会に貢献しようとする意欲を有して

いる。 

④ 態度 

 資格・検定、スポーツ・ボランティアなど諸活動において、自ら高い目標を掲げ努力を続けてきてい

る。 

⑤ 技能・表現 

 社会に関する諸問題について、討論や文章を通して自己の見解を適切に表現できる。 

 

○ 教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシー) 

① 企業法務を中核とし、これに加えて国際ビジネスと知財ビジネスという 2 分野については、4 年間

で基礎から発展へと順を追って体系的に履修できるだけでなく、ビジネスに関連する経済・経営・国

際関係に関する科目をも配置している。 

② 現代企業論、企業法務論、企業犯罪と法、税と企業、裁判外紛争処理法など、斬新な科目を配置し

ている。 

③ 近年、企業法務においては知的財産法に関する知識が不可欠になってきているが、知的財産法、特

許と法、著作権と法、デザインと法など、知財ビジネス系の科目については他大学に見られない充実

した科目配置を実現している。 

④ 1 年から 4 年まで演習（ゼミ）科目を必修とし、少人数で主体的な学習を身につけつつ、多彩な応

用科目を選択科目で学びさらに発展的知識を身につけることができる。 

⑤ 各学年ごとに、無理のない効果的な学習ができるように履修上限単位を設けている。 

⑥ シラバスに示した成績評価の判定基準を厳格に適用している。また、基礎科目は履修しやすい時間

帯に配当している。学生による授業改善アンケートを活用して、その結果を学生にフィードバックす

る双方向システムを構築している。 

⑦ 資格試験や公務員試験を目指す人のために、法研指導という試験対応科目を設けており、ビジネス

実務法務検定試験や知的財産管理技能検定試験の受検を推奨している。 

 

○ 学位授与の方針(ディプロマポリシー) 

① 知識・理解 

 ビジネス法学についての体系的・専門的知識および応用能力を身に付けている。 

② 思考・判断 

 広い視野と柔軟な思考によって、ビジネス法学に関する課題解決能力を身に付けている。 

③ 関心・意欲 

 企業法務・国際ビジネス・知財ビジネスの分野で活躍しようとする意欲がある。 

④ 態度 

 ビジネス社会人としての自覚を持ち、積極的に責任を果たそうとする。 

⑤ 技法・表現 

 プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力などの技能を身に付けている。 

 自己の見解を整理して適切に文章に表現する能力を身に付けている。 
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Ⅰ 卒業所要単位の構成 
 
 
１．卒業所要単位 

卒業所要単位とは、卒業するために最低限必要な単位をいう。一定期間（４年～８年）在学

し、１２４単位以上を修得することによって卒業が認められ、学士（法学）の学位が授与され

る。 

授業科目は、科目の内容から大別して「総合教育科目」、「外国語科目」、「専門科目」の３つ

に区分され、その区分ごとに卒業所要単位が定められているので、それぞれの科目区分の「卒

業所要単位」を満たすように科目を履修しなければならない。 

 

２．自由選択枠 
学生の多様な要求に弾力的に対応し、科目選択の自由度を広げるために、卒業所要単位（１

２４単位）の内訳として１４単位の「自由選択枠」が設定されている。 

「自由選択枠」は、総合教育科目、外国語科目、専門科目の卒業所要単位を超えて修得し

た単位をいい、どの科目で満たしてもよい。 

また、後述するキャリア形成、他学部履修、海外演習および首都圏西部大学単位互換によ

る修得単位も、自由選択枠の単位として認定される。 

 

 

◆卒業所要単位の構成 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．履修上の区分  
授業科目は、その科目の性質とは別に、カリキュラム上の重要性などによって、履修上「必

修科目」、「選択必修科目」、「選択科目」の３つに区分される。 

必修科目………必ず履修しなければならない科目 

選択必修科目…定められた科目群の中から、所定数の科目を選んで必ず履修しなければならな

い科目 

選択科目………各自の希望によって自由に選択できる科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 124 単位 

区分別
自由

選択枠
合計

総合教育科目 ２４

外国語科目 ８

専門科目 ７８

科目区分
卒業所要単位

１４ １２４
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◆各学年次の科目配当表 

※ 学則第 40 条 3項に基づく「特別講義」である。半期科目で毎年変更される。 

単位 単位 科　目 単位

法　　　学Ａ/Ｂ 各２

体育実習 ２

情報処理Ａ　　　　

情報処理Ｂ　　　　 ※２科目選択

スポーツ実習Ａ ２ スポーツ実習Ｃ ２

倫理学Ａ/Ｂ 文化人類学Ａ/Ｂ 教育学Ａ/B

現代人間論Ａ/Ｂ 欧米文化論（イギリス）Ａ/Ｂ 異文化の理解Ａ/Ｂ

西洋史Ａ/Ｂ 欧米文化論（ドイツ）Ａ/Ｂ 情報科学

日本史Ａ/Ｂ 欧米文化論（フランス）Ａ/Ｂ コンピュータシステム

社会学Ａ/Ｂ 欧米文化論（アメリカ）Ａ/Ｂ 身体と運動Ａ/Ｂ

心理学Ａ/Ｂ 科学・技術・社会論Ａ/Ｂ

地理学Ａ/Ｂ 人間と地球環境

政治学Ａ/Ｂ かけがえのない地球環境

経済学Ａ/Ｂ 日本語表現法Ａ/B

哲学Ａ/Ｂ 社会科学概論Ａ/B

論理学Ａ/Ｂ

宗教学Ａ/Ｂ

国文学Ａ/Ｂ

漢文学Ａ/Ｂ

文系数学（基礎）

文系数学（応用）

２

英語１ １ １

英語２ １ １

英会話１ １ １

英会話２ １ １

TOEIC英語１ １ １

TOEIC英語２ １ １

各１

各１

  ドイツ語１ １

  ドイツ語２ １

２

ドイツ語インテンシヴ２ ２ １

ドイツ語会話１ １ １

ドイツ語会話２ １ １

１

各１

　フランス語１ １

　フランス語２ １

２

２ １

フランス語会話１ １ １

フランス語会話２ １ １

１

各１

　中国語１ １

　中国語２ １

２

２ １

中国語会話１ １ １

中国語会話２ １ １

１

各１

スペイン語１ １

スペイン語２ １

１

１

ロシア語１ １

ロシア語２ １

１

１

２

日本事情Ｃ（自然環境）

※【世田谷６大学コンソーシアム提供科目】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の中の農（東京農業大学）　　　　　　研究開発管理論（成城大学）

各２

日本事情Ｃ（地方地誌）

現代社会のメカニズムＡ/Ｂ(※2)

Webデザインの基礎

外国文学Ａ/Ｂ

統計学（基礎統計）

歴史学Ａ/B

科学技術の現代史Ａ/Ｂ

統計学（推定・仮説検定の実務）

日本事情Ｂ（日本の国際化）

自然科学（物理系Ａ/B）

自然科学（地学系Ａ/B）

※上記網掛は、留学生科目です

卒業所要

単位

６単位

単位

各２

日本事情Ａ（日本の歴史）

３年次

科　目科　目

４年次

総
合
教
育
科
目

自然科学（化学系Ａ/B）

自然科学（生物系Ａ/B）

東洋史Ａ/B

日本事情Ａ（日本の現代文化）

日本事情Ｂ（近代日本の歩み）

４単位
情報処理Ｃ

科　目

選択

必　修

コンピュータネットワーク

防災リーダー養成論

防災リーダー養成論実習

選択必修

１年次 ２年次

スポーツ実習Ｂ

情報処理Ｄ

外
　
国
　
語
　
科
　
目 中級フランス語Ａ　　　中級フランス語Ｂ　　　中級フランス語Ｃ　　　中級フランス語Ｄ

ドイツ語会話４

フランス語３

フランス語４

フランス語会話３

８単位

ド
イ
ツ
語

ドイツ語４

選択

フランス語会話４

選択

ドイツ語３

中国語インテンシヴ２

TOEIC英語４

フランス語インテンシヴ１

フランス語インテンシヴ２

英語ワークショップＡ　　英語ワークショップＢ　　英語ワークショップＣ　　英語ワークショップＤ

英会話４

ス
ペ
イ
ン
語

中
国
語

英語３

必修

スペイン語３

英
語

フ
ラ
ン
ス
語

英語４

TOEIC英語３
選択

必修
通常ｸﾗｽ

ドイツ語インテンシヴ１速修ｸﾗｽ

マルチメディア英語Ａ　　　マルチメディア英語Ｂ　　　マルチメディア英語Ｃ　　　マルチメディア英語Ｄ

英会話３

ロ
シ
ア
語

必修

中級中国語Ａ　　　中級中国語Ｂ　　　中級中国語Ｃ　　　中級中国語Ｄ

スペイン語４

選択
ロシア語３

ロシア語４

選択

中国語３

中国語会話４

選択

中国語会話３

中国語４

中国語インテンシヴ１

１４単位

必修

必修

通常ｸﾗｽ

速修ｸﾗｽ

通常ｸﾗｽ

速修ｸﾗｽ

必修

ドイツ語会話３

中級ドイツ語Ａ　　　中級ドイツ語Ｂ　　　中級ドイツ語Ｃ　　　中級ドイツ語Ｄ
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上記のうち資格・検定とキャリア形成については、授業科目として登録する必要はない。各人が資格・検定試験等

を受験し、合格した場合に、所定の単位を認定するものである。 

※1：海外演習１（英語・中国語・韓国語）については、国際交流センターが実施する「海外研修」に参加し、所定の

成績を修めて修得した単位が、外国語科目の自由選択枠の単位として認定される。 

※2：専門科目について、選択必修科目の条件を超えて修得した単位は、選択科目の単位とすることができる。  

※3：随意科目は卒業所要単位に含まれないので注意すること。 

単位 単位 科　目 単位 単位

１

１

１

１

１

１

１

１

１ １

１ １

1

1

1

1

各２ 各２ 英米法Ａ/Ｂ 各２ ４

各２ 各２ 専門ゼミⅡ ４

各２ 各２

各２ ２

各２

企業法務論Ａ/Ｂ(※2)

保険法Ａ/Ｂ

特許と法Ａ/Ｂ

現代家族と法Ａ/Ｂ ＥＵ法Ａ/Ｂ 国際知的財産法Ａ/Ｂ

消費者と法Ａ/Ｂ ミクロ・マクロ経済Ａ/Ｂ 社会福祉と法Ａ/Ｂ

税と生活Ａ/Ｂ 人事管理論Ａ/Ｂ 倒産処理法Ａ/Ｂ

裁判外紛争処理法Ａ/Ｂ 簿記原理Ａ/Ｂ 税と企業Ａ/Ｂ

労使関係と法Ａ/Ｂ 著作権と法Ａ/Ｂ 国際法特講Ａ/Ｂ

デザインと法Ａ/Ｂ 経済法Ａ/Ｂ 国際経済法Ａ/Ｂ

知的財産法特講ⅠＡ/ⅠＢ 国際民事紛争処理法Ａ/Ｂ 財務諸表論Ａ/Ｂ

知的財産法特講ⅡＡ/ⅡＢ 不法行為法 スポーツ法学Ａ/Ｂ

特許明細書作成

民事紛争処理法Ａ/Ｂ 金融商品取引法

知的財産と紛争 銀行取引法

国際関係論Ａ/Ｂ

経済学原論Ａ/Ｂ

資格・検定（司法書士） 8

資格・検定（知的財産管理技能検定１級） 8

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定２級） 6

資格・検定（社会保険労務士） 6

資格・検定（行政書士）

資格・検定（通関士）

各４ 各４ 各４

キャリアデザイン 1

2 キャリアデザインⅡ 2 2

2 法学特殊講義Ⅱ 2 2

2

2

総合

2

各１

４年次

デジタルコンテンツと法

国際刑事司法と紛争処理Ａ/Ｂ

ボランティア活動

インターンシップ

キ

ャ
リ
ア
形
成

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅢ

法学特殊講義Ⅰ 法学特殊講義Ⅲ

２年次

必修

日
本
語

（
留
学
生
の
み

）

選択

外
国
語
科
目

ビジネス日本語A

ビジネス日本語B

アカデミック日本語２B

（教職・随意科目を除く）

検定英語１/２/３/４　　　検定ドイツ語１/２/３/４　　　検定フランス語１/２/３/４　　　　検定中国語１/２/３/４　　

科　目

日本語スキルアップB

アカデミック日本語３A

アカデミック日本語３B

韓国語３

韓国語４

必修

卒業所要

単位科　目

１年次

科　目

３年次

日本語スキルアップA

アカデミック日本語４A

必　修

企業法Ａ/Ｂ

選択必修

企業法務論Ａ/Ｂ

現代企業論Ａ/Ｂ

アカデミック日本語４B

国際取引法Ａ/Ｂ(※2) 法律英語Ａ/Ｂ

憲　　法Ａ/Ｂ

民法入門Ａ/Ｂ ４６単位

行政法Ａ/Ｂ

契約法Ａ/Ｂ

専門ゼミⅠ（半期）

卒業論文

法情報学Ａ/Ｂ

仏　法Ａ/Ｂ

文献講読（独語）Ａ/Ｂ

企業犯罪と法Ａ/Ｂ

各２ ４単位知的財産法Ａ/Ｂ　　　

国際取引法Ａ/Ｂ

２８単位

知的財産法Ａ/Ｂ(※2)

資格・検定（宅地建物取引士）

資格・検定（法学検定スタンダード<中級>コース）

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級）

資格・検定（ビジネス実務法務検定３級）

資格・検定（法学検定アドバンスト<上級>コース）

資格・検定（ビジネス実務法務検定２級） 資格・検定（知的財産管理技能検定２級）

他学部科目、首都圏西部大学単位互換科目から自由に選択

法研指導ⅠA/B～ⅢA/B

選　択

各２

４６単位

自由選択枠

各２

随意(※3) 法研指導ⅣA/B～ⅦA/B 法研指導ⅧA/B～ⅩⅣA/B        

(履修できる単位数) （教職・随意科目を除く） （教職・随意科目を除く） （教職・随意科目を除く）

履修制限単位

総合教育科目、外国語科目、専門科目の卒業所要単位を超えて修得した科目

４２単位 ４８単位

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

外国語

４２単位

韓
国
語

韓国語１

韓国語２

アカデミック日本語１A

アカデミック日本語１B

アカデミック日本語２A

選択

国際法Ａ/Ｂ

国際金融論Ａ/Ｂ

金融システム関連法特講Ａ/Ｂ

文献講読（仏語）Ａ/Ｂ

現代企業論特講Ａ/Ｂ

外国法基礎Ａ/Ｂ 独　法Ａ/Ｂ

１４単位

入門ゼミＡ/Ｂ

資
格
・
検
定

資格・検定（ビジネス著作権検定上級）

資格・検定（知的財産管理技能検定３級）

資格・検定

各４

各２

海外演習１（※1）（カナダ／アメリカ／オーストラリア／イギリス／中国／韓国／ニューヨーク）

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修
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Ⅱ総合教育科目 
 

 

1．総合教育科目のねらいと配当 
 

総合教育科目は、「専門科目の学習に密接に繋がる幅広い基礎的能力の養成」および「地球市民

として必要な一般的知識の修得」をねらいとし、特に「欧米文化論」、「異文化の理解」等、国際性

の養成を目的とした生活文化論あるいは比較文化論的な科目を主軸としている。 

また、早期に情報学・技術を修得させる目的で 1年次に情報学関係の科目を配当している。 

総合教育科目は、下表のとおり配当されており、授業計画表（シラバス）、時間割表等を参考に

して科目を履修し、卒業までに２４単位以上を修得する。２４単位を超えて修得した単位は、自由

選択枠の単位として認定される。 
 

◆総合教育科目の配当表  

※1：「スポーツ実習Ａ/Ｂ/Ｃ」は、配当された学年の学生に限り履修できる。 

 ※ 学則第 40条 3項に基づく「特別講義」である。半期科目で毎年変更される。 

 

 

単位 単位科　目 単位

法　　　学Ａ/Ｂ

体育実習

情報処理Ａ　　　　 情報処理Ｃ

情報処理Ｂ　　　　 情報処理Ｄ ★２科目選択

スポーツ実習Ａ　 ※１ ２ スポーツ実習Ｂ　　※１ ２ スポーツ実習Ｃ　　※１ ２

倫理学Ａ/Ｂ 文化人類学Ａ/Ｂ

現代人間論Ａ/Ｂ 外国文学Ａ/Ｂ

西洋史Ａ/Ｂ 欧米文化論（イギリス）Ａ/Ｂ

日本史Ａ/Ｂ 欧米文化論（ドイツ）Ａ/Ｂ

社会学Ａ/Ｂ 欧米文化論（フランス）Ａ/Ｂ

心理学Ａ/Ｂ 欧米文化論（アメリカ）Ａ/Ｂ

地理学Ａ/Ｂ 科学・技術・社会論Ａ/Ｂ

政治学Ａ/Ｂ 人間と地球環境

経済学Ａ/Ｂ かけがえのない地球環境

哲学Ａ/Ｂ 文系数学（基礎）

論理学Ａ/Ｂ 文系数学（応用）

宗教学Ａ/Ｂ 統計学（基礎統計）

国文学Ａ/Ｂ 統計学（推定・仮説検定の実務）

漢文学Ａ/Ｂ 自然科学（生物系Ａ/B）

東洋史Ａ/B 自然科学（化学系Ａ/B）

歴史学Ａ/B 自然科学（地学系Ａ/B）

教育学Ａ/B 自然科学（物理系Ａ/B）

異文化の理解Ａ/Ｂ 科学技術の現代史Ａ/Ｂ

情報科学 現代社会のメカニズムＡ/Ｂ

コンピュータシステム 日本語表現法Ａ/B

身体と運動Ａ/Ｂ 社会科学概論Ａ/B

Webデザインの基礎 コンピュータネットワーク

日本事情Ａ（日本の歴史） 日本事情Ａ（日本の現代文化）

日本事情Ｂ（近代日本の歩み） 日本事情Ｂ（日本の国際化）

日本事情Ｃ（自然環境） 日本事情Ｃ（地方地誌）

★留学生選択科目

２

２４単位

卒業

所要

単位

２年次

科　目科　目

３年次 ４年次

防災リーダー養成論 防災リーダー養成論実習

各２

必修

１年次

科　目 単位

各２

選択

※　　　世界の中の農　　　　研究開発管理論　　　　【世田谷６大学コンソーシアム提供科目】

１４単位

６単位

４単位
選択
必修

各２

合　　　　　計

２
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２．総合教育科目の履修要領 

 
ア）必修科目 

1 年次に配当されている「法学Ａ/Ｂ」および「体育実習」の３科目６単位を修得する。「体育実

習」の履修要領については次項で説明する。 

 

イ）選択必修科目 

1 年次に、「情報処理Ａ（コンピュータリテラシー・インターネット）」、「情報処理Ｂ（文書作成・

作表・データベース）」、「情報処理Ｃ（プログラミングの基礎）」、「情報処理Ｄ（プログラミング）」

の科目の中から、２科目４単位を修得する。原則として「情報処理Ａ」と「情報処理Ｂ」を履修し、

さらに希望する者は「情報処理Ｃ」「情報処理Ｄ」を履修するものとする。 

 

ウ）選択科目 

選択科目の中から学年の配当区分にしたがって自分が希望する科目を自由に選択し、卒業までに

１４単位以上を修得する。 

３年次以降においても継続して総合教育科目を履修することができ、１４単位を超えて修得した 

単位は、自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 

なお、「日本事情Ａ」、「日本事情Ｂ」、「日本事情Ｃ」は留学生に開講される科目である。 

 

エ）通年科目とセメスター科目の履修 

「体育実習」「スポーツ実習Ａ/Ｂ/Ｃ」は通年科目であるが、これらの科目以外は、すべてセメス

ター科目として配当されている。 

同じ名称の科目が、春期に「Ａ」、秋期に「Ｂ」というように配当されており、基本的にはこれ

を連続して履修するが、春期科目が不合格となった場合にも秋期科目を履修することができる。 

ただし、法学Ａ/ＢはＡ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。 

 

オ）「日本事情」科目（外国人留学生のみ） 

外国人留学生に限り、「日本事情」科目を履修できる。外国人留学生は、２年次までに「日本

事情Ａ」「日本事情Ｂ」「日本事情Ｃ」を履修することが望ましい。その他に、選択科目の中から

希望する科目を自由に履修することができ、１４単位を超えて修得した単位は自由選択枠の卒業

所要単位として認定される。 

 

 

 

 

 

 

◆「情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ」の履修について 

 

 「情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ」は、実際にコンピュータを操作して、インターネットへの 

接続、アプリケーションソフト（ワープロ・表計算等）の活用、プログラミング等につい 

て学習する科目で、原則として１年次に「情報処理Ａ」と「情報処理Ｂ」の２科目を履修 

しますが、各自の能力によっては「情報処理Ａ」もしくは「情報処理Ｂ」に代えて「情報 

処理Ｃ/Ｄ」を履修しても構いません。 

また、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が行う、 

ITに関する基礎知識を測る資格試験である「基本情報技術者試験」、「応用情報技術者試験」 

「ＩＴパスポート試験」、「ＩＴストラテジスト試験」等の合格者には、届け出により「情報処理

Ａ」の単位（成績:優・８０点）を認定します。（注：情報処理Ａの履修登録をしておくこと。） 
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3．体育実習等の履修要領 
 
（1）保健体育教育のねらい 
 

保健体育教育は、身体や身体運動に関する幅広い知識を授け、学問的な思考態度を養うとともに、

身体や身体運動の合理的実践を通して知的、道徳的、身体的教養を育成し、心身ともに健康でゆと

りある生活を実現する能力や態度を育てることをねらいとしている。 
 
（2）体育実習の履修要領 
 

①体育実習の履修年次 

「体育実習」２単位（通年）は、第 1年次に開設されている必修科目であり、開講される種目の

中から一つの種目を選択し履修する。 

 

②体育実習の開講種目と定員及び準備する衣服・用具 
  

③体育実習の種目選択の方法 

体育実習時間割（別途配布）の中から、各個人の希望により自由に選択することができるが、諸

事情を勘案して設けられた各種目の定員の関係から、希望の種目を希望する時限で履修できず、第

２、第３希望の種目・時限になる場合もある。 

種目の選択にあたっては、「体育実習時間割」を参照し、他の履修科目と重複しないように種目・

時限（曜日）を選択する。「Ｔ.Ｅ」を履修する者は、健康診断書を提出するとともに、自己の身

体状況を詳細に説明すること。 

種目選択の方法については、Ｗｅｂ上で希望する曜日・時限・種目を登録し、定員を超えた場 

合抽選となる。希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部

ガイダンスまたは学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。 

種目

ｺｰﾄﾞ
種目 定員 準備する衣服・用具

０１ 柔道 ３３ 柔道着

０４ 剣道 ２０ 剣道着、袴

０６ 合気道 ３３ 合気道着（柔道着可）

３７ 空手道 ３３ 空手道着

１２ サッカー ４５ サッカーを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１４ バレーボール ３０（４５） バレーボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１５ バスケットボール ３３ バスケットボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１６ バドミントン ２４（４０） バﾄﾞミントンを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１７ 卓球 ４０ 卓球を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３１ Ｔ．Ｅ． 若干名 運動を制限されている学生の授業（個々の身体的条件に適する諸運動をおこなう）

３２
ﾌｨｼﾞｶﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
（ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸｴｸｻｻｲｽﾞ）

３２ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３５ フットサル ３５ フットサルを行うのに相応しいウェアーとシューズ

３８ アクアフィットネス ２５ 水着、スイミングキャップ、ゴーグル

３９ ダンス　エクササイズ ３５ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

４０
ピラティス
（呼吸法・体幹ｴｸｻｻｲｽﾞ）

３２ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

４１ ヘルスケアトレーニング ２５ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

４２ フィジカルトレーニング ３０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

（　）の定員は体育武道館アリーナで開講する場合の定員

世
田
谷
キ

ャ
ン
パ
ス
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④ガイダンス 

体育実習ガイダンス 

 （第１回授業時） 

４月の授業開始第１週目の授業は体育実習のガイダンスを行う。 

各種目内容の具体的説明、体育実習カード記入上の説明などもあるの 

で、筆記用具を準備して指示された場所に集合すること。（別途配布） 

欠席した場合は、すみやかにメイプルセンチュリーホール３Ｆ管理室 

に申し出ること。 

ガイダンスの実施日程が異なるので受講する場合は、年度毎に確認すること。 

 

⑤評価方法 

（イ）評価方法 

体育実習の評価は、技能程度・進歩度、理解（ペーパーテスト）、態度、運動の実践状況等に

よって総合評価する。 

 

（ロ）出席の重視 

体育実習は特に出席（運動の実践、そのための事前準備）を重視している。体調を整え、全出

席するように努めること。 

 

⑥諸注意事項 

（イ）欠席等の届け出について 

体育実習をやむを得ず欠席（公欠）や見学、遅刻、早退するときは、所定の届け出用紙によっ

て、直接担当教員に届けること。なお、親族の冠婚葬祭、天災、学部行事、及び大学を代表して

大会等へ出場するなどの理由によって欠席する場合は、公欠として認める。 

 

（ロ）掲示連絡について 

予定変更や休講の連絡は、保健体育科目連絡板およびＷｅｂ上で行うので常に注意しておく 

こと。 

 

（ハ）更衣について 

体育館内の更衣室を使用すること。荷物は各自授業実施教場に持参すること。 

 

（ニ）貴重品等の管理について 

貴重品類は、各時限開始前に各種目担当教員に預け出るか、授業実施場所に持って出る等の方

法で、各自で管理すること。更衣室、その他自分の目が届かない場所には絶対に置かないように

すること。腕時計、眼鏡は安全及び破損防止のため、可能な限り身につけないようにすること。 

また、ガイダンス時は、靴等を間違える恐れがあるので、シューズバックや袋などに入れて携

帯すること。 
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（3）スポーツ実習の履修要領 
 
①スポーツ実習の履修年次 

「スポーツ実習」２単位（通年）は、２～４年次（「スポーツ実習Ａ」は２年次、「スポーツ実習

Ｂ」は３年次、「スポーツ実習Ｃ」は４年次）に開設されている選択科目であり、開講される種目

の中から一つの種目を選択する。スポーツ実習は、毎年履修することができる。 

 

②スポーツ実習の開講種目と定員及び準備する衣服・用具 
年度によって、開講種目が変わることがある。 

※スキーは秋期から学内で授業＋集中授業 
 

③スポーツ実習の種目選択の方法 

「スポーツ実習時間割」（別途配布）の中から、各個人の希望により自由に選択することができ

るが、諸事情を勘案して設けられた各種目の定員の関係から、希望の種目を希望する時限で履修で

きず、第２、第３希望の種目・時限になる場合もある。 

種目選択の方法については、Ｗｅｂ上で希望する曜日・時限・種目を登録し、定員を超えた場 

合抽選となる。希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部

ガイダンスまたは学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。 

町田キャンパスの科目を履修し、同一日に世田谷キャンパスでも科目を履修する場合、最低１時

限分の移動時間を設けなければならない。（昼休みをはさんで２時限と３時限の履修については認

められない。） 
 

種目

ｺｰﾄﾞ
種目 定員 準備する衣服・用具

０１ 柔道 ３５ 柔道着

０４ 剣道 ２５ 剣道着、袴

０６ 合気道 ３３ 合気道着（柔道着可）

１２ サッカー ４５ サッカーを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１４ バレーボール ３０（４５） バレーボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１５ バスケットボール ３３ バスケットボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１６ バドミントン ２４（４０） バﾄﾞミントンを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１７ 卓球 ４０ 卓球を行うのに相応しいウェアーとシューズ

２２ スキー ２０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３２
ﾌｨｼﾞｶﾙｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
（ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｸｴｸｻｻｲｽﾞ）

３２ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３８ アクアフィットネス ２５ 水着、スイミングキャップ、ゴーグル

０１ 柔道 ４０ 柔道着

１１ テニス ２５ テニスを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１２ サッカー ３２ サッカーを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１３ ソフトボール ４０ ソフトボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１４ バレーボール ４０ バレーボールを相応しいウェアーとシューズ

１５ バスケットボール ４０ バスケットボールを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１６ バドミントン ４０ バドミントンを行うのに相応しいウェアーとシューズ

１７ 卓球 ４０ 卓球を行うのに相応しいウェアーとシューズ

２０ ゴルフ ２５ ゴルフを行うのに相応しいウェアーとシューズ、手袋、帽子

２２ スキー ２０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

３４ 複合スポーツ ３０ 運動を行うのに相応しいウェアーとシューズ

（　）の定員は体育武道館アリーナで開講する場合の定員

世
田
谷
キ

ャ
ン
パ
ス

町
田
キ

ャ
ン
パ
ス
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Ⅲ 外国語科目 
 

 

1. 外国語科目のねらい 
  
外国の言葉を知ることは、自分の国やその中で育った自分を違った角度から見つめることにつな

がる。大学に入学したのを機に、さらに英語の力に研きをかけると共に、ぜひもう一つの新たな外

国語にも触れることを強く勧める。それによって、より一層、多角的な視点を身につけることがで

きよう。また、外国語の力を養うことは、法律に関する外国の文献を読むことにもつながり、専門

領域における知識を深めることにもなる。 

 これらのことを頭に入れ、どの言語を学びたいかよく考え、以下の外国語の履修要領やシラバス

を参考に、履修する科目を選んでほしい。１年次から４年次に至るまで、学生諸君の様々なニーズ

に応えうる科目編成がなされているが、履修する科目に迷った場合には、外国語教員に相談するよ

うに。 

 

 

2. 外国語科目の履修要領 
 
(1) 単 位 
  

外国語科目を最低８単位取得することが、卒業の条件となる。８単位を超えて取得した単位は、

自由選択枠の卒業所要単位として認定される。なお 1 年間で履修できる単位数に制限はないが、無

理のない履修計画を立てるよう心がけよう。 

 

(2) 言語コース 
  

どの言語を学びたいかを考え、次の言語コースの中から選択する。言語コースに指定した以外の

言語（例えば、英語 1 言語コースの場合、ドイツ語やフランス語）も、1 年次から履修することが

できるが、その単位は自由選択枠の単位となる。 

また、1 年次に指定した言語コースは、原則として変更できない。 

 

ア）1 言語コース 

１つの言語のみで、８単位を取得する。留学生は原則として「日本語」を選択する。 
  

 

 

 

 

 

選択言語 ８単位の内訳 

８単位 必修科目 選択科目 

英語 「英語１/２/３/４」       ４単位 英語     ４単位 

ドイツ語 
「ドイツ語１/２」        

または「ドイツ語インテンシヴ１」 
２単位 ドイツ語   ６単位 

フランス語 
「フランス語１/２」 

または「フランス語インテンシヴ１」 
２単位 フランス語  ６単位 

中国語 
「中国語１/２」 

または「中国語インテンシヴ１」 
２単位 中国語    ６単位 

日本語（留学生のみ） 
「アカデミック日本語１Ａ/１Ｂ/， 

２Ａ/２Ｂ」 
４単位 日本語    ４単位 
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イ）2 言語コース 

英語(４単位)ともう１つの言語(４単位)で、８単位を取得する。様々な言語に触れる機会がある 

ので、２言語コースが推奨される。なお、必修科目以外の英語科目を履修した場合は、自由選択枠

の単位として扱われる。 

また、留学生の場合は、日本語(４単位)ともう１つの言語（４単位）で、８単位を取得するが、

その際、母語を選択することはできない。 

 

言語組み合わせ ８単位の内訳 

４単位 ４単位 必修科目 選択科目 

英語 

ドイツ語 

「英語１～４」 

４単位 

「ドイツ語１/２」 

または「ドイツ語インテンシヴ１」 
２単位 ドイツ語  ２単位 

フランス語 
「フランス語１/２」 

または「フランス語インテンシヴ１」 
２単位 フランス語 ２単位 

中国語 
「中国語１/２」 

または「中国語インテンシヴ１」 
２単位 中国語   ２単位 

スペイン語 「スペイン語１/２」 ２単位 スペイン語 ２単位 

ロシア語 「ロシア語１/２」 ２単位 ロシア語  ２単位 

韓国語 「韓国語１/２」 ２単位 韓国語   ２単位 

     
言語組み合わせ 

（留学生用） 
８単位の内訳 

４単位 ４単位 必修科目 選択科目 

日本語 

英語 

「アカデミック

日本語１Ａ/１

Ｂ，２Ａ/２Ｂ」 

４単位 

「英語１/２/３/４」４単位 ４単位   

ドイツ語 
「ドイツ語１/２」 

または「ドイツ語インテンシヴ１」 
２単位 ドイツ語  ２単位 

フランス語 
「フランス語１/２」 

または「フランス語インテンシヴ１」 
２単位 フランス語 ２単位 

中国語 
「中国語１/２」 

または「中国語インテンシヴ１」 
２単位 中国語   ２単位 

スペイン語 「スペイン語１/２」 ２単位 スペイン語 ２単位 

ロシア語 「ロシア語１/２」 ２単位 ロシア語  ２単位 

韓国語 「韓国語１/２」 ２単位 韓国語   ２単位 

 

 

(3) 言語別の履修方法 
 

ア）英語 
 

１年次配当科目   ２年次配当科目  
授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 英語１* １  必修 英語３* １ 

英語２* １  英語４* １ 

選択 

英会話１ １  
選択 

英会話３ １ 

英会話２ １  英会話４ １ 

TOEIC英語１ １  TOEIC英語３ １ 

TOEIC英語２ １  TOEIC英語４ １ 

＊ クラス指定あり。 
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1～4 年次配当科目                  2～4 年次配当科目 

 
 

＊ オーストラリア研修、イギリス研修及びニューヨーク 

研修は、2月中旬より 3月下旬にかけて実施されるため、 

4年次では履修できない。 

各海外演習の詳細は、国際交流センターの海外研修の項目を 

参照すること。 

 

＊「検定英語」は所定の検定試験に合格した者ないし所定の得点を取得した者について単位を認定する。 

 
 
必修科目 

１年次に「英語１」と「英語２」、２年次に「英語３」と「英語４」が必修となる。これらの必

修科目は、入学ガイダンス時に行われる「プレースメントテスト」の結果により、クラス分けがな

されるので、指定されたクラスを履修する。U「プレースメントテスト」を受けないと、クラス指定

を受けられなくなるので、必ず受験すること。 

なお、「英語１」「英語２」「英語３」「英語４」については、それぞれ上級クラス「１－４（Advanced）

も設置されている。受講希望者は、プレースメントテストのほかに選抜試験も受けること。 

履修の順番は、「英語１」「英語２」「英語３」「英語４」となる。 

ただし、いずれかの科目で不合格となった場合は、上位の科目と並行で再履修することができる。

（例：「英語１」で不合格となった場合、次の学期に「英語１(再)」と「英語２」を並行して履修

することができる。） 

 

選択科目 

 英語１言語コースの場合は、選択科目を４科目４単位履修する。２言語コースの場合は、選択科

目を履修する必要はない。２言語コースで英語選択科目を履修した場合は、自由選択枠の単位とな

る。 

なお、全ての選択科目はクラス指定がなく、履修希望者が定員を超えた場合には抽選による定員

調整を行うことがある。抽選および登録の手続きについては、履修ガイダンスでの指示に従うこと。

  

いずれの英語科目にも、必修科目、選択科目ともに、先修条件（履修するために必要な条件）は

ない。 

 

イ）ドイツ語・フランス語・中国語 

＊ いずれも週２時間セットの集中コース。「インテンシヴ１」 

は、「○○語１」と「○○語２」に、「インテンシヴ２」は、 

「○○語３」と「○○語４」に相当する。 

 

授業科目 単位 

選択 

マルチメディア英語Ａ １ 

マルチメディア英語Ｂ １ 

マルチメディア英語Ｃ １ 

マルチメディア英語Ｄ １ 

自由 
選択枠 

海外演習１(カナダ／アメ

リカ／オーストラリア／

イギリス／ニューヨーク） 

２ 

検定英語１/２/３/４ 各１ 

授業科目 単位 

選択 

英語ワークショップＡ １ 

英語ワークショップＢ １ 

英語ワークショップＣ １ 

英語ワークショップＤ １ 

１年次配当科目   ２年次配当科目  
授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 
通常ｸﾗｽ ○○語１ １  

選択 

○○語３ １ 

○○語２ １  ○○語４ １ 

速修ｸﾗｽ ○○語インテンシヴ１ * ２  ○○語会話３ １ 

 ○○語会話４ １ 

選  択 
○○語インテンシヴ２ * ２  ２年次配当科目は、「○○語１」と「○○語２」の

単位が取得済みであることが履修の条件となる。 
○○語会話１ １  
○○語会話２ １  
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1～4 年次配当科目                  2～4 年次配当科目 

＊海外演習の詳細は、国際交流センターの海外研修の 

項目を参照。 

＊「検定英語」は所定の検定試験に合格した者ないし 

所定の得点を取得した者について単位を認定する。 

 
 
必修科目 
通常クラスでは「○○語１」と「○○語２」の２科目２単位が、速修クラスでは「インテンシヴ

１」の１科目２単位が必修となる。通常クラスと速修クラスをあわせて履修することはできない。 

 また、「○○語２」は、「○○語１」の単位を取得済みであることが、履修の条件となる。「○○

語１」が不合格となると、「○○語２」を履修できないので、充分に注意すること。 

 

 

選択科目 

 ドイツ語、フランス語、中国語１言語コースの場合は、選択科目を６科目６単位履修する。２言

語コースの場合は、選択科目を２科目２単位履修する。 

 なお、ドイツ語、フランス語、中国語では、必修科目、選択科目とも、クラス指定はないが、履

修希望者がクラス定員を超えた場合には、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

 

先修条件 

ドイツ語、フランス語、中国語の一部の科目には、履修するために必要な条件（先修条件）が、 

次のように設定されている。履修の際には充分に気をつけること。 

 

科目名 
先修条件 

(以下の単位が取得済みであること) 

「○○語２」 「○○語１」 

「○○語３」 「○○語２」または「インテンシヴ１」 

「○○語４」 「○○語３」 

ただし「○○語３」再履修の場合に限り、「○○語４」との並行履修は可。 

「インテンシヴ２」 「インテンシヴ１」 

「○○語会話１･２」 先修条件なし 

「○○語会話３･４」 「○○語２」または「インテンシヴ１」 

「中級○○語」 必修を含む４単位を取得済みのこと。 

 
なお「○○語１／２／３／４」のいずれかが不合格となった場合、改めて履修登録を行えば、次

の学期にその科目を再履修することができる。再履修者対象に、春期に「○○語２」「○○語４」、

秋期に「○○語１」「○○語３」も開講されている。 

 

 

授業科目 単位 

選択 

中級○○語Ａ １ 

中級○○語Ｂ １ 

中級○○語Ｃ １ 

中級○○語Ｄ １ 

＊必修科目を含む合計４単位を既に取得済みである 

ことが履修の条件となる 

 

授業科目 単位 

自由 

選択枠 

海外演習１（中国） ２ 

検定ドイツ語１/２/３/４ 各１ 

検定フランス語１/２/３/４ 各１ 

検定中国語１/２/３/４ 各１ 

学
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ウ）スペイン語・ロシア語・韓国語 

 
１年次配当科目   ２年次配当科目  

授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 
△△語１ １  選択 

△△語３ １ 

△△語２ １  △△語４ １ 

 
1～4 年次配当科目 

授業科目 単位 
自由 

選択枠 
海外演習１(韓国） ２ 

海外演習の詳細は、国際交流センターの海外研修の項目 

を参照。 

 
必修科目・選択科目 

 必修科目は、「△△語１」と「△△語２」だが、設置科目が少ないため、選択科目の「△△語３」

と「△△語４」も全員が履修することとなる。スペイン語，ロシア語，韓国語に先修条件はない。 

 なお、スペイン語、ロシア語、韓国語では、必修科目、選択科目とも、クラス指定はないが、必

修科目、選択科目とも、クラス指定はないが、履修希望者がクラス定員を超えた場合には、抽選に

よる定員調整を行うことがある。 

韓国語については、「韓国語１／２／３／４」のいずれかが不合格となった場合、改めて履修登

録を行えば、次の学期にその科目を再履修することができる。再履修者対象に、春期に「韓国語２」

「韓国語４」、秋期に「韓国語１」「韓国語３」も開講されている。 
 
 
エ）日本語（留学生対象） 

 
１年次配当科目   ２年次配当科目  

授業科目 単位  授業科目 単位 

必修 

アカデミック日本語１Ａ １  選択 アカデミック日本語３Ａ １ 

アカデミック日本語１Ｂ １  アカデミック日本語３Ｂ １ 

アカデミック日本語２Ａ １     
アカデミック日本語２Ｂ １     

 

 

１～４年次配当科目 
  

 

２～４年次配当科目  

授業科目 単位  授業科目 単位 

選択 日本語スキルアップＡ １  選択 ビジネス日本語Ａ １ 

日本語スキルアップＢ １  ビジネス日本語Ｂ １ 

 
 

３～４年次配当科目 

業科目 単位 

選択 
アカデミック日本語４Ａ １ 

アカデミック日本語４Ｂ １ 

 

必修科目 

 1年次に「アカデミック日本語１Ａ」「アカデミック日本語１Ｂ」「アカデミック日本語２Ａ」「ア

カデミック日本語２Ｂ」の４科目４単位が必修となる。 

 

選択科目 

 日本語１言語コースの場合は、さらに日本語選択科目を４科目４単位履修する。２言語コースの

場合は、日本語選択科目を履修する必要はない。２言語コースで日本語選択科目を履修した場合は、

自由選択枠の単位となる。 
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◆外国語科目の配当表 

※上記のうち資格・検定科目については、合格した者について所定の単位を認定します。 

単位 科目 単位 科目 単位 科目 単位

１ 英語３ １

１ 英語４ １

１ 英会話３ １

１ 英会話４ １

１ TOEIC英語３ １

１ TOEIC英語４ １

各１

各１

ドイツ語１ １

ドイツ語２ １

速修ｸﾗｽ ドイ ツ語イ ンテンシヴ１ ２

２ ドイツ語３ １

１ ドイツ語４ １

１ ドイツ語会話３ １

ドイツ語会話４ １

各１

フランス語１ １

フランス語２ １

速修ｸﾗｽ フランス語インテンシヴ１ ２

２ フランス語３ １

１ フランス語４ １

１ フランス語会話３ １

フランス語会話４ １

各１

中国語１ １

中国語２ １

速修ｸﾗｽ 中国語イ ンテンシヴ１ ２

２ 中国語３ １

１ 中国語４ １

１ 中国語会話３ １

中国語会話４ １

各１

１

１

スペイン語３ １

スペイン語４ １

１

１

ロシア語３ １

ロシア語４ １

１

１

韓国語３ １

韓国語４ １

１

１

１

１

アカデミック日本語３Ａ １ １

アカデミック日本語３Ｂ １ １

各１

各１

２

資格・検定 各１

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 卒業

所要

単位科目

英語

必修
英語１

英語２

選択

英会話１

英会話２

TOEIC英語１

TOEIC英語２

マルチメディア英語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

英語ワークショップＡ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

ドイツ語

必修
通常ｸﾗｽ

選択

ドイツ語インテンシヴ２

ドイツ語会話１

ドイツ語会話２

中級ドイツ語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

フランス語

必修
通常ｸﾗｽ

選択

フランス語インテンシヴ２

フランス語会話１

フランス語会話２

中級フランス語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

中国語

必修
通常ｸﾗｽ

選択

中国語インテンシヴ２

中国語会話１

中国語会話２

中級中国語Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

スペイン語

必修
スペイン語１

スペイン語２

選択

ロシア語

必修
ロシア語１

ロシア語２

選択

韓国語

必修
韓国語１

韓国語２

選択

日本語

(留学生の

み）

必修

アカデミック日本語１Ａ

アカデミック日本語１Ｂ

アカデミック日本語２Ａ

アカデミック日本語２Ｂ

選択

外

国

語

科

目

8単位

自由
選択枠
海外演習1(カナダ／アメリカ／オーストラリア／イギリス／中国／韓国／ニューヨーク）

検定英語１/２/３/４　　検定ドイツ語１/２/３/４　　検定フランス語１/２/３/４　　検定中国語１/２/３/４　　

アカデミック日本語４Ａ

アカデミック日本語４Ｂ

日本語スキルアップＡ/Ｂ

ビジネス日本語Ａ/Ｂ
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Ⅳ 専門科目 
 

1．専門科目のねらいと配当 
 

国際化・情報化が進む現代社会では、従来の法制度では解決しきれない問題が多数発生しており、

新しい法学教育が求められている。これらに対応するために、時代のニーズに合った最先端の法学

を学ぶことを目的としている。 

専門科目は下表のとおり配当されており、履修要領にしたがって卒業までに７８単位以上を修得

する。７８単位を超えて修得した単位は、自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 

 

◆専門科目の配当表 

上記のうち資格・検定とキャリア形成については、授業科目として登録する必要はない。各人が資格・検定試験等 

を受験し、合格した場合に、所定の単位を認定するものである。 

※1: 選択必修科目の条件を超えて修得した単位は、選択科目の単位とすることができる。 

※2：随意科目は卒業所要単位に含まれないので注意すること。  

単位 単位 科　目 単位 単位

各２ 各２ 英米法Ａ/Ｂ 各２ ４

各２ 各２ 専門ゼミⅡ ４

各２ 各２

各２ ２

各２

企業法務論Ａ/Ｂ(※1)

保険法Ａ/Ｂ

特許と法Ａ/Ｂ

現代家族と法Ａ/Ｂ ＥＵ法Ａ/Ｂ 国際知的財産法Ａ/Ｂ

消費者と法Ａ/Ｂ ミクロ・マクロ経済Ａ/Ｂ 社会福祉と法Ａ/Ｂ

税と生活Ａ/Ｂ 人事管理論Ａ/Ｂ 倒産処理法Ａ/Ｂ

裁判外紛争処理法Ａ/Ｂ 簿記原理Ａ/Ｂ 税と企業Ａ/Ｂ

労使関係と法Ａ/Ｂ 著作権と法Ａ/Ｂ 国際法特講Ａ/Ｂ

デザインと法Ａ/Ｂ 経済法Ａ/Ｂ 国際経済法Ａ/Ｂ

知的財産法特講ⅠＡ/ⅠＢ 国際民事紛争処理法Ａ/Ｂ 財務諸表論Ａ/Ｂ

知的財産法特講ⅡＡ/ⅡＢ 不法行為法 スポーツ法学Ａ/Ｂ

特許明細書作成

民事紛争処理法Ａ/Ｂ 金融商品取引法

知的財産と紛争 銀行取引法

国際関係論Ａ/Ｂ

経済学原論Ａ/Ｂ

資格・検定（司法書士） ８

資格・検定（知的財産管理技能検定１級） ８

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定２級） ６

資格・検定（社会保険労務士） ６

資格・検定（行政書士）

資格・検定（通関士）

キャリアデザイン １

２ キャリアデザインⅡ ２ ２

２ 法学特殊講義Ⅱ ２ ２

２

２

７８単位

各４ 各４ 各４法研指導ⅠA/B～ⅢA/B

憲　　法Ａ/Ｂ 行政法Ａ/Ｂ

民法入門Ａ/Ｂ 契約法Ａ/Ｂ

自由

選択枠

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅢ

法学特殊講義Ⅰ 法学特殊講義Ⅲ

ボランティア活動

法情報学Ａ/Ｂ 専門ゼミⅠ

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

キ

ャ
リ
ア
形
成

選択必修

資格・検定（ビジネス実務法務検定３級） 資格・検定（法学検定スタンダード<中級>コース）

資格・検定（ビジネス著作権検定上級）

卒業所要

単位科　目 科　目 科　目

４６単位必　修

現代企業論Ａ/Ｂ 企業法Ａ/Ｂ 卒業論文

入門ゼミＡ/Ｂ

企業法務論Ａ/Ｂ

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

各２

外国法基礎Ａ/Ｂ 独　法Ａ/Ｂ

資格・検定（法学検定アドバンスト<上級>コース）

仏　法Ａ/Ｂ

文献講読（独語）Ａ/Ｂ

４単位知的財産法Ａ/Ｂ　　　　

国際取引法Ａ/Ｂ

法研指導ⅣA/B～ⅦA/B 法研指導ⅧA/B～ⅩⅣA/B    

　　　　　　　　計

随意(※2)

各４

２８単位

知的財産法Ａ/Ｂ(※1) 国際取引法Ａ/Ｂ(※1) 法律英語Ａ/Ｂ

企業犯罪と法Ａ/Ｂ

インターンシップ

資
格
・
検
定

選　択

金融システム関連法特講Ａ/Ｂ

資格・検定（知的財産管理技能検定２級）

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級）

各２

各２

文献講読（仏語）Ａ/Ｂ

国際刑事司法と紛争処理Ａ/Ｂ

デジタルコンテンツと法

資格・検定（宅地建物取引士）

資格・検定（知的財産管理技能検定３級）

各２

資格・検定（ビジネス実務法務検定２級）

現代企業論特講Ａ/Ｂ

国際法Ａ/Ｂ

国際金融論Ａ/Ｂ

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修
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2．専門科目の履修要領 
 

Ⅰ．講義科目（選・必区分） 
ア）必修科目 

１年次から４年次に配当されている２１科目４６単位を全て修得する。 

イ）選択必修科目 

２年次に２科目（４単位）を選択して修得する。将来において会社を起業することを希望する

学生は「企業法務論Ａ/Ｂ」、弁理士などの知的財産関係の仕事に就くことを希望する学生は「知

的財産法Ａ/Ｂ」、国際ビジネスの世界で活躍することを希望する学生は「国際取引法Ａ/Ｂ」を

修得することとする。このように将来の進路との関係から選択必修科目を履修することが望まれ

る。これらの科目で選択必修科目として履修していない科目については、選択科目として履修で

きる。 

ウ）選択科目 

２・３・４年次に共通配当されている選択科目の中から、卒業までに２８単位以上を修得する。

選択にあたっては、イ）で述べたように、将来の進路との関係から選択することが望まれる。 

 

Ⅱ．演習科目 
ア）入門ゼミＡ/Ｂ 

１年次春期に「入門ゼミＡ」秋期に「入門ゼミＢ」が必修科目として配当されている。このゼ

ミでは、大学生活の方法、授業の受け方、発表の方法など大学生活で学ぶべき基本的技法を修得

することを目標とする。 

イ）専門ゼミ 

２年次春期または秋期に「専門ゼミⅠ」、３年次に「専門ゼミⅡ」が必修科目として配当され

ている。４年次には「専門ゼミⅡ」と同じ教員が担当する「卒業論文」を履修し、当該科目にお

いて、卒業論文を作成することになるので、十分検討のうえ選択しなければならない。 

「専門ゼミ」はそれぞれ複数開講されているが、原則として「専門ゼミⅠ」は２０名、「専門

ゼミⅡ」は１５名の定員が設定されているので、専門ゼミⅠの登録にあたっては定員調整と事前

登録が行われる。１年次の春期および秋期に専門ゼミⅠの登録について掲示されるので、授業計

画表（シラバス）や便覧の教員紹介等を参考に専門ゼミⅠを選択して事前登録を行うこと。２年

次の４月登録時においては、事前登録を行った専門ゼミについて履修登録を行う。 

また、選択必修科目や選択科目の中に、自己の選択した専門ゼミ教員の担当する関連科目があ

ればこれを履修するようにする。 

 

Ⅲ．随意科目 
ア）法研指導 

  法曹・司法書士などの資格取得や、各種公務員試験受験を目指す学生のために、基本科目につ

いて知識を確実なものとすることを目的とし、試験勉強の方法を身につけることを含めた指導を行

うクラスである。法学部には法学会の中に法学研修室が設置され、１０号館５階には知財研修室・

比較法制研究所と共同して使用する部屋が設置されている。カリキュラムの中に「法研指導Ⅰ～ 

ⅩⅣ」という科目が開講されており、履修制限単位を気にすることなく受講することができる。法

研指導は、法学研修室の利用を許可されているか否かにかかわらず受講でき、成績評価は行われる

が、卒業に必要な単位には数えることができない随意科目である。 

法研指導として開講される科目は憲法・民法・刑法・行政法・教職指導・捜査実務の６教科であ

り、通常の講義に比べ、受験を意識した指導を行う点に特徴がある。 

両学科に共通する科目として開講されるので、学科を超えて同じ目的を持つ仲間を見つける場と

もなる。夏の法研合宿（９月前半に実施）は、学科・学年を超えた勉学・交流の場として参加者数

が増え続けているが、定員を約５０名として、憲法・民法・刑法・行政法などの勉強をする。法研

指導のクラスには勉学意欲のあふれる学生が集まるため、模擬裁判や法律討論会で活躍する者も多

い。試験勉強のみならず、学生生活の充実や将来の進路を模索するために参加したいという学生も

歓迎する。 
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開講科目と対象学年は「法研指導科目一覧表」のとおりであるが、対象学年ではない学生の受講

も認める。所属する学年よりも低い学年のクラスを受講することにより基礎から勉強したいという

要望、または高いクラスに入って難度の高い勉強をしたいという要望も認められる。 

   

法研指導科目一覧表 

※法研指導ⅩⅣＡ/Ｂは平成 28年度休講とする。平成 29 年度以降については、履修登録時に確認すること。 

 

Ⅳ．寄附講座（法律学科開講科目） 
寄附講座は、学外有識者のご厚意、つまり寄附により開講される講座である。実務教育や社会

人として生きるための教育の場となっているので、体系的な学問を学ぶ前段階で、あるいはこれ

と並行して、早い段階で受講することをお薦めしたい。 

  寄附講座の履修により修得した単位は、他学科履修として専門選択科目の卒業所要単位に認定

される。(他学科履修は１２単位を上限として認定する。) 

 

 

 

 

3．資格・検定の単位認定 
 

以下の資格・検定については、各人が資格・検定試験を受験し、合格した場合に、以下の所定の

単位を専門科目として認定するものである。授業科目として登録する必要はない。 
 

資 格 認定単位  検 定 認定単位 

司法書士 ８単位  知的財産管理技能検定１級 ８単位 

社会保険労務士 ６単位  ファイナンシャル・プランニング技能検定２級 ６単位 

宅地建物取引士、行政書士、 

通関士 
４単位  

知的財産管理技能検定２級 

法学検定アドバンスト〈上級〉コース 

ビジネス実務法務検定２級 

４単位 

   

ファイナンシャル・プランニング技能検定３級 

知的財産管理技能検定３級 

法学検定スタンダード〈中級〉コース、ビジネ

ス実務法務検定３級、ビジネス著作権検定上級 

２単位 

 

 

 

名称 科目 名称 科目 名称 科目

法研指導ⅠＡ/Ｂ 憲　法 法研指導ⅣＡ/Ｂ 憲  法 法研指導ⅧＡ/Ｂ 憲  法

法研指導ⅡＡ/Ｂ 民　法 法研指導ⅤＡ/Ｂ 民　法 法研指導ⅨＡ/Ｂ 民　法

法研指導ⅢＡ/Ｂ 刑　法 法研指導ⅥＡ/Ｂ 刑　法 法研指導ⅩＡ/Ｂ 刑　法

法研指導ⅦＡ/Ｂ 行政法 法研指導Ⅺ/Ｂ 行政法

法研指導ⅫＡ/Ｂ 教職指導

法研指導XIIIＡ/IＢ 捜査実務

法研指導XIVＡ/Ｂ 行政法

１年生 ２年生 ３・４年生
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4. キャリア形成 
将来への目標を定め、進路への意識を高めるために、専門科目における自由選択枠として卒業所

要単位に認定する講座や活動である。 

単位の認定には、指定の講座等を受講・活動した場合に、年度ごとの指定された期日までに所定

の用紙にて申請を行わなければならない（「新聞を用いたスクラップ講座」については履修登録す

ること）。 

◆4月履修ガイダンスにて概要の説明をする。 

※ 1 学年の単位認定は４単位を限度とする。 

※ 異なる講座でも認定する科目名が同一の場合、重複して単位は認められない。 

※ 年度により開講講座は変更する場合がある。詳細は法学部の４月ガイダンスまたは掲示等で確

認すること。 

 

 

 

 

5．法律学科科目等の履修 
 

法律学科に開講されている専門科目で、自分が在籍している学年もしくは下級学年に配当される

科目を履修することができる。ただし、「必修科目」及び「両学科合同で開講している科目」「自由

選択枠の科目」は除く。修得した単位は、１２単位を上限に専門選択科目の卒業所要単位に認定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座等 開講機関 科目名 対象学年 単位

 就職講座 キャリア形成支援センター キャリアデザイン ３年次 １単位

法学特殊講義Ⅰ ２年次受講 ２単位

法学特殊講義Ⅱ ３年次受講 ２単位

法学特殊講義Ⅲ ４年次受講 ２単位

 インターンシップ
キャリア形成支援センター

（同センターの承認）
インターンシップ ３・４学年 ２単位

 ボランティア活動
法人格をもつボランティア団体
（１年以上に亘っての活動）

ボランティア活動 ２・３・４学年 ２単位

・宅地建物取引主任者試験合格対策講座
・行政書士試験合格対策講座
　など指定した講座

　　生涯学習センター

２単位

３年次受講 ２単位

４年次受講 ２単位

・公務員・教員試験対策講座
・警察官・消防官試験対策講座
　など指定した講座

キャリア形成支援センター

法学部
・新聞を用いたスクラップ講座
　（日経メディアプロモーション提携）

２年次受講キャリアデザインⅠ

キャリアデザインⅡ

キャリアデザインⅢ
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6．履修のモデルプラン 
 

 

◆現代ビジネス法学科履修モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２年次） （３年次）

企業法務論Ａ/Ｂ 不法行為法

企業犯罪と法Ａ/Ｂ 保険法Ａ/Ｂ

現代家族と法Ａ/Ｂ 社会福祉と法Ａ/Ｂ

税と生活Ａ/Ｂ 倒産処理法Ａ/Ｂ

消費者と法Ａ/Ｂ 税と企業Ａ/Ｂ

（２年次） （３年次）

知的財産法Ａ/Ｂ 特許と法Ａ/Ｂ

著作権と法Ａ/Ｂ 国際知的財産法Ａ/Ｂ

デザインと法Ａ/Ｂ 特許明細書作成

知的財産と紛争 デジタルコンテンツと法

知的財産法特講ⅠＡ/ⅠＢ

（２年次） （３年次）

国際取引法Ａ/Ｂ 法律英語Ａ/Ｂ

外国法基礎Ａ/Ｂ 仏法Ａ/Ｂ

ＥＵ法Ａ/Ｂ 独法Ａ/Ｂ

経済法Ａ/Ｂ 国際知的財産法Ａ/Ｂ

裁判外紛争処理法Ａ/Ｂ 国際法特講Ａ/Ｂ

国際経済法Ａ/Ｂ

国際民事紛争処理法Ａ/Ｂ

国内ビジネス法

知的財産法

国際ビジネス法
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７．ゼミ研修旅行の実施要領 
 

  

３年次のゼミ（専門ゼミⅡ）では、宿泊によるゼミ研修旅行を実施します。大学から、学生一人

当たり１万５千円の補助金が出ますので、４月初めにゼミごとに研修旅行幹事を選出し、ゼミ研修

旅行費の申請から決算報告までの作業を行います。  

 その際、次の事項に留意してください。 

 

 

【作業手順】 

 

  

 

【提出書類・提出期限・提出先】 

※）提出書類に記入・押印もれがあると受付できません。 

 

 

１ 実施の時期と利用交通機関について 

 決算の関係上、５月～１２月の間に、国内において実施して下さい。 

  原則として、１泊２日とし、他の授業に極力影響のないように計画を立ててください。 

また、交通は公共の機関を利用してください。自家用車の利用は認められません。 

 

２ 補助金の支払い対象者について 

  大学から１万５千円の補助を受けられるのは、３年生で初めてゼミ研修旅行に参加する学生に

限ります。既に参加した学生および聴講生は自費による参加となり、大学からの補助金対象とは

なりませんので注意してください。 

 

３ 欠席者キャンセル料について 

  参加予定者として、補助金を申請した学生が欠席した場合、補助金は大学に返還することにな

ります。 

  ただし、キャンセル料の領収書がある場合に限り、欠席者の補助金（１万５千円）から支出す

ることができます。 

 

４ 保険の適用について 

  学生は、「学生教育研究災害傷害保険」が適用されますので、計画変更の際は、事前に法学部

事務課に届け出てください。 

 

演習担当教
員の押印

提出期限 提出先

　①　学外研修申請書（様式１） １ヶ所

　②　参加者名簿（履修者名簿）

　③　出張申請（教員用） １ヶ所

　①　学外研修報告書（様式２） １ヶ所

　②　仮払金・補助金精算書 １ヶ所

　③　領収書

法学部事務室
担当学生係

提　出　書　類

研修前
（申請書類）

研修後
（報告書類）

支払希望日の
２週間前

研修終了後
１０日以内

計画立案 申　請 現金受領 研修実施 報告

行先・日程等
（様式１の
記載事項）

申請書類
①②③を

提出

教員・学生分
とも教員が

一括して受領

領収書保管
（様式２の
記載事項）

領収書を整理点検
の上、報告書類

①②に添えて提出
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５ 公欠の手続きについて 

  ゼミ研修旅行実施前に、①②の準備をしてください。ゼミ研修旅行実施後③～④の手続きをと

ってください。（①と④については、研修旅行担当者がゼミ単位でまとめて行う） 

 

 

 

 

 

 

注）体育実習の公欠用紙は別様式（保健体育準備室にある所定用紙） 

 

６ 申請手続きについて 

  ゼミ研修旅行の申請は、関係書類を整え、支払いを希望する日の２週間前までに行ってくださ

い。ただし、夏休みや９月に実施する場合は、７月上旬までに申請してください。 

 

７ 領収書について 

  ゼミ研修旅行のために経費を支出した際には、精算のための領収書が必要です。支出出来る経

費は交通費、宿泊費、その他研修を目的とした経費に限られます。飲食費は各自の負担となり

ます。領収書の宛先は「国士舘大学」とし、但し書きは該当品目（宿泊代等）が明記されてい

ることを確認してください。（「上様」、「品代」は無効です）。引率教員の経費も領収書が必要

です。 

自費参加学生（既に参加した学生、聴講生）の経費は、精算の対象となりませんので領収書は

不要です。 

 

８ 残金の返金について 

  学生１人当たりの経費が１万５千円を下回った場合には、残金を返金してください。 

 

９ 精算について 

  ゼミ研修終了後、１０日以内に関係書類を提出してください。提出時、「学外研修決算報告書」

「仮払金・補助金精算書」（領収書添付）に演習担当教員の押印があることを確認してくださ

い。不備のある場合は、再提出となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① （担当者） ② （各自） ③ （各自） ④ （各自）

公欠願用紙
の受領

必要事項
の記入

演習担当
教員の
押印

科目担当
教員に
提出
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８．卒業論文の作成要領 
 

（1）卒業論文の基本方針と作成 
 

法学部学生生活における学究の集大成として、卒業論文を作成しなければならない。その作成

を通して自己の積極的研究態度を発揚するとともに、自己の考えを整理して文章に表現する能力

を育成することを狙いとする。 

卒業論文のテーマは担当教員との相談のうえ決定するものとし、主体性のある論文の構成・内

容となるよう「卒業論文」の授業を通して適宜指導を受けながら作成する。文字量は 10,000 字

以上とし、複数の学生で共同研究を行う場合も各自で個々に卒業論文を作成する。 

「卒業論文」は専門必修科目であり、卒業論文の未提出もしくは提出しても不合格の場合単位は

認定されず、４年次終了時点での卒業は不可能となるので、特に留意すること。 

 

 

 

 

 

卒業論文作成の流れ 

 

卒業論文テーマの決定 

              ↓ 

担当教員の指導を受ける 

              ↓ 

テーマの最終決定 

              ↓ 

卒業論文の執筆開始 

            ↓                  

卒業論文要旨の作成・提出 

  ↓ 

卒業論文の提出 

            ↓ 

審    査 

               ↓ 

単位の認定 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

字  数：４２５字以内 
提出期限：１１月末日 

字  数：１０，０００字以上 
提出期限：１２月最終授業時 
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（2）卒業論文要旨の提出 
 

卒業論文要旨とは、卒業論文の要旨をまとめたものをいい、卒業論文の成果として「SLJ

（Student Law Journal）」に掲載される。卒業論文の要旨を４２５字以内にまとめ、そのテキ

ストファイルとプリントアウトした原稿を、１１月末日までに担当教員へ提出すること。 

 

（3）卒業論文の提出 
 

卒業論文は、以下の様式にて１２月の最終授業時までに提出しなければならない。ただし、

ゼミの担当教員がそれよりも早い提出期限を設定した場合は、担当教員が設定した日を提出期

限とする。この日までに提出できない場合、「卒業論文」の単位は認定されないので、特に留

意すること。 
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Ⅴ 他学部履修 
 

（1）他学部履修 
 

他学部履修とは、学習・研究の達成度をより高めるために他学部・他学科固有の科目を履 

修した場合、これにより修得した単位を所属する学部の単位として認定する制度である。 

他学部履修は、首都圏西部大学単位互換と合わせて卒業までに３０単位を上限に単位を修得 

することができ、１４単位（自由選択枠）の範囲で総合教育科目の卒業所要単位として認定さ 

れる。 

ただし、次の科目を履修して修得した単位については、専門選択科目の単位として認定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）履修の制限 
 

ア）事前の学習あるいは基礎的授業の履修を必要とする授業科目、または実験・実習などのよう

に履修者数を制限する必要がある授業科目については、他学部履修を受け付けることができない

場合がある。また、他学部履修希望科目が在籍学部の必修科目等卒業に必要な授業科目と重複し

た場合は、在籍学部の履修を優先する。 

イ）上級年次配当科目は履修することができない。また、同日中に複数キャンパスの科目を履修

する場合、最低１時限分の移動時間を設定しなければならない。 

 

（3）手続き 
 

ア）履修制限科目でないことを確認する。 

イ）「他学部履修科目履修申込書」に記入し、指定された日までに学部事務課に申し込む。 

ウ）在籍している学部において履修登録を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開講学部・学科 科目名 配当学年 単位数 

 

経営学部経営学科 

 

租税法概論 ３・４年 ２単位 

法人税法 ３・４年 ２単位 

所得税法 ３・４年 ２単位 

相続税法 ３・４年 ２単位 
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Ⅵ 首都圏西部大学単位互換 
 

首都圏西部大学単位互換制度とは、首都圏西部にある大学・短期大学が相互に単位互換協定を結

び、これらの大学に所属する学生が他大学の授業を履修し、修得した単位を所属する大学の単位と

して認定する制度である。詳細については、教務課で実施するガイダンスで確認すること。 

 

 受 講 資 格  

首都圏西部大学単位互換科目を受講するためには、説明会に参加し出願書類の提出が必要。 

 

＜説明会日程＞：詳細な日程等は各学部掲示板にて連絡します。 

・通年科目及び春期科目 ····· ４月のガイダンス期間中 

・秋期科目 ················· ６月中旬頃（予定） 

 

※首都圏西部大学単位互換協定会ホームページ 

（http://www.shutokenseibu.ac.jp/） 

 

 

※ 法学部における単位認定 

 他学部履修と合わせて卒業までに３０単位を上限に履修することができ、１４単位までが

総合教育科目における自由選択枠の卒業所要単位として認定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 世田谷 6 大学コンソーシアム連携授業 
 

本連携授業は、世田谷区内に所在する６つの大学で締結されている協定に基づき実施されている。 

各大学の特色を活かした授業科目を協定大学が相互に提供し、教育・研究の交流による自己啓発と教育

の質向上に資することを目的としている。 

 

 

1. 連係大学 

  国士舘大学、駒澤大学、昭和女子大学、成城大学、東京都市大学、東京農業大学 

 

2. 提供科目 

  開講される科目は、通常の場合、半期科目で毎年度変更されます。詳しくは時間割表等で確認

すること。 

 

 

 

―  

 
【問い合わせ先】 

世田谷教務課（5号館 2 階） 

TEL：03-5481-3203 

Ｅ-mail：tannigokan@kokushikan.ac.jp 
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Ⅷ 教職課程 
 

 

教務課 

 

 

学校の教育職員になるためには、教育職員免許法に定められた免許状を 

取得することが必要です。 

教職課程は、教員免許状を取得するために設けられている課程であり、 

教員を志望する学生は必ずこの課程を履修して免許状を取得しなければ 

なりません。 

 

 

教職課程の履修については、別途「教職課程履修要項」 

が作成されている。 

法学部においては、中学１種「社会」および高校１種 

「公民」の課程が認定されているが、細部は「教職課程 

履修要項」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職課程履修上の諸注意 
 

(1) 教職課程の履修にのぞんでは、将来教職に就くことを強く希望するとともに、教職の重大な

使命を自覚することが大切です。諸君が積極的・真摯な姿勢で取り組むことを期待しています。

単に免許状の取得のみを目的とする履修は望ましくありません。 

 

(2) 教職課程の履修により大学における学習の負担が増大するので、教職課程の履修は 1 年次か

ら計画的に行って下さい。 

 

(3) 履修に際しては途中で安易に放棄することのないよう努力して下さい。履修上困難なことが

起きた時には、教職関係の教員や教務課の教職担当者に相談して下さい。 

 

(4) 教職課程についての学生への連絡は、全て掲示します。各自日常的に注意して下さい。また、

学生ポータルサイト（Kaede-i）に個別に連絡する場合がありますので随時チェック、または

ＰＣ用サイトでお知らせ受信設定をして下さい。 

 

(5) 学年のはじめ等に教職課程関係の履修指導を行いますので、必ず出席して下さい。 

 

(6) ４年次に行う教育実習については、特別の条件や事務手続きが必要となりますので、十分に

注意して下さい。 
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Ⅸ 各学年次の履修要領 
 

１．第 1 年次 
 

１年次の履修制限単位（履修できる上限）は、４２単位である。ただし、指定された資格・検定

による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位はこれに含まない。 

履修登録にあたっては、まず各科目分野ごとの必修・選択必修科目のクラス選択を行い、次に外

国語科目、総合教育科目の選択科目の選択を行って、合計４２単位以内になるよう各自時間割案を

作成する。なお、外国語科目は春期・秋期科目を、総合教育科目の法学と専門科目はＡ科目・Ｂ科

目を連結して履修しなくてはならない。ただし再履修でＡ科目・Ｂ科目いずれかを履修する場合は

その限りではない。履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に

従うこと。 

  

（1）必修科目のクラス確認 
ａ）「入門ゼミＡ/Ｂ」および「法情報学」は指定されたクラスを履修する。 

ｂ） 必修科目の「法学Ａ/Ｂ（※注：総合教育科目）」、「憲法Ａ/Ｂ」、「民法入門Ａ/Ｂ」、「現

代企業論Ａ/Ｂ」の８科目は、それぞれ２クラスずつ開講されており、いずれかのクラスを

選択するが、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。 

この段階では開講曜日・日時をチェックしておくだけで良い。クラス選択は（５）を参照。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）外国語科目の選択 
1)コースの選択  

「２言語コース」か「１言語コース」のいずれかを選択する。基本的には「２言語コース」

を選択することが望ましいが、１外国語について集中的に学びたい学生は「１言語コース」を

選択する。ただし、スペイン語、ロシア語、韓国語の「１言語コース」は選択できない。 

2）言語の選択 

「２言語コース」の場合は、英語と組み合わせるもう一つの言語を、ドイツ語、フランス語、

中国語、スペイン語、ロシア語、韓国語から選び、２言語とする。 

「１言語コース」の場合は、英語、ドイツ語、フランス語、中国語からいずれかの１言語を選 

択する。１年次に選択したコースと外国語は、２年次以降変更できないので注意すること。 
 

月 火 水 木 金 土

春期 憲法Ａ

秋期 憲法Ｂ

春期 入門ゼミA 入門ゼミA 入門ゼミA

秋期 入門ゼミB 入門ゼミB 入門ゼミB

法情報学A
現代企業論Ａ
法情報学B

現代企業論Ｂ

春期 法情報学A 法学Ａ 法情報学A

秋期 法情報学B 法学Ｂ 法情報学B

法情報学A
民法入門Ａ
法情報学B
民法入門Ｂ

春期

秋期

春期

秋期

１限目

２限目

３限目

４限目

６限目

７限目

現代企業論Ａ法学Ａ春期

法学Ｂ秋期

５限目
春期

秋期

憲法Ａ

憲法Ｂ

現代企業論Ｂ

民法入門Ａ

民法入門Ｂ

 

× 

指定された以外の 
クラスは履修でき
ません 

指定された 
クラス 

× 

× 
 

× 

× 

× 

× 

クラス指定のない必
修科目には同一科目
がそれぞれ時間割に
２クラスずつ配当さ
れています。 
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3）科目の選択 

ア）「２言語コース」の場合 （英語＋ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語，ロシア語，

韓国語） 

ａ）英語の必修科目である「英語1（春期）」と「英語２（秋期）」は、英語プレースメントテ

ストの結果をもとにクラス指定されるので、指定されたクラスを春期・秋期ともに履修する。 

ｂ）選択した言語（ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、韓国語）の必修科目である「○

○語１（春期）」および「○○語２（秋期）」は、時間割から希望する授業を春期・秋期セッ

トで選び、履修登録する。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行

うことがある。 

また、ドイツ語、フランス語、中国語は、速修クラスとして、週２コマセットの「○○語イ

ンテンシヴ１（春期）」「○○語インテンシヴ２（秋期）」を履修することもできる。速修ク

ラスを選んだ場合「インテンシヴ１」が必修科目となり、通常クラスの「○○語１」「○○語

２」は履修できない。 

スペイン語、ロシア語、韓国語は、履修希望者が多く抽選となった場合に、履修できるクラ 

スがなくなり、他の言語コースに変更せざるを得ないこともある。抽選および変更の手続きに

ついては、ガイダンスでの指示に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
イ）「1言語コース」で英語を選択した場合 

ａ）英語の必修科目である「英語１（春期）」および「英語２（秋期）」は、プレースメントテス

トの結果をもとにクラス指定されるので、指定されたクラスを春期・秋期ともに履修する。 

ｂ）選択科目を２科目２単位履修する。英語の選択科目には、クラス指定がないため、時間割か

ら希望する授業を春期・秋期セットで選び、履修登録する。履修希望者がクラス定員を超え

た場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の選択科目をさらに２単位履修することも可能である。１年次より履修できる英語選択科

目は、「TOEIC英語１」「TOEIC英語２」、「英会話１」「英会話２」、「マルチメディア英語Ａ」

「マルチメディア英語Ｂ」、「マルチメディア英語Ｃ」「マルチメディア英語Ｄ」の８科目であ

る。それぞれ時間割に複数クラス設定されているので、任意のクラスを選択すること。 

 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期

秋期

春期 ドイツ語１

秋期 ドイツ語２

春期 英語１

秋期 英語２

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期
７限目

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

自 由 に
選ぶ 

指定され
たクラス 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 TOEIC英語１

秋期 TOEIC英語２

春期

秋期

春期 英語１

秋期 英語２

春期 英語１

秋期 英語２

春期

秋期

春期

秋期
７限目

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

指定され
たクラス 

自由に
選ぶ 

指定された以
外のクラスは
履修できませ

 

× 
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ウ）「1言語コース」でドイツ語、フランス語、中国語のいずれかを選択した場合 

ａ）選択した言語の必修科目である「○○語１（春期）」および「○○語２（秋期）」は、時間割

から希望する授業を春期・秋期セットで選び、履修登録する。履修希望者がクラス定員を超

えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

また、ドイツ語、フランス語、中国語は速修クラスとして、週２コマセットの「○○語イ 

ンテンシヴ１（春期）」「○○語インテンシヴ２（秋期）」を履修することもできる。 

速修クラスを選んだ場合、「○○語インテンシヴ１」が必修科目となり、通常クラスの「○○ 

語１」「○○語２」は履修できない。「１言語コース」の場合、速修クラス「インテンシヴ」 

科目の履修が強く勧められる。 

ｂ）１年次に履修できるドイツ語、フランス語、中国語の選択科目は、通常クラス（「○○語１/

２」履修者）の場合「○○語会話１/２」となり、速修クラス（「○○語インテンシヴ１」履修

者）の場合「○○語インテンシヴ２（秋期）」となる。いずれの科目にも、クラス指定がない

ため、時間割から希望する授業を春期・秋期セットで選び、履修登録する。履修希望者がクラ

ス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆外国人留学生の外国語科目の履修について 

 留学生は、必修科目の「アカデミック日本語１Ａ/１Ｂ」、「アカデミック日本語２Ａ/２

Ｂ」（４科目４単位）を履修します。 

 １言語コースの場合は日本語のみ、２言語コースの場合は日本語と組み合わせるもう１

言語を選択して２言語としますが、母語を選択することはできません。 

 ２言語コースの場合には、「アカデミック日本語１Ａ/１Ｂ」、「アカデミック日本語 

２Ａ/２Ｂ」の日本語必修科目に加えて、選択した言語の科目を履修することができます。 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期

春期 ドイ ツ語イ ンテンシヴ1 ドイ ツ語イ ンテンシヴ1

秋期 ドイ ツ語イ ンテンシヴ2 ドイ ツ語イ ンテンシヴ2

春期

秋期

春期

秋期

春期

秋期
７限目

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

週 2 コマセ
ット科目 

週 2 コマセ
ット科目 
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（3）情報処理科目の選択 
「情報処理Ａ（コンピュータリテラシー・インターネット）」、「情報処理Ｂ（文書作成作

表・データベース）」、「情報処理Ｃ（プログラミングの基礎）」、「情報処理Ｄ」の４科目

の中から、原則として「情報処理Ａ」と「情報処理Ｂ」の２科目４単位を履修するが、各自の

能力によっては「情報処理Ａ」・「情報処理Ｂ」もしくは「情報処理Ｃ」・「情報処理Ｄ」を

履修することができる。 

「情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ」は、それぞれ複数クラス開講されており、クラスごとに受講定員が

設定されているので、履修登録および確認までの手順等の詳細については情報処理ガイダンス

に出席し、指示に従うこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）「体育実習」の選択 
必修科目の「体育実習」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。 

種目選択の方法については、Ｗｅｂ上で希望する曜日・時限・種目を登録し、定員を超えた場 

合抽選となる。希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、

学部ガイダンスまたは学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。科目によ

って抽選となる場合がある。詳細については便覧「Ⅱ．３．（2）体育実習の履修要領」の頁を

参照すること。なお、「Ｔ.Ｅ.」については、担当教員に直接申し込み、健康診断書を提出す

るとともに、自己の身体状況を詳細に説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 入門ゼミA

秋期 入門ゼミB

春期 ドイツ語１

秋期 ドイツ語２

春期 英語１ 法情報学A

秋期 英語２ 法情報学B

春期 情報処理Ａ

秋期 情報処理Ｂ

春期 情報処理Ａ

秋期 情報処理Ｂ

春期

秋期

４限目

５限目

１限目

２限目

３限目

６限目

７限目

× 
落選した
クラス 

当選したクラス 
同じ時限の春期・
秋期を選択する。 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 入門ゼミA

秋期 入門ゼミB

春期 ドイツ語１

秋期 ドイツ語２

春期 英語１ 法情報学A

秋期 英語２ 法情報学B

春期 情報処理Ａ

秋期 情報処理Ｂ

春期 情報処理Ａ

秋期 情報処理Ｂ

春期

秋期

体育実習
（サッカー）

７限目

体育実習
(剣道）

１限目

２限目

３限目

４限目

５限目

６限目

× 

当選した種
目以外は履
修できませ
ん。 

当 選 し
た種目 
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（5）必修科目のクラス選択 
「法学Ａ/Ｂ（注：総合教育科目）」、「民法入門Ａ/Ｂ」、「憲法Ａ/Ｂ」、「現代企業論Ａ/

Ｂ」の８科目は、それぞれ２クラスずつ開講されているので、いずれかのクラスを選択するが、

Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。選択に当たってはシラバスや

便覧の教員紹介等を参考にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）選択科目の選択 
総合教育科目の選択科目を、履修制限単位である４２単位を超えない範囲で選択する。 

  総合教育科目の選択科目は、全て半期ごとの科目となっており、原則として同じ名称の科目が春期 

に「Ａ」、秋期に「Ｂ」というように配当されているので、基本的にはこれを連結して履修するこ

とが望ましい。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 入門ゼミA

秋期 入門ゼミB

春期 ドイツ語１ 心理学Ａ 現代企業論A

秋期 ドイツ語２ 心理学Ｂ 現代企業論B

春期 社会学A 英語１ 法情報学A 法　学A

秋期 社会学B 英語２ 法情報学B 法　学Ｂ

春期 民法入門A 情報処理Ａ

秋期 民法入門Ｂ 情報処理Ｂ

春期 情報処理Ａ

秋期 情報処理Ｂ

春期

秋期

２限目

体育実習
(剣道）

６限目

５限目

１限目

７限目

３限目

４限目

選 択 し た
科目 

選択した
科目 

月 火 水 木 金 土

春期

秋期

春期 入門ゼミA

秋期 入門ゼミB

春期 ドイツ語１ 現代企業論A

秋期 ドイツ語２ 現代企業論B

春期 英語１ 法情報学A 法　学A

秋期 英語２ 法情報学B 法　学Ｂ

春期 憲　法A 民法入門A 情報処理Ａ

秋期 憲　法Ｂ 民法入門Ｂ 情報処理Ｂ

春期 情報処理Ａ

秋期 情報処理Ｂ

春期

秋期

４限目

１限目

２限目

３限目

体育実習
(剣道）

７限目

５限目

６限目

  
2 ｸﾗｽの中
から選択 

2 ｸﾗｽの中
から選択 
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2．第 2 年次 
 

２年次の履修制限単位（履修できる単位）は、４２単位である。ただし、指定された資格・検定

およびキャリア形成による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位

はこれに含まない。 
前年度までに修得した単位数を確認するには、「現代ビジネス法学科」の末尾にある「進級・卒

業（単位修得）チェックリスト」を使用するとよい。 
履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 

（1）「専門ゼミⅠ」の設定 
前年度の秋期に事前登録を行った「専門ゼミⅠ」について履修登録するものとする。 

 
（2）再履修科目の設定 

１年次に不合格となった必修科目がある場合には、２年次において再び履修し単位を修得しな

ければならない。 

再履修が必要とされる科目は、「法学Ａ/Ｂ」、「体育実習」、「情報処理（Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ）」、

「憲法Ａ/Ｂ」、「民法入門Ａ/Ｂ」、「入門ゼミＡ/Ｂ」、「現代企業論Ａ/Ｂ」、「法情報  

学Ａ/Ｂ」および外国語科目の必修科目である。 
外国語必修科目について不合格の科目がある場合、英語、スペイン語、ロシア語、韓国語につ
いては、１年次の必修科目と２年次の科目を並行して履修することができるが、ドイツ語、フ
ランス語、中国語については、先修条件があるので注意すること。また、英語を含むコースを
選択した者で、「英語１/２」が不合格であった場合は、再履修用に指定されたクラスを履修
すること。 

 

（3）外国語科目の設定 
１年次に選択したコースおよび言語は、２年次以降変更することはできない。 

ア）２言語コースの場合 

ａ）必修科目の「英語」は、クラス指定されるので、指定されたクラスを春期・秋期とも履修

する。 

ｂ）選択した言語の選択科目として、「○○語３（春期）」および「○○語４（秋期）」を履

修する。ドイツ語、フランス語、中国語の場合は、「○○語３/○○語４」以外の選択科

目を履修してもかまわない。１年次に「インテンシヴ１/インテンシヴ２」を履修した者

は、「中級○○語」を履修できる。 

イ）１言語コースで英語を選択している場合 

ａ）必修科目の「英語」は、クラス指定されるので、指定されたクラスを春期・秋期とも履修

する。 

ｂ）選択科目を２科目２単位履修することで、卒業所要単位を満たすことができる。選択科目

にクラス指定はないので、時間割から希望する授業を春期・秋期セットで選び、履修登録

する。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行うことがある。 

ウ）１言語コースでドイツ語、フランス語、中国語のいずれかを選択している場合 

ａ）選択科目として「○○語３（春期）」および「○○語４（秋期）」を原則として履修し、

さらに２単位の選択科目を履修することで卒業所要単位を満たすことができる。１年次に 

「インテンシヴ１/インテンシヴ２」を履修した者は、「中級○○語」を履修できる。 

 

（4）必修科目および選択必修科目のクラス選択 
必修科目の「企業法Ａ/Ｂ」、「行政法Ａ/Ｂ」、「契約法Ａ/Ｂ」の６科目は、それぞれ２

クラスずつ開講されており、いずれかのクラスを選択するが、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連

結して履修しなくてはならない。ただし再履修ただし再履修でＡ科目・Ｂ科目いずれかを履修

する場合はその限りではない。 

選択必修科目の「企業法務論Ａ/Ｂ」と「知的財産法Ａ/Ｂ」「国際取引法Ａ/Ｂ」は６科目

１２単位の内、いずれか２科目４単位を必ず選択する。また、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員で連

結し履修しなくてはならない。ただし再履修ただし再履修でＡ科目・Ｂ科目いずれかを履修す

る場合はその限りではない。 
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（5）選択科目の選択 
総合教育科目の選択科目については、２年次もしくは３年次までに卒業所要単位（１４単位） 

を満たすように履修する。履修希望者がクラス定員を超えた場合は、抽選による定員調整を行 

うことがある。 

「スポーツ実習Ａ」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。希望種

目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンスまたは

学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。詳細については便覧「Ⅱ．３.（3）

スポーツ実習の履修要領」の頁を参照すること。 

専門科目の選択科目については、卒業までに２８単位以上を修得する。選択必修科目として履

修しない「企業法務論Ａ/Ｂ」と「知的財産法Ａ/Ｂ」「国際取引法Ａ/Ｂ」のいずれかの科目を

選択科目として履修することができる。 

また、自己の選択する専門ゼミ教員が担当する関連科目があればこれを履修し、専門ゼミにお

ける学習を補完することが望ましい。 
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３．第 3 年次 
 

３年次の履修制限単位は、４６単位である。ただし、指定された資格・検定およびキャリア形成

による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位はこれに含まない。

２年次までに修得すべき単位を取り残している場合は、まず未修得科目を登録し、次に３年次配当

科目を満たすように履修する。 

前年度までに修得した単位数を確認するには、「現代ビジネス法学科」の末尾にある「進級・卒

業（単位修得）チェックリスト」を使用するとよい。 

なお、履修時間割の作成にあたっては、３年次生を対象にキャリア形成支援センターが実施する

「就職支援講座等」の日程も考慮に入れること。 

履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 

 
（1）「専門ゼミⅡ」の設定 

前年度の秋期に事前登録を行った「専門ゼミⅡ」について履修登録するものとする。 

 

（2）再履修科目の設定 
１・２年次に不合格となった必修科目および選択必修科目がある場合には、３年次において再

び履修し単位を修得しなければならない。 
外国語必修科目について不合格の科目がある場合、英語、スペイン語、ロシア語、韓国語に 

ついては、並行して履修することができるが、ドイツ語，フランス語，中国語科目については、 
先修条件が設定されているので注意すること。また、英語を含むコースを選択した者で、「英語

１/２」「英語３/４」が不合格であった場合は、再履修用に指定されたクラスを履修すること。 

「専門ゼミⅠ」が不合格であった場合は、「専門ゼミⅠ」と「専門ゼミⅡ」を並行して履修す

ることができる。「専門ゼミⅠ」の再履修については、履修ガイダンス時に申し出て、履修を許

可されたゼミについて履修登録を行うものとする。 

 

（3）必修および選択必修科目のクラス選択 
必修科目の「英米法Ａ/Ｂ」は、２クラスずつ開講されており、いずれかのクラスを選択す

るが、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員を連結して履修しなくてはならない。ただし再履修でＡ科目・

Ｂ科目いずれかを履修する場合はその限りではない。 

選択必修科目の「企業法務論Ａ/Ｂ」と「知的財産法Ａ/Ｂ」「国際取引法Ａ/Ｂ」は６科目

１２単位の内、いずれか２科目４単位を必ず選択する。また、Ａ科目・Ｂ科目は同一教員で連

結し履修しなくてはならない。ただし再履修はその限りではない。 

 

（4）選択科目の選択 
総合教育科目の選択科目については、３年次までに卒業所要単位（１４単位）を満たすように

履修することが望ましい。１４単位を超えて修得した単位については、自由選択枠の卒業所要単

位として認定される。 

「スポーツ実習Ｂ」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。 

希望種目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンスま

たは学部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。詳細については便覧「Ⅱ．３.

（3）スポーツ実習の履修要項」の頁を参照すること。 

専門科目の選択科目については、卒業までに２８単位以上を修得する。 

また、自己の選択した専門ゼミ教員が担当する関連科目があればこれを履修し、専門ゼミにお

ける学習を補完することが望ましい。 

 

 

 

 



- 131 - 
 

４．第 4 年次 
 

履修制限単位（履修できる単位）は４８単位である。ただし、指定された資格・検定およびキャ 

リア形成による単位認定、教職、随意、海外演習、首都圏西部大学単位互換科目の単位はこれに含

めない。 

卒業には、自由選択枠（１４単位）を含め、卒業所要単位（１２４単位）を全て満たさなければ 

ならない。 

履修登録および確認までの手順等の詳細については学部ガイダンスでの指示に従うこと。 

 

（1）「卒業論文」の設定 
３年次に履修した「専門ゼミⅡ」と同じ担当教員の「卒業論文」を履修する。 

 

（2）再履修科目の設定 
不合格となっている必修科目および選択必修科目がある場合には、４年次において再び履修し

単位を修得しなければならない。 

「専門ゼミⅡ」が不合格であった場合は、「専門ゼミⅡ」と「卒業論文」を並行して履修する

ことができる。履修ガイダンス時に申し出て、履修が許可されたゼミについて履修登録を行うも

のとするが、「卒業論文」の担当教員は「専門ゼミⅡ」と同じでなければならない。 

 

（3）選択必修科目の設定 
１年次に配当されている情報処理Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄのうち、いずれか２科目を未修得の場合、これ

を満たすように履修する。また、２年次に配当されている企業法務論Ａ/Ｂ、知的財産法Ａ/Ｂ、

国際取引法Ａ/Ｂのうち、いずれか２科目が未修得の場合、同一名称の科目からこれを満たすよ

うに履修する。 

 

（4）選択科目の選択 
総合教育科目の選択科目について、３年次までに卒業所要単位（１４単位）を満たしていない

場合には、これを満たすように履修する。１４単位を超えて修得した単位については、自由選択

枠の卒業所要単位として認定される。 

「スポーツ実習Ｃ」には各種目が開講されるが、種目ごとに受講定員が設定されている。希望種

目の登録、種目決定、およびその確認までの手順等の詳細については、学部ガイダンスまたは学

部事務課で配布されるプリントを参照し、指示に従うこと。詳細については便覧「Ⅱ．３.（3）

スポーツ実習の履修要項」の頁を参照すること。 

  専門科目の選択科目について、２８単位を満たすように履修する。２８単位を超えて修得した

単位は、自由選択枠の卒業所要単位として認定される。 
 

 

５．高学年生 

 
高学年生とは、学部の修業年限（４年（８期））終了時において卒業所要単位未修得により、引

き続き在学して履修を継続する者をいい、「卒業所要単位」を満たすよう科目を履修しなければな

らない。特に、以下の点に留意すること。 

ア）高学年生は、各自の入学年度に応じた課程を履修する。 

イ）高学年生の授業料については、「国士舘大学納入金規程」を参照すること。 

 

６．留年・復学・再入学 

 
留年・復学は各自の入学年度に応じた課程を履修する。再入学は、再入学した学年の年度の課程

を履修する。 
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 進級卒業（単位修得）チェックリスト 
◆修得した科目を○で囲み、右の欄に修得単位数を記入すること。             現代ビジネス法学科 

※学則第４０条第３項に基づく「特別講義」である。開講科目は毎年度変更される。 

単位 単位 科　目 単位

４

２

情報処理Ａ　　　　

情報処理Ｂ　　　　 ※２科目選択

スポーツ実習Ａ ２ スポーツ実習Ｃ ２

倫理学Ａ/Ｂ 文化人類学Ａ/Ｂ 教育学Ａ/B

現代人間論Ａ/Ｂ 欧米文化論（イギリス）Ａ/Ｂ 異文化の理解Ａ/Ｂ

西洋史Ａ/Ｂ 欧米文化論（ドイツ）Ａ/Ｂ 情報科学

日本史Ａ/Ｂ 欧米文化論（フランス）Ａ/Ｂ コンピュータシステム

社会学Ａ/Ｂ 欧米文化論（アメリカ）Ａ/Ｂ 身体と運動Ａ/Ｂ

心理学Ａ/Ｂ 科学・技術・社会論Ａ/Ｂ

地理学Ａ/Ｂ 人間と地球環境

政治学Ａ/Ｂ かけがえのない地球環境

経済学Ａ/Ｂ 日本語表現法Ａ/B

哲学Ａ/Ｂ 社会科学概論Ａ/B

論理学Ａ/Ｂ

宗教学Ａ/Ｂ

国文学Ａ/Ｂ

漢文学Ａ/Ｂ

文系数学（基礎）

文系数学（応用）

２

英語１ １ １

英語２ １ １

英会話１ １ １

英会話２ １ １

TOEIC英語１ １ １

TOEIC英語２ １ １

各１

各１

  ドイツ語１ １

  ドイツ語２ １

２

ドイツ語インテンシヴ２ ２ １

ドイツ語会話１ １ １

ドイツ語会話２ １ １

１

各１

　フランス語１ １

　フランス語２ １

２

２ １

フランス語会話１ １ １

フランス語会話２ １ １

１

各１

　中国語１ １

　中国語２ １

２

２ １

中国語会話１ １ １

中国語会話２ １ １

１

各１

スペイン語１ １

スペイン語２ １

１

１

ロシア語１ １

ロシア語２ １

１

１

外国文学Ａ/Ｂ

統計学（基礎統計）

日本事情Ａ（日本の歴史）

日本事情Ａ（日本の現代文化）

日本事情Ｂ（近代日本の歩み）

日本事情Ｂ（日本の国際化）

日本事情Ｃ（自然環境）

上記網掛は、留学生科目です

英会話３

マルチメディア英語Ａ　　　マルチメディア英語Ｂ　　　マルチメディア英語Ｃ　　　マルチメディア英語Ｄ

日本事情Ｃ（地方地誌）東洋史Ａ/B

歴史学Ａ/B

英会話４

速修ｸﾗｽ

英語４

※　世田谷６大学コンソーシアム提供科目

単位

各２

現代社会のメカニズムＡ/Ｂ(※2)

Webデザインの基礎

各２
コンピュータネットワーク

防災リーダー養成論

防災リーダー養成論実習

中級フランス語Ａ　　　中級フランス語Ｂ　　　中級フランス語Ｃ　　　中級フランス語Ｄ

TOEIC英語３

フランス語会話３

フランス語インテンシヴ１

ドイツ語会話４

英語ワークショップＡ　　英語ワークショップＢ　　英語ワークショップＣ　　英語ワークショップＤ

３年次 ４年次

選択必修

２スポーツ実習Ｂ

情報処理Ｄ

必　修

１年次 ２年次

体育実習

情報処理Ｃ

科学技術の現代史Ａ/Ｂ

自然科学（物理系Ａ/B）

自然科学（地学系Ａ/B）

自然科学（生物系Ａ/B）

統計学（推定・仮説検定の実務）

自然科学（化学系Ａ/B）

外
　
国
　
語
　
科
　
目

ド
イ
ツ
語

ドイツ語４

選択

フランス語会話４

ス
ペ
イ
ン
語

中
国
語

英語３

必修

英
語

フ
ラ
ン
ス
語

フランス語３

フランス語４

TOEIC英語４

必修

ドイツ語会話３

中級ドイツ語Ａ　　　中級ドイツ語Ｂ　　　中級ドイツ語Ｃ　　　中級ドイツ語Ｄ

ドイツ語インテンシヴ１

ドイツ語３

ロ
シ
ア
語

必修

中級中国語Ａ　　　中級中国語Ｂ　　　中級中国語Ｃ　　　中級中国語Ｄ

選択
ロシア語３

ロシア語４

スペイン語３

選択

中国語３

中国語会話４

選択

中国語会話３

中国語４

中国語インテンシヴ２

スペイン語４

必修

必修

通常ｸﾗｽ

速修ｸﾗｽ

通常ｸﾗｽ

速修ｸﾗｽ

選択

フランス語インテンシヴ２

中国語インテンシヴ１

選択

科　目科　目科　目

法　　　学

必修
通常ｸﾗｽ

総
合
教
育
科
目

８単位

現在の

修得単位

卒業所要

単位

６単位

４単位

１４単位
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※:随意科目は卒業所要単位に含まれないので注意すること。  

単位 単位 科　目 単位 単位

１

１

１

１

１

１

１

１

１ １

１ １

1

1

1

1

各２ 各２ 英米法Ａ/Ｂ 各２ ４

各２ 各２ 専門ゼミⅡ ４

各２ 各２

各２ ２

各２

企業法務論Ａ/Ｂ

保険法Ａ/Ｂ

特許と法Ａ/Ｂ

現代家族と法Ａ/Ｂ ＥＵ法Ａ/Ｂ 国際知的財産法Ａ/Ｂ

消費者と法Ａ/Ｂ ミクロ・マクロ経済Ａ/Ｂ 社会福祉と法Ａ/Ｂ

税と生活Ａ/Ｂ 人事管理論Ａ/Ｂ 倒産処理法Ａ/Ｂ

裁判外紛争処理法Ａ/ 簿記原理Ａ/Ｂ 税と企業Ａ/Ｂ

労使関係と法Ａ/Ｂ 著作権と法Ａ/Ｂ 国際法特講Ａ/Ｂ

デザインと法Ａ/Ｂ 経済法Ａ/Ｂ 国際経済法Ａ/Ｂ

知的財産法特講ⅠＡ/ⅠＢ 国際民事紛争処理法Ａ/Ｂ 財務諸表論Ａ/Ｂ

知的財産法特講ⅡＡ/ⅡＢ 不法行為法 スポーツ法学Ａ/Ｂ

特許明細書作成

民事紛争処理法Ａ/Ｂ 金融商品取引法

知的財産と紛争 銀行取引法

国際関係論Ａ/Ｂ

経済学原論Ａ/Ｂ

資格・検定（司法書士） ８

資格・検定（知的財産管理技能検定１級） ８

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定２級） ６

資格・検定（社会保険労務士） ６

資格・検定（行政書士）

資格・検定（通関士）

各４ 各４ 各４

キャリアデザイン １

２ キャリアデザインⅡ ２ ２

２ 法学特殊講義Ⅱ ２ ２

２

２

総合

２

各１

１２４単位

４２単位

法研指導ⅣA/B～ⅦA/B法研指導ⅠA/B～ⅢA/B

他学部科目、首都圏西部大学単位互換科目から自由に選択

（教職・随意科目を除く）（教職・随意科目を除く）

外国語
海外演習１（カナダ／アメリカ／オーストラリア／イギリス／中国／韓国／ニューヨーク）

資格・検定 検定英語１/２/３/４　　　検定ドイツ語１/２/３/４　　　検定フランス語１/２/３/４　　　　検定中国語１/２/３/４　　

総合教育科目、外国語科目、専門科目の卒業所要単位を超えて修得した科目

履修制限単位

(履修できる単位数)

１４単位

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅢ

法学特殊講義Ⅰ 法学特殊講義Ⅲ

ボランティア活動

インターンシップ

随意(※) 法研指導ⅧA/B～ⅩⅣA/B        

自由選択枠

キ

ャ
リ
ア
形
成

資格・検定（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級） 資格・検定（知的財産管理技能検定３級）

各２資格・検定（ビジネス実務法務検定３級） 資格・検定（法学検定スタンダード<中級>コース）

資格・検定（ビジネス著作権検定上級）

デジタルコンテンツと法

各２

国際刑事司法と紛争処理Ａ/Ｂ

資
格
・
検
定

資格・検定（宅地建物取引士） 資格・検定（法学検定アドバンスト<上級>コース）
各４

資格・検定（ビジネス実務法務検定２級） 資格・検定（知的財産管理技能検定２級）

文献講読（独語）Ａ/Ｂ

文献講読（仏語）Ａ/Ｂ

現代企業論特講Ａ/Ｂ

国際法Ａ/Ｂ

国際金融論Ａ/Ｂ

金融システム関連法特講Ａ/Ｂ

選　択

各２

２８単位

知的財産法Ａ/Ｂ 国際取引法Ａ/Ｂ 法律英語Ａ/Ｂ

企業犯罪と法Ａ/Ｂ 外国法基礎Ａ/Ｂ 独　法Ａ/Ｂ

選択必修

企業法務論Ａ/Ｂ

仏　法Ａ/Ｂ

各２ ４単位知的財産法Ａ/Ｂ　　　

国際取引法Ａ/Ｂ

企業法Ａ/Ｂ 卒業論文

４６単位

憲　　法Ａ/Ｂ 行政法Ａ/Ｂ

民法入門Ａ/Ｂ 契約法Ａ/Ｂ

法情報学Ａ/Ｂ 専門ゼミⅠ（半期）

入門ゼミＡ/Ｂ

アカデミック日本語２B

進級単位

韓
国
語

日本語スキルアップA

選択

３年次への進級単位：４２単位

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

卒業：１２４単位

（教職・随意科目を除く）

卒業所要

単位

４年次

科　目

４２単位 ４６単位

日本語スキルアップB

アカデミック日本語３B

２年次

科　目

１年次

科　目

３年次

外
国
語
科
目

アカデミック日本語４B

ビジネス日本語A

ビジネス日本語B

必修

日
本
語

（
留
学
生
の
み

）
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履修単位

韓国語１

韓国語２

アカデミック日本語１A

アカデミック日本語１B

アカデミック日本語２A

必　修

現代企業論Ａ/Ｂ

現在の

修得単位

韓国語３

韓国語４

（教職・随意科目を除く）

４８単位

アカデミック日本語３A アカデミック日本語４A

同一名称の

科目から

計４単位
選択必修


